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１．議事日程（第２日目） 

  （予算決算常任委員会） 

                             令和 ７年 ９月２５日 

                             午前１０時００分 開会 

                             於   安芸高田市議場  

 １、開 会 

 ２、議 題 

  （１）認定第１号 令和６年度安芸高田市一般会計決算の認定について 

  （２）認定第５号 令和６年度安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業特別会計 

決算の認定について 

  （３）認定第14号 令和６年度安芸高田市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定 

について 

 ３、閉会中の継続調査について 

 ４、閉 会 

 

 

 

２．出席委員は次のとおりである。（１４名） 

   委員長   児 玉 史 則      副委員長  山 本 数 博 

   委員    益 田 一 磨      委員    佐々木 智 之 

   委員    熊 高 慎 二      委員    浅 枝 久美子 

   委員    小 松 かすみ      委員    南 澤 克 彦 

   委員    新 田 和 明      委員    山 根 温 子 

   委員    大 下 正 幸      委員    熊 高 昌 三 

   委員    金 行 哲 昭      委員    秋 田 雅 朝 

 

 

 

３．欠席委員は次のとおりである。（なし） 

 

 

 

４．委員外議員（なし） 

 

 

 

５．安芸高田市議会委員会条例第２１条の規定により出席した者の職氏名（４４名） 

  市 長  藤 本 悦 志  副 市 長  杉 安 明 彦 

  教 育 長  猪 掛 公 詩  企 画 部 長  高 下 正 晴 

  産 業 部 長   小 櫻 静 樹  建 設 部 長  佐々木   宏 
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  教 育 次 長   柳 川 知 昭  議 会 事 務 局 長  高 藤   誠 

  財 政 課 長  沖 田 伸 二  地 域 営 農 課 長  稲 田 圭 介 

  農 林 水 産 課 長  森 田   修  商 工 観 光 課 長  松 田 祐 生 

  管 理 課 長   鈴 川 昌 樹  建 設 課 長   登 田   晃 

   下 水 道 課 長   山 崎 勝 宏    会計管理者（兼）会計課長  竹 本 繁 行 

教育総務課長兼給食センター所長  森 岡 和 子    学校統合推進室長兼統合推進係長  船 津 晃 一 

  学 校 教 育 課 長  阿 部 正 志    生 涯 学 習 課 長  井 木 一 樹 

  議会事務局次長  國 岡 浩 祐    財政課財政係長  高 橋 秀 尚 

  地域営農課営農支援係長  藤 城 輝 久  地域営農課農地利用係長  岡 野 順 治 

  農林水産課農林土木係長  舩 川 雅 弘  農林水産課林業水産係長  吉 川 晃 彦 

  商工観光課観光係長  森 竹 和 孝  商工観光課商工係長  岡 﨑 聡 子 

  管理課建設管理係長  住 田 一 幸  管理課住宅係長  岩 本 武 敏 

  建設課工務係長  上 岡 洋 平  建設課維持係長  田 中 哲 也 

  下水道課業務係長  川 崎 宏 和  下水道課下水道係長  佐々木 覚 朗 

  教育総務課総務係長  城 﨑 政 光  教育総務課学校施設係長  田 口 真 司 

  教育総務課長兼給食センター副所長  安 田 勝 明  学校教育課主幹  藤 井   圭 

  学校教育課主任指導主事  上 田 恵 己  学校教育課学校教育指導係長  岡 本 充 行 

  生涯学習課社会教育係長  森 川 美由紀  生涯学習課文化・スポーツ係長  末 長 量 平 

  生涯学習課市民文化センター館長  齋 藤 香 代  生涯学習課歴史民俗博物館副館長  秋 本 哲 治 

 

 

 

６．職務のため出席した事務局の職氏名（４名） 

  事 務 局 長   高 藤   誠  事 務 局 次 長  國 岡 浩 祐 

  総 務 係 長   日 野 貴 恵  主 事  波多野 奈 美 
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   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１０時００分 開会 

○児玉委員長  定刻となりました。 

 ただいまの出席委員は14名でございます。 

 定足数に達しておりますので、これより第9回予算決算常任委員会を

開会いたします。 

 本日の審査日程はお手元に配付したとおりです。 

 直ちに本日の審査に入ります。 

 初めに、産業部農業委員会事務局の審査を行います。 

 認定第1号「令和6年度安芸高田市一般会計決算の認定について」の件

を議題といたします。 

 地域営農課の決算について説明を求めます。 

 稲田地域営農課長。 

○稲田地域営農課長  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 地域営農課の決算について説明させていただきます。 

 説明書の98ページをお開きください。 

 農業総務管理事業です。 

 本課の総務的経費を管理しております。 

 実施内容ですが、令和5年と2か年をかけ、農業振興地域整備計画の変

更、また、基本方針の更新業務に着手しました。 

 成果は、農地保全及び計画的な土地利用のための農業振興計画の変更

に伴う基礎調査を行いました。 

 次に、課題です。 

 農振の基本方針の更新を踏まえ、地域計画との整合性を図り、営農支

援や農地の保全に努めていくことが必要だと考えております。 

 99ページをお開きください。 

 農地保全対策事業は、農地中間管理機構の受託業務と、地域計画を作

成することが主な業務となります。 

 実施内容及び成果ですが、農地中間管理機構を活用した利用権の設定

及び機構集積協力金を1地区に支給しました。また、地域計画を作成し、

公表を行いました。 

 課題は、作成した地域計画の更新を適宜図る必要があり、また、これ

に伴い、農業委員会が行っていた利用権の設定がなくなるため、利用権

の満了者に対する説明や意向調査を行うことで、機構への利用権の移行

を進める必要があります。 

 100ページ、有害鳥獣対策事業は、イノシシ、鹿等の有害鳥獣から農

作物を守り、農地の保全を図るため、防護柵等の設置及び有害鳥獣の捕

獲を行いました。 

 実施内容ですが、まず、委託事業として、各町単位の有害鳥獣捕獲班

に捕獲委託を実施し、鳥獣の死骸の処理委託を実施しました。 
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 次に、国庫補助事業を活用して、箱わなの購入及び防護柵の設置助成、

また、猿対策支援事業を実施しました。 

 熊対策として、不要となった果樹の伐採に助成することにより、集落

に寄せない対策や、単市での柵や防捕獲檻の助成や、食肉処理施設運営

助成、広島県鳥獣対策地域支援機構への負担金の支払いをしました。 

 成果は、県の事業を活用し、餌とくくりわなを活用しての効率的な捕

獲技術の普及を図ることができました。 

 また、猿対策として、捕獲した猿に発信機を設置して、群れの行動パ

ターンの軌跡を取れるようにしました。 

 新たに県の肝煎りで設置した鳥獣対策支援機構に参画し、市民からの

鳥獣対策の対応をしてもらっております。 

 課題は、豚熱発生により、被害額は低減できましたが、捕獲者の担い

手の確保や処分方法の改善を図っていく必要があります。 

 101ページ、中山間地域等直接支払事業は、中山間地域等における平

地と農業生産コストの格差の是正のための支援を行いました。 

 実施内容ですが、集落協定と個別協定に対して、交付金を交付しまし

た。 

 成果は、耕作放棄地の発生抑制を図ることができました。また、6期

対策を含めた説明会を実施しました。 

 課題として、集落の高齢化により耕作も含めた管理作業や、事務作業

が負担となっており、事務の簡素化を模索しております。 

 102ページ、多面的機能支払交付金事業は、草刈りや溝掘りなどの農

地維持活動や、地域ぐるみで効果の高い共同活動を行う資源向上活動に

取り組む活動組織に対して交付金を交付しました。 

 成果は、共同活動を支援することにより、農業施設や農村環境の維持

保全が図られました。 

 課題は、組織内の後継者不足により、取組を断念された地区が4地区

ありました。事務作業の軽減を図るために、活動組織の合理化を図る必

要があります。 

 103ページ、米の需給調整事業は、米の生産調整に関する事務費で、

農業推進班長の報酬等が主な支出となっております。 

 実施内容及び成果ですが、作付目標面積に対して97.8％と、生産目標

の範囲内になっております。 

 課題として、担い手の高齢化により、規模縮小を図られる方もおられ、

新たな担い手の育成を含め、農地の集積の推進方法について検討してい

く必要がある。また、5年水張りルールの見直しを含め、国による新た

な水田施策の見直しを注視していかなければなりません。 

 104ページ、担い手育成事業は、将来の農業を支える担い手の育成確

保のために施策を実施しております。 

 実施内容ですが、新規就農者育成総合対策事業として、継続4名の方
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に経営開始直後の経営安定のための支援を行いました。 

 また、担い手の機械導入、施設整備に対する助成を33件行っておりま

す。 

 園芸作物条件整備事業として、県営圃場整備事業である羽佐竹地区の

鍋石団地において、畑作を行う担い手の耕作条件の改善のため、バーク

堆肥の散布に対して助成を行っております。 

 農業経営の低コスト化、省力化を実現していくためのために、スマー

ト農業技術の導入に当たり、費用に対する効果や、導入可能な技術水準

化の実証実験を行うため、ＪＡひろしま広島北部地域を事業主体として、

水位センサーを活用した水管理の省力化や、ＡＩを活用した園芸品目に

おける栽培環境データの分析活用や、ラジコン草刈り機の実演などを行

いました。 

 成果は、新規就農者へのサポートや、担い手の機械の更新助成が図ら

れました。 

 課題ですが、担い手の助成の継続や、新規就農者への研修等の整備体

制の構築を検討していく必要があります。 

 105ページ、農業振興施設管理運営事業は、所管施設の管理運営を行

い、それぞれの施設目的に応じた支援により、各地域での農業振興に努

めました。 

 実施内容及び成果ですが、向原ふれあい農園の水田への復旧工事を行

い、地権者に返却しました。川根ゆず加工場の施設譲渡を行いました。 

 課題としては、施設の活用方法について検討の必要があります。 

 106ページ、畜産振興事業は、畜産経営の安定を図るため、各種補助

事業を実施しました。 

 実施内容として、和牛、酪農ともに、生産者の高齢化が進展しており

ますが、畜産振興を図るため、和牛振興、酪農振興の各事業を行ってお

ります。 

 成果は、飼料価格高騰対策として、乾燥牧草の価格上昇分の支援を行

いました。 

 課題として、飼料高騰等の高止まりによる畜産経営が圧迫されている

現状があります。 

 107ページ、畜産振興施設管理運営事業は、指定管理しております市

内三つの堆肥センターの管理運営を行っております。 

 実施内容ですが、電気代高騰対策支援により、3堆肥センターの運営

支援ができました。 

 成果は、堆肥センターでの適切な運営により、環境問題の発生が防げ

ています。 

 課題として、各堆肥センターの自立した運営に向け、採算が取れる運

営計画の策定や、計画的な機械の更新計画を図る必要があります。 

 以上で、地域営農課の説明を終わります。 
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○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員  98ページの農業総務管理事業についてお伺いをいたします。 

 説明で当初予算のとおり農業振興地域整備計画が 2年かけて策定をさ

れたということでございます。内容的には基本方針の変更、更新だとい

うふうに書いてあるんですけど、変更ともおっしゃったような気がする

んですが、全部が整備計画を分かってはいませんが、大きく変更された

点等は、まず、どんな点が変わったんでしょう。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  農業振興地域整備計画は、よく農振と略されておりますが、農業施

策を重点的に行う地域を指定することにより、圃場整備や中山間地域直

接支払交付金などの国費が支払われる土地には農振で地域でなければい

けません。 

 今回の見直しにつきましては、これまで農振地域は除外した地番だけ

を記載しておりました。ですが、今回、地域計画等が新たにできたこと

によって、この地番が農振地域という形で指定していくという指定地番

に変更をかけたという形になります。 

 それに伴い、農振計画は大体5年に1回ぐらいの更新を図るべきものな

んですが、これを前に更新したのが平成24年になってます。これまでに

そういった国の事業等を活用した部分についての基本方針とか、そうい

ったものを併せて変更させていただきました。 

 以上です。 

○児玉委員長  秋田委員。 

○秋 田 委 員  今の説明の中で出てきた地域計画ですね。この間、農業新聞等も報道

があって、計画がかなりできてないとこが多いみたいで、半分ぐらいが

どうのこうのとかあったと思うんですが、うちは一般質問でお伺いした

とおり、かなりできたということなんで、そことの今説明があったよう

に整合性を図るということで今説明をいただいた地番の問題であるとか

ということなんですが、そのことの整合性で地域計画と今の整備計画の

整合性は、地番がどうこうというよりも、少し農業経営のほうにどうつ

ながっていくのかなという点で少しお伺いをしてみたいと思いますけど

も。今後の農業、あらゆる意味で地域計画は大きく寄与することという

中で、そこと整備計画がどのように整合性を図っていって、営農が進ん

でいくかというふうにつながるというところをちょっとお伺いしたいん

ですが。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  地域計画につきましては、昨年3月に公表をもって制定されたという



【速報版】 

 

7 

形になっております。実際には全国的にもほぼ98％ぐらい地域計画は作

成はできている状況でございます。 

 本市におきましては地域計画について、実際には国のほうでは10年先

の農業運営についての図面化を図るというのが実情なんですが、現在、

うちで行っておりますのは、現状を農地が誰がどこをつくっておるか、

担い手がどこをつくっておるかというのを図面化した形になってます。 

 これを精査していかなきゃいけないという形にはなってくるんですが、

今の農振計画の中で、例えば、農振から除外するという申請を行った場

合、地域計画で色付けされている農地につきましては、その都度、地域

計画を全て変えなきゃいけないという格好になっております。これまで

は除外地番の表示だったので、今回、農振を変更することによって地域

計画と、地域計画で色付けされた農地かどうかをはっきりさせて、それ

が除外されたときに地域計画に変更しなきゃいけないかどうかがはっき

り今まで除外地番だったので分からなかったものを今回指定地番するこ

とによって、地域計画と農振がある程度整合性を取った形で今からやっ

ていくという形になります。 

 今から先、地域計画につきましては、先ほども言いましたように、10

年先を見据えた形での利用分布を図っていかなきゃいけませんので、こ

れらは農家の方とまた相談をしながら精査を図っていく必要があるかな

と思っています。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  100ページの有害鳥獣のところなんですが、成果と課題の成果の2番目

にニホンザル対策支援事業を活用しという表現があるんですけど、個体

群の追跡調査を行う体制が構築できたと書いてあるんですけど、準備が

できたんか、それとももう猿の駆除をする体制が整ったというのか、こ

この体制が構築できたというところをどういうものができたのか教えて

いただきたいんですが。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  ニホンザルの対策につきましては、甲田、向原、美土里のほうで猿

の個体群が出てくるということで対応について苦慮しとったところでご

ざいます。 

 今回、国の予算を活用させていただいて、雌猿を捕まえて、これにＧ

ＰＳをつけて、その個体群がどういう動きをしよるか、どこへ行って、

どこからまたこっち来るかとか、そういう軌跡が取れるような形をでき

たという形でいます。 

 今回、向原で1匹、雌猿を捕まえことができましたので、これに今、

ＧＰＳをつけています。ＧＰＳが発信する部分を受信機を持って車等で
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探して歩いて、約1キロ圏内ぐらいに接近できたら、発信機の内容を受

信できて、どこをいつにどこにいたというのを図面上に出すことができ

ます。そうすることによって、猿の個体群がどこを通って、どこを歩き

よるかというのが大体把握できるというものになります。 

 以上です。 

○児玉委員長   山本委員。 

○山 本 委 員  ということは、準備が整うたというふうに解釈しておけばいいんです

か。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  準備は一応整えたというか、その個体がどういう、いついつ、どこ

のほうは群れとして歩きよるかというのが分かるようになったと。 

 ただ、猿対策につきましては、どうしても追い払い等をしていきなが

ら、どうしても個体群を捕まえようということになると、罠を仕掛けて

やっていく必要があります。それらを今、向原のほうで地域の方と話合

いをしていこうかなという形になっておるところです。 

 以上です。 

○児玉委員長   山本委員。 

○山 本 委 員  今、言葉を短こうに言ったんですけど、今ＧＰＳをつけたんで、追跡

調査はこれからということなんでしょう。それともＧＰＳをつけても動

向調査も一緒に始めたということですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  すみません、ちょっと言葉が足らなかったです。 

 今、向原で捕まえた分につきましては、白木の井原と、甲田町の下小

原のほうの山をぐるぐる回っておるというのが分かりました。時たま国

司やら竹原のほうへちょっと出てはまたそのルートに帰るというような

形での動きが今分かったという状況です。 

以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  ですから、動向調査も前年度でもうやられたということですね。です

から、動向調査をやられたんで、後は動向を見て対策を取ればええとい

うことでしょう。 

 去年ＧＰＳをつけて、今年度でそれをやりよるんか、そこらがはっき

りしとらん。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  昨年、罠で捕まえようとしたところ、なかなか捕まらなかって、3月

になって、やっと1匹捕まえたんです。それから、その動向を追うてい

きよる形になります。このＧＰＳが約1年ぐらい電池が持つという形に
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なってますので、それを引き続きながら動向調査を探索していこうと思

ってます。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 新田委員。 

○新 田 委 員   100ページのところのちょっと関連あるんですが、狩猟免許は大体ど

のくらい、昨年度、また、その前の年はどれぐらい取られてますか。伺

います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  狩猟免許の取得者としては狩猟者登録といって、その年、その年で

登録をしていかなきゃいけません。実際に狩猟免許を持っておられる方

はもっとおるとは思いますけど、昨年度狩猟者登録された方は179人お

られます。 

 以上です。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  引き続きそれを登録されないというのは何か原因があるんですかね。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  個人のその年に狩猟期に狩猟するかしないかという形になります。

費用もかなりかかりますので、今年はしようとか、今年はすまいとか、

ちょっとそこは個人的な部分があるのかなというふうに思います。 

 以上です。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  今回、鹿を4,000頭以上捉えていることは、計画値以上ということで

非常に評価するところだというふうに感じております。 

 ただ、１点、先ほど質疑させていただいたのは、免許取ったのにもか

かわらず、それを更新されないと、そこに何か原因があるんではないか

なというところがちょっと気になったので質疑させてもらったんですけ

ども、特段、その人、その人の自由だろうという感じの答弁だったよう

な気がしたんですが、もう一度、そこを探っていくようなお考えがもし

あれば、1点伺いますが。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  狩猟免許なので、更新はほとんどの方が3年に一度更新になります。

ですから、更新はされてるんですが、その年に狩猟登録といって、実際

に山に入って獲物を捕るという行為をされるかどうかというのは、どう

しても費用もかかりますし、私も狩猟免許を持っていますけど、ここ二、

三年更新、狩猟者登録してませんから、そこらはちょっと免許はそのま

ま多分持っとっていただけると思います。 
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 以上です。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  今伺った理由としたら、担い手不足ということで、昨年度も一昨年度

も同じような理由を書かれてるんで、であるならば、これだけの方が狩

猟免許を取られて、なおかつ更新すれば、その方がハンターになってい

ただける可能性が高いということをしっかり市のほうでフォローされた

らどうなんかなと。予算を使って、そこに投資してる以上は、そこをも

う一回、しっかり掘り下げていただいて、新たな人材をそこで獲得して、

猟友会に入っていただくという形の流れができないかなということで、

ここは質疑したんですが、もしお考えがあれば伺います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  委員のおっしゃられることもよく分かります。ただ、そこらについ

ては一応、猟友会等も協議しながら検討していきたいと思います。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  2点ほどお伺いしたいんですけど、まず1点は、106ページの畜産振興

ですけど、実施内容の4番に飼料価格高騰対策で補助金を出しておられ

ますよね。経営の安定いうところで、これは出されたというふうに説明

を聞いておりますけど、どういう効果があったか、そこをお聞かせ願い

たいんですが。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  昨年は輸入したものを乾燥牧草を酪農家等はよく使われてます。こ

れが昨年度は2020年7月から2023年6月までの部分の1回と、その後、さ

らに23年7月から24年6月の2回に分けて乾燥牧草の補塡をさせていただ

きました。 

 差が1回目につきましては、乾燥牧草の県酪が出している単価で差引

きをしたところ、1トン当たり2万3,714円ほど差があると、1回目につい

ては。その分の半額を補塡させていただいたと。2回目は2万1,184円差

があった分についての半額の1万500円を補塡させていただいたというこ

とで、酪農関係につきましては、肥料もなんですが、資材費がどうして

も今現在高くなっています。これらについての補塡をすることによって、

経営の安定化を図らせていただいたというものになります。 

 以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  分かりました。ないよりええという結果じゃったんだろうというふう

に思いますけど。 

 次に、107ページの堆肥センターのことでお伺いするんですけど、堆

肥センターの堆肥を買うたら市の助成金がありよりましたですね。それ
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を前年度はもう廃止になっとったと思うんです。 

 聞くところによれば、助成がなくなったんで、利用しにくいと、単価

が上がってきたんで、利用しにくいけ、助成をつけてほしいと、こうい

う要望が去年なんかは随分聞いたんです。影響があったんかのうと思う

んですけど、活動指標を見ましたら、目標計画では 3,000トン、しかし、

出たのは 4,021.5トンですか、計画より量が出ておるんですね。影響な

かったのかなと思うんです。そこらはどうなんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  委員さんがおっしゃるとおり、堆肥の助成をすることによれば、も

っと堆肥の活用を図れるところはあるんかなと思います。ただ、現在、

令和6年につきましては、堆肥の助成を行っておりませんが、やっぱり

堆肥のよさを知っている方もおられますので、そこらの活用が図られた

のかなと思います。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  106ページの活動と成果指標の活動指標のところの計画値と実績値が

かなり実績値が低いのですけど、これ、去年も低くて、そのとき、天候

が悪かったという御答弁があったんですが、今年も同じ要因でしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  自給飼料集積面積のことでよろしいですかね。 

 昨年度は、これ、内容的にはＷＣＳと牧草と飼料米というのが面積の

カウントの基礎になっています。確かに実績がそうであったということ

になって、昨年度につきましては、そんなに雨がどうのこうもなかった

と思います。ただ、実績的にやっぱり米の米価の価格等がある程度の部

分があるんかなと思いますけど、実績がこうだったということしか今の

ところはないです。 

○児玉委員長  浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  はい、分かりました。 

 99ページです。農地保全対策事業の中で、先ほど同僚委員からもあり

ました地域計画のことなんですけど、実施内容の3番の（2）、これ、

2025年3月28日付で公表をもって完了と言われたんですけど、公表とい

うのはどういう形でされたのでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  ホームページ上で公表させていただいたというのが公表です。 

 以上です。 

○児玉委員長  浅枝委員。 
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○浅 枝 委 員  実際ちょっとあのホームページを皆さんが見られてない方が多くて、

内容を把握されてない農業者が多い中で、どうなってるんだという感じ

の思いと、先ほど同僚議員が言われましたように、全国的に進んでない

という新聞記事とか見られて心配になられてる方とかいらっしゃるんで

すが、今後はちょっとその辺はまた違う形で公表というのはされる予定

はありますか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  地域計画については、それぞれ毎年更新を図っていくという形にな

っていますので、適宜更新を図っていきます。 

 以上です。 

○児玉委員長  浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  じゃあ、ちょっと次のページ、100ページにいきます。 

 有害鳥獣対策事業のほうで、実施内容のほうです。1番の（1）のほう

で、捕獲の実績のほうが鹿とイノシシだけなんですけど、これは昨年、

カラスと猿がいたんですが、前年度ですね。6年度はなかったんでしょ

うか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  これはほかにカラス、カワウ、サギが一応あります。ただ、主立っ

たものを載せていくのに鹿とイノシシだけにさせていただいておるとい

う形になります。 

○児玉委員長  ほかに質疑ありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  101ページと102ページにわたるんですけども、成果と課題のところに

書いてあります現地確認用画像診断アプリを活用し、現地確認の省力化

を図ることができた。コスト情報にもどちらにも同じアプリ作成業務と

いう名前で入っているんですけども、これ、同一のアプリなんですか、

別々のアプリですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  これにつきましては、農業委員会の農地パトロールで、中山間、多

面、これを予算的には活用部分で何ぼか分け合って、一つのアプリを取

得したものを三つの事業で活用しておるという状況になります。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員   同じ100ページなんですけど、有害鳥獣対策事業のほうなんですが、

昨年課題として、ペットフードへの活用を図ると言われていたんですが、

6年度はどうなっていらっしゃるんでしょうか。 
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○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  今、食肉処理施設でもある程度はペットフードは作って、肉として

販売しておるんですけど、昨年まで言わせてもらったのは、新たな施設

を造って、そこでペットフードをしっかり作っていこうという思いであ

りましたけど、まだ施設が新たな施設について場所が確定してませんの

で、今、それについては繰越しで予算的には繰り越しておるという状況

です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  初歩的なことであれなんですけど、98ページの農業総務管理事業のコ

スト情報、事業費の3段目、4段目、使用料及び賃借料と需用費のところ

が、これ、予算書を見ると、これ、てれこになっているような気がして

いまして、予算書だと数字が逆になってるんですけれども、これ、予算

が正しいのか、決算が正しいのか、ちょっと御説明いただけますでしょ

うか。 

○児玉委員長  暫時休憩とします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１０時４０分 休憩 

      午前１０時４１分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、再開いたします。 

 先ほどの質疑に対し、答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  南澤委員のおっしゃるとおり、うちのほうが記載ミスで、説明書の

ほうが間違っております。決算書のほうは合ってます。ですから、使用

料のほうが17で、需用費のほうが20ということで訂正をさせていただき

たいと思います。大変失礼いたしました。 

○児玉委員長  暫時休憩とします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１０時４２分 休憩 

      午前１０時４３分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、再開いたします。 

 引き続き、先ほどの質疑に対し、答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  再三の訂正でお願いします。 

 最終予算額のほう、需用費のほうを35を22、需用費22を35に訂正させ

てください。 

 以上です。 
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○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  102ページの多面的機能支払交付事業のことで、実施内容のところの1

の（1）、農地維持支払いの49組織となってます。5年度が53組織でした。

交付金は本年度は増えているので、面積が増えたのかなと思うんですけ

ど、その辺をお伺いいたします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  これにつきましては、委員がおっしゃるとおり3組織、4組織ほど減

ったんですが、長寿命化のほうの予算が常に満額つくわけではないので、

ちょっとここらとの整合性を図らんと、実施地区が減っただけじゃなく、

組織の面積が増えておるところもあるかもしれませんし、昨年度が更新

時期だったので、この額を1地区ずつ全部チェックしないと分からない

んですが、どういうふうな形にさせてもらえばよろしいでしょうかね。

4地区減っておるんですけど、昨年度がちょうど更新の時期だったんで

す。ですから、取り組む面積が増えたとこもありますし、長寿命化とい

って資源向上の中にもう一個事業があるんですが、これが毎年満額つく

ことが8割しかつかないときもあります。ですから、額が増えたからと

いって、地区が減ったからといって、額が増えた部分をちょっと1地区

ずつ整合性を図らないと、しっかりしたものがお示しできないんですが、

どのようにさせてもらえばよろしいですかね。 

○児玉委員長  暫時休憩とします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１０時４７分 休憩 

      午前１０時４８分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 先ほどの浅枝委員の質疑に対して、執行部のほうは即、今すぐに答弁

ができませんので、後ほど回答をさせていただきたいと思いますが、そ

れでよろしいですか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  はい、よろしくお願いします。 

 続けてちょっと聞きたいことがあったんで、よろしいですか。 

○児玉委員長   はい。 

○浅 枝 委 員  現状、令和6年度に活動組織が減ったということで、同じ実施内容の3

番の事業説明会というところで、現時点で実行している組織のみに、こ

れ、説明会されていると思うんですけど、そういう説明会でもしかして

組織同士が話し合って、じゃあ、一緒に取り組んでいこうということで

組織が減ったりしてる可能性があるのかなと思って、そういうところと

いうのはあったのかどうか教えてください。 
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○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  今回の部分で合併等をしたというのは聞いてないです。 

 今回、6期対策で中山間をやる部分で言えば合併症を目指して動きよ

るというのはありますけど、直接はなかったと思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  100ページ、有害鳥獣対策事業についてお伺いします。 

 当初予算では18節の負担金補助及び交付金のところで県の鳥獣害対策

等地域支援機構負担金で621万円の計上があるんですけれども、決算ベ

ースで実績で幾らになってますでしょうか。 

○児玉委員長   暫時休憩とします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１０時５１分 休憩 

      午前１０時５２分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、再開いたします。 

 先ほどの南澤委員の質疑に対し、答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  当初からこの負担金でいくようになってますので同額です。 

 以上です。 

○児玉委員長   南澤委員。 

○南 澤 委 員   県の鳥獣害対策地域支援機構の事業は、令和5年から始まっているか

と思います。5年、6年と来て、今、令和7年になってると思うんですけ

れども、それ以前の令和4年は会計年度任用職員を有害鳥獣対策アドバ

イザーとして雇用をしていて、その枠というか、同じような形で、それ

を県でまとめて。一緒に研修しながら知見を高めていくというようなこ

とでこれまで進んできたかと思います。 

 予算的なところを見ますと、令和4年度は市が会計年度任用職員の雇

用をしていたときは、大体予算として250万ぐらいの人件費がかかって

いたと。これが県の事業に参画することで620万ぐらいの金額になって

るというふうに思います。つまり、かなり市の負担としては増えている

というような状況の中で、どのような効果が以前と比べて上がっている

のかという点についてお伺いしたいと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  テゴスの取組については、令和6年4月から始まったものになります。

そのときの負担金は600万という形になりますけど、うちのほうで上げ

ておる部分でいけば、昨年度、報酬として390万ぐらいだったと思いま
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す。ただ、それに一応、保険代とか、あと、いろんな保障がありまして、

実際にはここの実際の給与以上の費用がかかっておる状況があります。 

 それで、今回、テゴスに加入してる部分で負担金が発生する部分なん

ですが、令和5年までは給与として、報酬としても払わせていただいて

おりますので、これが特別交付税の対象にはならなかったと。今回、負

担金として支払いをするということになると、交付金の対象として活用

できるというのと、あと、テゴスの取組に参加することによって、市役

所の職員自体は異動があります。ただ、テゴスの職員につきましては、

ずっと継続が利きますので、職員が替わっても今まで培った有害鳥獣に

対する知見は継続できるという部分と、あと、特に今回、猿の今のＧＰ

Ｓの分につきましても、北広島のほうで設置したのが美土里に来ておる

いうのが分かりました。これらの情報交換がスムーズにいっておるいう

のが、そういう組織に参画したという部分のメリットかなというふうに

思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   南沢委員。 

○南 澤 委 員  メリットの部分は分かりました。 

 ちょっと従前と比較して費用的にこれまで会計年度任用職員のは人件

費だけでなく、ほかにも今やってるテゴスの事業に該当するような部分

で幾らかかっていたのかが今幾らになっているのか。今、国の補助の話

が出たんですけれども、国の補助でどのように単市の単独の負担が減っ

ているのかというのをちょっと分かるように御説明いただきたいんです

けれども。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  そこらをつまびらかにちょっと今、私の中ではよう説明できません

ので、後日説明させていただければと思います。 

○児玉委員長  暫時休憩とします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１０時５８分 休憩 

      午前１０時５８分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 審査の途中ですが、おおむね1時間を経過しましたので、11時10分ま

で休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午前１０時５８分 休憩 

      午前１１時１０分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 
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 先ほどの南澤委員の質疑に対し、答弁を求めます。 

 小櫻部長。 

○小櫻産業部長  先ほどの質問なんですけども、資料のほうをまとめさせていただいて、

後ほど私のほうで答弁させていただければと思います。 

○児玉委員長  南澤委員、よろしいですか、それで。 

○南 澤 委 員  はい。 

○児玉委員長  引き続き質疑はありませんか。 

 小松委員。 

○小 松 委 員  99ページ、農地保全対策事業の成果のところに昨年と今年同様の農地

中間管理機構からの受託事務を受けて、農地集積を進めたということで、

去年同様進められたんだな、進められたのが成果ということで見受けら

れるんですが、昨年が3地区で2.35ヘクタールが今年1地区で6.51ヘクタ

ールというふうになってるんですが、これ、計画値というものがあった

のかなと思うんですが、去年にはなかった成果指標のところに担い手へ

の集積率というのが39％計画値があるんですが、成果として進められた

と、農地集積を進めたという成果は、39％の計画値に対して、それを進

めたというような理解でよろしかったでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  先ほど委員さんのほうで言われたのは機構集積協力金の6.51のこと

ですかね。これにつきましては、農地中間管理機構を通した利用権の中

で、担い手が新たに機構を通した利用権を設定した場合にそれに対する

交付金が出るというのがあって、あくまで農地中間管理機構の受託業務

は、全農家さんの機構を通した利用権をするのに事務手続をしたという

形になりますんで、この面積ではちょっと逆な部分で、その上の新規転

貸面積が47.6というのが、農地中間管理機構の受託業務の利用権の設定

という形になりますので、御理解いただければと思います。 

 それと、担い手への集積率ですが、国のほうでは80％ぐらい集積を図

れという形になっておりますが、目標値として。ただ、安芸高田市につ

きましては39％の集積を目標に今挙げとる中で、実質的には35.7％だっ

たという形のものを挙げさせてもらっておるということになります。 

 以上です。 

○児玉委員長  小松委員。 

○小 松 委 員  はい、ありがとうございます。すみません、不勉強なところを教えて

いただきまして。 

 担い手ということで若い方をイメージしてるんですけども、高齢で今、

従事されてる方を担い手ということなんですが、安芸高田市、集約をし

ていくということで担い手の平均年齢とかといったのは把握されていら

っしゃるんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 
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 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  平均年齢については把握しておりません。 

○児玉委員長  小松委員。 

○小 松 委 員  高齢化が進んで、恐らく平均も高いんじゃないかと思いますが、先ほ

ど3月28日付で策定を完了した地域計画、同僚議員も話はしましたけど

も、ホームページで公表されてはいても、誰がその情報を見に行くのか

なというところでおいては、例えば、広報あきたかたとか、全体的な農

業ということに対してのフォーカスするような記事の中で誘導していく

なり、若い方も安芸高田市の皆さんが農業に関心が持てるような形で担

い手の集約というのが進めていけたらいいんじゃないかなというふうに

思いますが、その辺の3月28日ですからもうほとんど終わっていて、今

年の動きとして、何かそういう情報を皆さんに周知していくということ

で何かお考えがあればお聞かせ願いたいんですが、先ほどの同僚議員の

答弁ではホームページ以外で何か周知の考えがないかというポイントだ

ったと思うんですが、答弁では見直しをかけていくというようなことで、

ホームページ以外のことは考えられてないというような答弁で私は受け

取ったんですが、ホームページ以外で何か周知ということをより広く周

知するということを考えられてないかということで、答弁をお願いしま

す。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  今のところ地域計画につきましては、国のほうで地域計画を策定す

るというのが大原則になっておって、これを策定してないと、今から国

の補助金等をもらっていく中で、必ず農業者に対して不利益になるとい

うことで、とにかく作成というのを先行してやっていっておりました。 

 地域計画につきましては、今現時点、先ほどちょっと言いましたよう

に、現在、安芸高田市の中の農地を誰がつくりよるかというのを図面化

したものとなっており、これを農業者も個々代わっていくので、それを

現時点で合わせていくというのが更新という部分で言わせてもらいまし

た。 

 これを周知的に言えば、農業者の方にこれを見てもらいながら、今か

ら先、分散している農地をできるだけ集約するような格好で図っていく

部分に使いたいと思ってるんですけど、周知的には今のとこ、それ以外

のものには考えてません。 

○児玉委員長  続いて、答弁を求めます。 

 小櫻部長。 

○小櫻産業部長  周知の部分ですけれども、見直しのほうをかけていくというふうに先

ほど話を担当課長のほうはしました。 

 担い手のほうについては、その都度、話をしていく形にもなりますし、

また、農地を預けたいという方が相談に来られましたら、担い手の方へ



【速報版】 

 

19 

またその情報も渡して、また、預かってくれるかという相談もしていき

ます。そういう形で、農業者の方については、その都度都度になるんで

すけれども、周知をしていきたいと思います。 

 自分の地区がどういうところになっておって、そこの地区は誰が担い

手になっておるということも伝えながら、そこに預けて集積していくと

いう形を取っていければと思っております。 

 以上です。 

○児玉委員長  小松委員に申し上げますが、令和6年度の決算というのは一応、議会

のほうで予算を可決しておる中身でして、事務事業が適切に行われてる

かどうかというのが審査対象になりますんで、そのところを認識いただ

いて質疑のほうをお願いしたいと思います。 

 引き続きありますか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員   104ページ、担い手育成事業の活動・成果指標のところで、成果指標

の一番下、担い手支援件数、これも昨年から同じ指標なんですけれども、

今年度単位が昨年度は件数で表示されてたのが、令和6年は人に変わっ

ているんですけれども、この変更の理由をお聞かせいただけますでしょ

うか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  これにつきましては、実施内容の2の担い手機械等整備支援事業の対

象件数が応募された方の33件というのをそのまま出しております。 

 件が人になったかというのは、特に意味はなく、申請者が33人おった

という形になってますので、全然ないです。 

 以上です。 

○児玉委員長   南澤委員。 

○南 澤 委 員  であれば、従前どおりでいったほうが比較がしやすいと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 小櫻部長。 

○小櫻産業部長  指標のほうが支援件数となっておりますので、件のほうに統一させて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 益田委員。 

○益 田 委 員  104ページのところで、実施内容の大枠の4番でスマート農業技術実証

調査事業補助金のところで、（1）のスマート農業、ＡＩとかの部分も

視野に入れて使われたと思うんですけど、これの具体的な効果というか、
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どのようなことがあったのかというのを詳細をちょっと伺いたいなと思

います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  説明の中でちょっと申しましたように、この内容につきましては、

水位センサーの活用、あと、ＡＩを活用した部分、あと、ラジコン草刈

り機の部分なんですが、まず、水位センサーですが、設置位置によって

は苗が風に揺れて正常な数値の把握ができないことや、基地局が必要な

んですが、この通信距離が一応標準では3キロ圏内という形になってい

るんですが、これが障害物等があれば、受信できない部分があって、基

地局をもっと増やさなきゃいけないとか、どちらにしても1圃場当たり

の投資額が課題になってくるかなというふうに結論づけております。 

 また、ＡＩを活用した園芸品目における栽培環境データの分析のほう

なんですが、園芸品目のハウス内の環境データ等を入力していかないと、

それが環境制御による反映及び夏場の高温障害対策、それらのことのデ

ータの入力は膨大なものがあります。それを考えていくと、一生産農家

だけでそれを活用するというのは大変ちょっと難しいかなということで、

これについてはちょっと途中で断念をしたというふうに聞いております。 

 もう一個、ラジコンの草刈り機については、親子式の草刈り機を使用

して、畦畔の草刈り等をするような形になってます。子機が自然落下を

することによって、草を刈って、また、ワイヤーで今度は巻き上げて、

それを場所を変えていくような草刈り機の実演を図ったという部分にな

ります。 

 ただ、これにつきましてはワイヤー等の長さが8メートルという制限

がありますので、8メートルを超える畦畔については刈り残しができる

かなというふうな形での評価をいたしております。 

 それと平地で使うラジコンの草刈り機等については実演をして、農家

の方に見てもらったという格好になってます。 

 以上です。 

○児玉委員長   益田委員。 

○益 田 委 員  最初の水位センサーのところで言うと、投資額が課題ということでお

伺いしたんですけど、逆に言えば、費用対効果も当然あるんでしょうが、

投資額さえあれば実証に移せるといったような評価になるんでしょうか。

その辺りもう少し詳しく伺えればと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  まず、基地局につきましては、レンタルで3年間で8万2,000円で、購

入すれば16万5,000円。あと、ファーモといって水位センサーのほうが2

万7,500円ぐらいで、給水ゲートが7万7,000円、排水ゲートが7万7,000

円ということで、確かに委員がおっしゃいますように、これを活用すれ
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ばスマホを使って自動給水、自動排水もできるので効果はあるようには

思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   益田委員。 

○益 田 委 員  これを導入することによって、例えば、担い手さんが増えるとかとい

うところまでいったり、プラスの側面があるんであれば十分効果として

はあるんじゃないかなと思うんですが、その辺り、今回の結果を受けて、

今後にどうつながっていくのかなというところの評価といいますか、検

討をしなきゃいけないところがあればやっぱり課題のところもあるんで

しょうし、その辺りの見解をちょっと伺いたいなと思います、水位セン

サーに関して。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  例えば、平地の大きな圃場のある部分でいけば、1枚で2ヘクとか、1

ヘクとか2ヘクをカバーできる部分でいけば、費用対効果がかなり上が

ってくると思います。 

 ただ、中山間地域につきましては、1圃場当たりがかなりの面積が小

さいので、それに1枚ずつ今の費用をかけていくというのが、ほんま費

用対効果的に適切なんか、そこらを判断していかなきゃいけないかなと

いうふうにも思ってます。 

 国の事業等で、こういう活動ができることになれば、それも含めて考

えていきたいと思うんですけど、どうしても農業関係の部分については、

個人負担がない事業はないので、それらを加味しながらどうするかとい

うのを検討していく必要があるかなと思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   益田委員。 

○益 田 委 員   1点だけ。先ほどＡＩの部分で最初に入力しなきゃいけないデータが

かなり膨大だということで伺ったんですけど、そこを何か電子化するた

めのコストというのだったり、膨大なデータを入力するにも多分ＡＩが

使えるようなものもあろうかと思うんです。作業内容はやっぱりこちら

が理解してないので何とも言えないところもあるんですけど、それを活

用することによって効果が見込まれるんであれば、入力作業に費やすと

ころの費用、これを人力でやるんではなくて、どうにか機械化できない

かとか、その辺りがもし検討されているものがあったりすれば伺いたい

なと思うんですが、その辺りどのように評価されてるか伺います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  これにつきましては、やっぱり今、委員のおっしゃるとおり、効果

がある分もあるかもしれません。ただ、作物もたくさんの作物がある中

で、安芸高田市といえばチンゲン菜が一番、チンゲン菜、ネギというの
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が主要作物となってきておりますんで、これらに対してどれだけ活用で

きるか。入力部分が市が支援できれば活用は見やすいのかというのも、

ちょっとまだ検討していく余地があるんかなというふうに思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   益田委員も先ほどと同様なんですが、令和6年度の事務事業評価にな

ってますんで、そこのところの質疑をお願いいたします。 

 益田委員。 

○益 田 委 員  続いてなんですけど、106ページのところで、実施内容のところで、1

番の和牛振興、（1）から（4）まで補助金のところの金額総計があるん

ですけど、これがいわゆる件数ベースというものがもしあれば、要は1

件でこうなってるのか、2件、3件と合わせての何件でこの金額になって

いるのかというところをちょっと伺いたいなと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  和牛振興につきまして、和牛産地維持拡大事業につきましては、対

象件数4件という形になってます。 

 続きまして、和牛育種改良促進事業につきましては、対象農家さんは

2件という形になってます。 

 すみません、訂正させてください。 

 和牛育種改良促進事業につきましては、対象農家数4件です。もう一

個の和牛地産地消推進事業につきましては、対象件数2件という形です。

失礼しました。 

 以上です。 

○児玉委員長   益田委員。 

○益 田 委 員   令和5年度の決算を見ると、和牛育種改良促進事業については金額が

半分ほどになってるんですけど、これは単純に件数が半分ほどになった

という理解でよろしいでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  件数的には両方とも令和5年度は5件で、令和4年が4件なんですが、

これは精液の部分で言っておりますので、対象頭数が減ったという部分

で、件数で言えばほとんど変わってませんけど。 

 以上です。 

○児玉委員長  益田委員。 

○益 田 委 員  実施件数に伴う1件当たりの頭数が増えたということで、単価とかは

そんなに増減はなかったのかというところはあまり変化なしということ

でよろしいですかね。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  優良精液受精卵部分なんですけど、記憶にはそんなに変わりはない
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と思うんです。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員   105ページの農業振興施設管理運営事業の成果と課題のところの成果、

二つ目に湯の森の高宮青空市の活用として、利用者募集を行ったという

ことが成果で挙がってるんですけれども、募集を行った結果については

どうだったんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  募集を行って、1業者さんが手を挙げられて、その活用をしたいとい

うことで、今現在、賃貸借契約を結んで、活用に向けて動かれておりま

す。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員   99ページ、農地保全対策事業の実施内容の2番、機構集積協力金事業

なんですけど、これ、1地区というのは想定どおりというか、このぐら

いなんでしょうか。去年は3地区あるんですけど、1地区というのは課と

してはよい結果だったということでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  これにつきましては、その年に農地中間管理機構を通した利用権を

新規で利用権を設定されて、地区内に農地中間管理機構を利用した利用

権が幾つかあるか、何％あるかで単価が変わってくる事業になってきま

す。 

 これについて、機構を通した利用権の部分で対象になったのがこの1

地区だけだったという形になりますので、1地区でも対象になって交付

金をもらわれたというのはいいことだと思いますけど、これを活用して

いければ、もっと交付金がもらえるかと思いますので、この辺をうちの

ほうでも宣伝というか、活用を推進していければというふうに思ってま

す。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  100ページの有害鳥獣対策事業で、先ほども質疑があったんですが、

実施内容の中で、種類も非常に多いんで表記はしてないということもあ

りました。全体の捕獲一覧表みたいなのがあるんだと思いますが、ここ

の中には出てきてないので、確認なんですが、アライグマなどは捕獲実

績があるんですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 
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 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  アライグマにつきましては、各個別対応というか、個人捕獲のほう

でうちのほうは許可を出しておる中で、その中で一応報告を上げてもら

うような形の仕組みにはなっておるんですけど、アライグマを捕ったと

いう部分での成果的な部分はなかったというふうに思います。 

 以上です。 

○児玉委員長  熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  捕獲頭数とか、そういったものも把握されるほうがいいかなと思いま

すんで、今後の取組にこの事業内容を生かしていただくという意味で、

アライグマ、私の川根地域も随分夜間目撃することが多くなったんです

ね。環境省の問題でもあるんですけども、外来種ということで。だから、

早く手を打っておかないと蔓延するということが考えられるんですね。

ただ、生態系にどう影響するかということも非常にあるんで、これはア

ライグマが逆に鹿の子どもを食べるかどうかは分かりませんけれども、

だから、そういった生態系の中でアライグマがいい方向に行くのか、逆

にどんどん悪くなっていくのかというのを把握するためにも増殖状況を

捕獲頭数から編み出していくという形で手を打っていくという資料にし

ていくべきじゃないかなという気がするんですが、その辺の実績として

ないということですが、お考えがあればお伺いしたいと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  現在、今、先ほど申したように、小動物については各個人に捕獲許

可を出させていただいております。この中で実際には捕獲期間が終われ

ば、うちのほうへ何頭捕ったよという形での報告をしていただくのが通

常なんですが、なかなか個人の方なので、それができてないという部分

がありますので、これらをできるだけ徹底して報告してくださいねとい

う形で把握できるような形を取るように考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  同じ100ページの有害鳥獣対策事業の実施内容の2番の（2）です。 

 生活環境被害防止対策の事業で、これ、本年度、7年度もやられてる

と思うんですけど、こちらに関しては手応えというか、これをやったこ

とによって、こういうことがよかったですとかという、やられた方の声

とかいうのは市のほうに届いているのかどうかをお伺いします。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  これにつきましては、かなり皆さんから引き合いが多い形になって

ます。今回ちょっと今、今年について何件出たかというのが100件ぐら

い多分件数的には出たんだと思います。予算の範囲の中で案分させてい
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ただいたんですけど、これを使うことによって、これまで家の近くにあ

ったもぎ取りをしない野良生えの栗やら柿の木を伐採する一つの重い腰

を上げる部分での成果があったというふうには思ってます。これによっ

て、地域に熊等が入って、結局餌を求めてきますので、魅力のない地域

をつくることによって、そういう熊に対する対策ができるんかなという

ふうに思ってます。 

 以上です。 

○児玉委員長   浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  私の周りだけかもしれないんですけど、これ、利用したいんだけど、

切ることすらできないような御高齢の方がいらっしゃいますが、そちら

に対してとかいう実施、市のほうがまたプラスでいろいろお考えとかあ

ればお伺いしたいです。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  実際に1本当たり森林組合等へ1本切ったらどのぐらい経費がかかり

ますかということで、4万円ぐらいかかるよというふうに聞いておる中

で、その半額を助成させていただいております。個人でやっていただけ

れば、その部分が自分のものになるんですけど、一応、そういう業者に

頼むことも見越した中での予算づけなので、そこらは業者さんに頼んで

いただければというふうに思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員   105ページの農業振興施設のところで、成果と課題のところの課題の

二つ目、四季の里農園のぶどう棚を撤去したところの活用方法を模索す

るというのは、これは昨年来、数年、ここ続いてると思うんですけれど

も、令和6年度の取組で何か進展があったところがあればお願いをした

いと思います。どのような取組をされたかということです。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  これにつきましては一業者さんが周辺にある昔の美術館等らと一緒

にこの農園地を活用するというふうに一応希望を出されてるところが一

つあるのと、もう一つ、サッカーの芝をここでつくればというふうな形

で、二つが今、検討の一つに上がってるという状況でございます。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって地域営農課に係る質疑を終了します。 

 次に、農林水産課の決算について説明を求めます。 

 森田農林水産課長。 
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○森田農林水産課長  それでは、農林水産課の決算について説明をいたします。 

 説明書の87ページをお開きください。 

 地籍調査事業です。 

 この事業は調査済みの区域で、数値情報化されていない箇所について、

数値情報化を行いました。 

 成果ですが、電子化により閲覧要望等に対し、迅速に対応できました。 

 課題は、過去に地籍調査を実施した地区について、筆界未定地が多い

などの指摘があったため、それを解消し、再認証を請求する必要がござ

います。 

 続いて、88ページ、農村整備総務管理事業です。 

 この事業では土地改良協議会及び個々の土地改良区の運営を支援、ま

た、償還助成を行いました。 

 成果ですが、各土地改良区へ運営助成を行うことにより、地元負担の

軽減を図りました。 

 続いて、89ページ、農業用施設維持管理事業です。 

 この事業では市管理の農業用施設の維持管理や、国庫補助等の対象と

ならない農地農業用施設の小災害や、施設の修繕、更新に要する費用の

補助を行いました。 

 成果ですが、受益者が行う国庫補助対象とならない農地・農業用施設

の復旧や修繕等を補助することにより、農業者の負担軽減を行いました。

また、各公園等の維持管理を行い、利用促進を図りました。 

 課題ですが、老朽化が進行した施設の改修や、農業者の減少や高齢化

により、地元管理が難しくなった施設の維持管理が大きな課題と捉えて

います。 

 90ページ、圃場整備事業です。 

 この事業では現在進められている県営圃場整備事業3か所について、

地元調整や負担金の支払い等を行いました。 

 成果ですが、高宮町すだれ地区及び甲田町火の谷地区について、地元

及び県と協議を行い、令和6年度より工事着手となりました。 

 完了後の営農が効率的かつ安定的に行える圃場となるよう、引き続き

関係機関と協議を進めてまいります。 

 91ページ、林業総務管理事業です。 

 森林整備適地を抽出するため、会計年度任用職員の雇用、また、各種

会費負担金の支払いを行いました。 

 成果ですが、森林環境譲与税を活用した森林経営管理事業を行う適地

を抽出し、所有者の意向調査が行える状況となりました。 

 課題ですが、今後も適切な人工林管理を行うとともに、人工林以外の

森林管理について工夫していく必要があるというふうに考えています。 

 92ページ、ひろしまの森づくり事業です。 

 この事業では、里山林整備事業で、裏山などの整備を、また、環境貢
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献林整備事業で人工林の整備を実施しました。 

 成果ですが、里山林を整備することにより、獣害対策や指導等の通行

に支障となる樹木の伐採により、安全に通行できるようになりました。 

 課題ですが、里山林整備事業の要望は増加傾向にありますが、整備後

の維持について、地元が自発的、自立的に行っていけるよう、保全団体

等の育成を推進していく必要があると考えています。 

 93ページ、造林事業です。 

 この事業では、市が地上権を設定し、土地所有者と分収契約を行って

いる造林地に対する保険の更新を行いました。 

 94ページ、林道維持管理事業です。 

 この事業では、生活関連林道の除草、伐木を行い、路線の安全を確保

するとともに、受益者が行う維持管理に必要な材料費等の補助を行い、

受益者の負担軽減を図りました。今後も安全確保のため、定期的な点検

が必要と考えます。 

 95ページ、小規模崩壊地復旧事業です。 

 この事業では、令和5年度繰越しの2件の工事、また、令和6年度採択

の2件の測量設計業務を行いました。 

 単市補助事業では、人家裏山が崩壊した小災害2か所に対し、補助を

行いました。 

 成果ですが、事業を行うことにより安心安全な生活につながっている

と考えています。 

 課題ですが、豪雨災害などにより、要望箇所が多くあり、予算確保及

び県への採択件数の増加について、引き続き強く要望する必要があると

考えています。 

 96ページ、水産業総務管理事業です。 

 各種負担金並びに高宮町水産業振興施設借地料の支払いを行いました。 

 課題ですが、現在利用されていない施設について、地元協議を進めて

まいる必要がございます。 

 97ページ、農地・農業用施設・林業施設災害復旧事業です。 

 この事業は、豪雨等により被災した農地・農林業施設を復旧する事業

です。 

 農地・農業用施設災害について、令和3年災の繰越し工事7か所、令和

5年災の繰越し工事1か所、令和6年災2か所の計10か所の工事を行いまし

た。 

 令和3年災につきましては、広範囲にわたる大規模な災害で、工事完

了の時間を要し、受益者の皆様には大変御迷惑をおかけしましたが、本

年6月に全ての復旧が完了いたしました。 

 以上で、農林水産課の説明を終わります。 

○児玉委員長   以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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 益田委員。 

○益 田 委 員  95ページなんですが、活動と成果指標のところ、右下のところ、令和

5年度と比較して、令和5年度は活動指標が実施箇所、成果指標は完了箇

所になっていたかと思うんですが、今回は活動指標が実施箇所で、成果

指標は要望箇所に変更いただいてるかと思いまして、これの御理由をち

ょっと伺いたいなと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  今年度というか、6年度より変更させていただきました。というのが、

要望箇所が毎年増えたり減ったりというところで、今、何件要望があっ

て、そのうち何件、今年度やったかということを明確に表示するために、

こういう指標の仕方にしております。 

 以上です。 

○児玉委員長  益田委員。 

○益 田 委 員  要望箇所というのは30か所要望を想定して、8か所要望したというも

のじゃなくて、要望が上がってきてるのが30か所あって、そのうち8か

所が完了したというような理解でよろしいでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  はい、そのとおりでございます。現在、6年度の段階で30か所の要望

があって、その間、8か所終了しておったというところでございます。 

 以上です。 

○児玉委員長   益田委員。 

○益 田 委 員  あと、96ページのところで、水産業総務管理事業のところ、成果指標

のところが譲渡・廃止を検討する施設が計画値が2施設で、実績が0施設

というのが譲渡・廃止を検討している施設があって、譲渡・廃止に至ら

なかったのが0施設なのかと、これもちょっと伺いたいなと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  現在、公共施設の見直しに上がっている施設が2か所ございます。そ

の2施設について、地元等と協議をしている段階で、譲渡または廃止に

はまだ至っていないというところでございます。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  95ページになります。下の分析のところの3段目の分析のおおむね目

標を達成できたというのは、先ほど、年々、要望箇所が増えている中で、

何をもって目標を達成できたのかというふうに分析されたのかお伺いし

ます。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 



【速報版】 

 

29 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  ここに記載しておりますように、市内全体の30か所の要望がござい

ます。それを全て、これは県が採択をする事業でございますので、一度

に30か所はできないというところで2か所、手を挙げたところ、2か所と

も採択を受けたというところで、おおむね達成できたという判断をして

おります。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 熊高慎二委員。 

○熊高（慎）委員  ページ数、94ページになるのかちょっと分からないんですけども、昨

年の決算の答弁の中で、川根原山農道と中馬農道、市が直営で市道の角

上げというような答弁もされてますけども、こちら令和6年度の状況を

お伺いいたします。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  市が直営で管理をしている川根原山農道、中馬農道につきましては、

現在のところまだ市道への角上げはされておりません。農林水産課のほ

うで直営で管理をしております。 

 以上でございます。 

○児玉委員長  熊高慎二委員。 

○熊高（慎）委員  関係部署と検討してまいりますということだったけど、検討状況に

ついてはいかがでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  昨年度、市道担当部署と協議はいたしましたが、結論に至らなかっ

たというところでございます。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  92ページ、ひろしまの森づくり事業の活動・成果指標のところ。これ、

ちょっとすみません、指標名が活動指標は、環境貢献林整備実施面積と

里山林整備実施面積で、成果指標も同じものが上がっています。ちょっ

と見方がよく分からないので、これについて、ちょっと説明をお願いし

ます。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  森づくり事業は5年がワンスパンということで実施をしております。

活動指標については、単年度の計画値であり、実績値というところでご

ざいます。 

 成果指標については5年間の計画並びに実績ということで掲載をして
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おります。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  87ページの地籍調査事業の中で、課題として下の段の再請求する必要

があるということが書いてありますけど、これはどこの地域なんでしょ

うか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  これは美土里町の北地区になります。 

 申請に不備があったという部分の書類についてはもうおおむね済んで

おりますが、指摘の一つに筆界未定地が多いという指摘がございました。

筆界未定地を解決するにはどうしてもやっぱり地元の方の御協力が必要

であり、境界を市が決めるわけにもいきませんので、そういったところ

で今遅れておるというところで、これが解消次第、再認証を請求する予

定でおります。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員  88ページの農村整備総務管理事業の中で、今さらなんですが、実施内

容の中で、ため池支援センターの負担金を出しておられますね。もちろ

ん7年度の当初予算でも県営事業負担金か、ため池センターということ

でメモだけはしてたんです。今までも多分ずっと負担金があったと思う

んですが、県のため池支援センター自体の仕事内容というのはどんなこ

となんですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  ため池支援センターは、基本的には土地改良連合会の中にございま

して、そこに県が委託をしておるというとこでございます。 

 事業内容としましては、ため池の定期点検であったり、地元の管理者

への講習、管理の方法であったり、そういったものの講習会を開催をさ

れたり、地元のほうに行かれて、管理方法の講習等々を行われておりま

す。 

 以上です。 

○児玉委員長   秋田委員。 

○秋 田 委 員  成果の中にため池支援センターを支援することで事業の推進に寄与す

ると。だから、今説明されたように、点検とか、講習とか、6年度では

そういうことをやっぱりされたんですか。何件ぐらいあるんですか。 

○児玉委員長   森田課長。 

○森田農林水産課長  件数は、ため池支援センターが直接地元と連絡を取りながら行かれ
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るところもありますので、正確には把握はできておりません。 

 ただ、地元への講習会であったりといった分については、年に三、四

回、昨年度で言えば4回ぐらい、それはうちの職員も一緒に行っており

ますので、4回ほど開催をされておるというふうに思っております。 

 以上です。 

○児玉委員長   秋田委員。 

○秋 田 委 員   はっきりではないかも分からんけど、されてるんだろうと。だから

115万円の負担もして、効果の話をすると難しいところがあるが、そう

いうことはきちんとやっておられる。 

 私が聞きたかったのは次のページで、今度はため池工事とかあるじゃ

ないですか、しゅんせつ工事とか。そういうところへはせっかく県のた

め池支援センターということなんで、そういったところは全然関わって

こられないんですよね。講習とか、点検とか、それだけなんですね、こ

のことは。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  ため池支援センターのほうでため池の確認をするものは豪雨の豪雨

診断であったり、耐久性の診断であったりというものをされます。 

 89ページのため池しゅんせつにつきましては、これは令和3年災の災

害の際に土砂が入っておるというところで、地元がどうしても撤去して

ほしいということがあったので、やった事業でございます。 

 ため池支援センター、仮にこのしゅんせつをしなくて、ため池の維持

管理に大きな問題があるというふうに判断をされれば、そういったこと

がありますけれども、基本的には豪雨に持つか持たないか、堤体が亀裂

が入ってないかどうかとかいうものを診断をしていただくという事業で

ございます。 

○児玉委員長   秋田委員。 

○秋 田 委 員  だから、県のしゅんせつ工事とか、ため池の工事にはこのこと自体は

関係はない。だけど、ここで、89ページの管理事業ではしゅんせつ工事

をされてて、請負費、ため池しゅんせつ工事で工事費として計上されて

るんですが、そういった県の何かがあるのに、県費というのはここでは

全然出てないんですよね。私が思ったのは、県が危険ため池はとか、ち

ょっと意味が違いますね。危険ため池と、それから、今、要するに災害

箇所とは違うんでしょうが、県がいろいろため池について今関わってる

んで、どうして県費が幾らもなくて、単独でやってるのかなと。しかも、

ここ、何か事業やめたんですか。当初予算と、それから、決算額が違う

じゃないですか、600万円ぐらい違うのかな。ということは何かやめち

ゃった事業があるんかなというような推測もしたんですが、そこら辺り

はいかがですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 
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 森田課長。 

○森田農林水産課長  やめた事業はございません。純然たる執行残ということでございま

す。 

 ため池支援センターの関わりでございますけれども、ため池の廃止事

業、もう経年劣化をしておると。修繕であったり、堤体を一部やり替え

る、全面改修するといった判断をため池支援センターのほうでやってい

ただいておるというところでございます。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  91ページ、林業総務管理事業についてお伺いします。 

 実施内容の負担金補助及び交付金の（2）番で、広島県森林協会負担

金3件とあって、6万9,000円が計上されてます。昨年度の事務事業評価

シートを見ると、同じ3件で14万7,000円となっていまして、この金額、

同じ3件でどうして差異が出るのかというところについて、ちょっと御

説明をお願いします。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  負担金の中に会費といいますか、普通、通常毎年同じ額が要るもの

と、それプラス災害が起きたときに災害復旧事業を行った工事費に対す

る割合というのを分担金といいますか、納めるということで、5年度は

災害がなかったと。ところが、6年度で林業の災害があったので、上が

っているという、逆か、逆です。すみません。というとこです。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員   92ページのひろしまの森づくり事業の成果と課題のところの成果の2

個目、事業への理解と協力を深めてもらえたとあるんですけど、こちら

はどういう、何をもって思われたのか。例えば、アンケートを取られた

のかどうかをお伺いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  特認事業につきましては、広島県が直接認定をする事業でございま

す。認定する際に事業年度で、ひろしまの森づくり事業でありましたと

いうアピール、ＰＲ、県民に対するＰＲを兼ねてやりなさいということ

がございます。そういったことで、団体さんがやられた箇所にそういっ

た看板であったり、表示をされているというところで、県民に対して周

知をしていただいておるということの判断でこのように記載をさせても

らっています。 

 以上です。 

○児玉委員長   浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  では、特に、じゃあ、その看板を見て、こういう事業があるんだ、じ
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ゃあ、自分たちも取り組んでみようとか、そういうことで理解が深まっ

てるというわけではないんですね。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  事業自体につきましては、広報なりで募集をかけたり、これ、大体、

3年で、3年間の継続事業を一つの団体が3年間をやられるというのが通

常でございます。そういった意味で周知を市のほうでも行っております

けれども、採択については県が行っているというところで、事業自体の

認知度を上げるというか、森づくり事業が5年に1回見直しをかけるとい

うことになっていますので、5年たった後に継続するのかどうかとかと

いう判断にも県民の理解度、森づくり県民税という税金を頂いています

ので、そういった理解度を深めていただくというところで、こういった

看板等で周知を図るというのが一つの事業の決まりごとというか、いう

ことになってるというとこです。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員   91ページの林業総務管理事業の成果と課題の課題のところで、令和6

年度に森林整備適地を抽出したと書いてありますが、この適地について、

御説明できる範囲でお願いできればと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森田課長。 

○森田農林水産課長  森林整備の適地という申しますのが、森林経営管理事業で事業を行

っていくというものを抽出をいたしました。これは森林経営管理地域調

整会議というものを広島県と市のほうと林業団体さん、森林組合さんで

すけれども、経営適地を抽出したというところで、今年度、7年度に意

向調査をかけるようにしておりますけれども、それは八千代町でござい

ます。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって農林水産課に係る質疑を終了といたし

ます。 

 ここで、13時まで休憩をいたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ０時０８分 休憩 

      午後 １時００分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて、商工観光課の決算について、説明を求めます。 

 松田商工観光課長。 
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○松田商工観光課長  それでは、商工観光課の決算について説明します。 

 説明書108ページをお開きください。 

 外郭団体等運営指導事業です。 

 この事業は、当市の主要な観光及び地域振興施設である神楽門前湯治

村、たかみや湯の森、道の駅三矢の里あきたかたなど、施設運営及び維

持管理を行っています。 

 実施内容ですが、神楽門前湯治村、消防用設備改修、たかみや湯の森、

福寿荘、温水器設置改修などを行いました。 

 次に、課題と成果です。 

 成果は、各施設とも経費節減、施設の長寿命化、修繕に努めてまいり

ました。経営改善に向け指導、支援を継続的に行うとともに、経年劣化

による施設改修の継続的実施が必要です。 

 次に、課題です。 

 施設の老朽化に伴う修繕や大規模リニューアルなど、多額な費用の投

資が必要となる見込みです。中長期的に在り方の検討を行う必要がある

と考えています。 

 繰り返しになりますが、施設全体的に経年劣化が進んでいるのが現状

であり、日々の管理、メンテナンスなど、それぞれの指定管理者が工夫

し、機械設備の長寿命化を図りつつ、更新が必要な場合など緊急性が高

いものから、優先的に改修を行っていきたいと考えています。 

 各施設とも貴重な入り込み客を導く施設であるとともに、市民の交流

の場として活用されています。本市の観光、文化、経済のさらなる発展

につながるよう、引き続き指導に努めます。 

 続いて、109ページをお願いします。 

 事業雇用の創出や、活力あるまちづくりの推進を図るため、市商工会

と連携し、経営指導員による市内事業者の経営改善指導や活動支援等を

実施しました。 

 実施内容ですが、各団体への補助事業、また、団体を通じ、事業者へ

の支援事業を行いました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、商工会を通じ、経営改善普及事業など、また、工業会を通じ

たビジネス連携事業等、それぞれ各団体と連携し、実施しました。 

 次に、課題です。 

 事業者が事業の継続を図る施策として、事業継続やＤＸを図るための

啓発が十分に進んでいないのが現状です。各団体でＤＸセミナー、ＡＩ

セミナーを開催するなど、商工業者にもＤＸ事業継承の必要性を認識し

てもらっているも、地域全体の取組として底上げとなるような啓発支援

がこれまで十分にできていないことが挙げられます。引き続き商工会、

工業会と連携し、啓発支援の充実を図り、市内商工業の発展を目指しま

す。 
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 続いて、110ページをお開きください。 

 商工業振興施設管理運営事業です。 

 この事業は、商工会の振興を図るため、市商工会と連携し、所管施設

の維持管理運営を行っています。 

 実施内容ですが、商工業振興施設、八千代町フォルテ、高宮町パスト

ラル、向原町ラポートの施設管理、また、商工会と連携を図り、空きテ

ナントへの入居支援などを行いました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、向原地場産業振興センターラポート、自動ドア等の修繕を行

いました。 

 次に、課題です。 

 老朽化した施設の計画的な改修が必要です。特に向原地場産業振興セ

ンターラポート1階の大規模な改修が必要と考えています。また、空き

店舗、空きテナントの有効活用や、誘致をさらに推進したいと考えてい

ます。 

 続いて、111ページ、企業立地推進事業です。 

 申し訳ありません。ここで訂正がございます。 

 実施内容1、企業誘致、（2）企業立地奨励金事業、その下、新規2社、

継続1社となっておりますが、2社に訂正いただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 この事業は、企業誘致及び創業支援を推進し、市内産業の活気を促進

しています。特に大都市からの誘致を図るサテライトオフィスの誘致、

製造業を中心とした市有地売却を行いました。また、地元での創業を促

進する企業支援に取り組みました。 

 実施内容ですが、企業誘致、起こし業でございます。支援を行いまし

た。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、誘致したサテライトオフィス1件が定着に向けて進捗が進ん

でおります。起業、起こし業のほうでございますが、支援事業による支

援者は3件で、事業開始から8年間で40件の創業者が誕生しています。 

 サテライトオフィス誘致事業では、主に大都市圏に本社を構える企業

誘致の取組を推進し、翌年度以降の誘致につながることができました。 

 実績としましては49社と面談し、地域課題の解消など、面談を27社を

リストアップし、誘致を推進しています。 

 次に、課題です。 

 スタートアップ・ベンチャー企業など、若い企業を地方へ誘致するた

めの長期的、総合的な計画や戦略が十分でなく、誘致に向けた支援、企

業ニーズに沿った支援策など、課題解決を踏まえた事業計画、戦略が必

要だと考えています。 

 また、市の有する工業用地があまりなく、企業誘致に向けた土地建物
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の情報収集を行う必要があると感じています。引き続き国・県の動向、

また、補助事業の活用など合わせ、積極的な誘致活動を行いたいと考え

ております。 

 続いて、112ページをお開きください。 

 観光振興事業です。 

 この事業は、地域の観光資源である神楽振興、毛利元就、サンフレッ

チェ広島関連イベントを活用した観光振興事業、さらに道の駅三矢の里

あきたかたを核とした観光振興を推進しています。 

 実施内容ですが、神楽門前湯治村で実施しています神楽定期公演の支

援、また、観光振興団体補助金として、主には大都市プロモーション事

業、高校生の神楽甲子園など、補助事業を行いました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、3回目となる市主催の公演を北広島町、三原市と連携し、実

施しました。さらに、茨木市、姫路市の自治体関係団体より招待を受け、

神楽公演の開催、また、京都で開催された第2回京都国際芸術祭、平安

神宮での公演など、いずれも日本国際博覧会大阪万博につながる取組と

なりました。 

 広島県を代表する神楽の振興ですが、県内の神楽団を招聘した取組、

春夏秋冬特別公演の定着化、また、子ども神楽発表大会、神楽甲子園な

ど、保存継承、後継者育成も行っています。神楽ドームを神楽の聖地と

なるように引き続き取り組んでいきます。 

 次に、課題です。 

 日本博覧会大阪万博でのひろしま神楽公演の機会の創出、これを契機

とした関西圏での神楽の認知度向上、また、継続的な公演の実施のため、

国をはじめとする補助事業の活用、企業協賛など、財源を確保する必要

があると考えています。 

 続いて、113ページ、観光振興施設管理運営事業です。 

 この事業は、郡山城跡地郡山公園、八千代潜龍峡などの施設を管理運

営を行っています。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、八千代潜龍峡ふれあいの里は、委託運営を行っていただいた

地元振興会、地権者との協議が調い、事業を廃止するとともに、管理施

設の解体撤去工事、地権者へ借地の返還をしました。 

 次に、課題です。 

 郡山公園及び参道の清掃箇所が増えています。倒木が多くなっており、

その処理、また、それに係る、清掃管理に係るコストの増加が課題とな

っています。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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 新田委員。 

○新 田 委 員   111ページなんですけども、企業立地推進事業のところの下の実施内

容というところの2の起業支援の（2）のところ、ちょっと詳しく御説明

いただけますでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  起業支援（2）新規起業支援のほうでよろしいでしょうか。 

○新 田 委 員  はい。 

○松田商工観光課長  こちらはいわゆる起こし業になりますが、そちらのほうの支援にな

っております。 

 本年度は、新規で3事業者になっておりまして、継続と合わせてこの

金額になっておりますが、令和6年度、いわゆる食品販売の会社、また、

美容院でありますとか、トレーニングジム、そういったところが起業さ

れております。 

 この間、先ほども繰り返しになりますが、40社が起業を起こし業とし

て新たに新規に使われております。 

 以上です。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  昨日も副市長のほうから御説明いただいたんですけども、所管がちょ

っと違うということで、商工観光課からもう少し詳しく起業支援につい

て説明を受けるような形で私が認識したんで、ここでちょっと伺いたい

んですが、地域おこし協力隊の方が昨年度、隊員を御卒業されて、新た

な起業支援をされたと思うんですが、そこらをもうちょっと詳しく御説

明いただけますか。支援金も含めてお願いします。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  直近では令和5年度におがくず工房というような小売販売業を行って

おられるということになっておるところでございます。 

 内容につきましては、細かいところについては今ちょっと手元にござ

いませんが、実際に地域おこし協力隊の方も支援のほうを受けて、起業

されておる、起こしておられるというところがあります。 

 支援金額でございますが、令和5年度の対象に当たりましては、200万

5,000円の支援をさせていただいておるところでございます。 

 以上です。 

○児玉委員長   新田委員。 

○新 田 委 員  地域おこし協力隊、これを1事業者という形で200万ということですか。

それとも2業者いらっしゃったということですか。それとも二つの事業

をという意味なのかちょっとそれをもう一度説明お願いします。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 



【速報版】 

 

38 

○松田商工観光課長  1起業200万です。1事業者、1新規事業者として登録がありますので、

1事業者に対して200万5,000円の補助をさせていただきました。 

 以上です。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  これは安芸高田市の起業支援事業という捉え方でよろしいでしょうか。

上限100万ということを認識してたんで、もうちょっと詳しく御説明い

ただけますか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 岡﨑係長。 

○岡﨑商工観光課商工係長  安芸高田市の起業支援につきましては、上限200万というのが設備、

建物の改修に関して、まず、上限100万円、設備の設備の導入に関して

100万円、それと賃借料などが30万円、その他、開業に必要な経費等が

10万円というふうになっておりまして、総額1年目は240万円までの支援

をするような形になっております。 

○児玉委員長   新田委員。 

○新 田 委 員  かなり詳細いただきまして大体理解できました。 

 これはほかの市の中の、これ、副市長、また昨日の続きなんですが、

これは地域おこし協力隊の今支援されてる隊員の設置要綱の中の補助事

業ということで、ここは恐らく100万円だったと思うんですけども、上

限が。ほかの事業とは併用することができないということがこちらの事

業では書いてあるんですが、今の御説明いただいた起業支援事業とかぶ

ってるところは同じ内容でないのかというところだけをちょっと御説明

いただけますか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 高下部長。 

○高下企画部長  地域おこし協力隊の起業のときの国からの制度であるものについては

100万円というのは昨日のやり取りの中であった部分です。これについ

ては、ほかとは併用ができないというふうになってますけども、それは

区分を施設の同じ部分について改修なり、それから、購入なり、そうい

うところでは併用はできません。ただ、この部分については地域おこし

協力隊の国の支援の部分を充てる、別の部分については起業の商工観光

課のものを充てると、そういうふうな形であれば可能というふうなこと

で運用しております。 

 以上です。 

○児玉委員長  新田委員。 

○新 田 委 員  じゃあ、ちょっと分かりやすく言えば、例えば、Ａという起業を起こ

しましと。例えば、設備の中のＢという設備が例えば半分半分で、例え

ば、先ほどの安芸高田市の起業支援事業の補助金を使ったと。残り設備

の半分を地域おこし協力隊の支援要綱から基づき、そこ、お金を使った

というのが可能であるということですかね。大きくは品目一緒だけど、
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このＡとＢと別々で支払いを申込みをすれば、そこは可能だという意味

合いでよろしいですか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 高下部長。 

○高下企画部長  はい、おっしゃるとおりです。ここの事業を行うその事業の部分の物

理的に分ける判別できる形で、ここにはこの補助金、ここにはこの補助

金というふうな形で区分して申請をしていただいているはずと捉えてい

ます。 

○児玉委員長   新田委員。 

○新 田 委 員  市長に伺いたいんですが、最後に。今、安芸高田市地域おこし協力隊、

起業支援補助金要綱の第5条に書いてある起業支援事業補助金と併用す

ることができる。ただし、同一の経費に充てることはできないという意

味合いがちょっと理解しにくいんですけど、そこの御説明いただけます

でしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 杉安副市長。 

○杉安副市長   私の説明も必要なのかもしれませんけど、具体的な要綱の中身の説明

は企画部長のほうが適していると思います。 

 6年度の決算のお話ですので、実は昨日質問を受けて、質疑を受けて、

私のほうでもどういうことなのかなということでもう一度詳しく担当の

者に聞くことにしました。 

 地域おこし協力隊員を経験されて、新たに安芸高田市に起業をするた

めに補助事業を使って起業なさって、定住定着していただいている方が

2名いらっしゃるということで今確認をして、先ほどの、多分、酵素風

呂になるんだろうと思いますが、これは、これ、5年度だね。というこ

とで、今回の決算の中には入ってきてないというのが一つ説明として必

要なもので、今説明をさせていただくのですが、基本的には定着してい

ただくため、起業していいただくため、就職していただくため、これは

起業ですけれども、そのために必要なものとして我々も製造準備をさせ

ていただいてるので、要綱の中できちんと整理しているつもりで、要は

二重に市が補助を出すというのはやはり不適切でありますので、その辺

は注意を払って要綱も整備をし、そのように運用してきているというの

で、昨日は担当の者に確認をしたところです。 

 今お尋ねの部分は、具体的に要綱がちょっとこの部分が分かりにくい

よというお話なので、もう少しその辺は企画部長のほうでお答えをさせ

ていただければと思いますが、繰り返しになりますが、先ほどの起業の

酵素風呂の部分は、令和5年度の事業であるということをまず申し添え

たいと思います。 

 以上です。 

○児玉委員長  続いて、答弁を求めます。 



【速報版】 

 

40 

 高下部長。 

○高下企画部長  要綱のところに書いてあることについて、先ほど御説明したつもりで

ありました。同じ部分について複数の市から出す補助金は出さないとい

うふうなことをその要綱に書いてあるのがその書きぶりの示す意味です。

ですので、場所の区分をして、申請をそれぞれ違えて、ダブって申請す

るということがないようにというふうなことで進めております。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 金行委員。 

○金 行 委 員  109ページの中のことですが、中小企業利子補給200万という予算を組

んでおるんですよ。地元中小企業に個人に利子補給補塡をするというこ

とで組んであります。成果の中にあるんですが、この部分の分がどのぐ

らい使ったのかということでお聞きします。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 岡﨑係長。 

○岡﨑商工観光課商工係長  利子補給に関しましては予算をいただいてはいるんですけれども、昨

年度に関しましては要綱のほうの作成が追いつかないという状況があり

まして、執行がゼロという形になっております。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  先ほど新田委員が質問された件について、再度確認するんですけど、

今、副市長が最後に念を押されるように言われたんですが、酵素風呂か、

あの件は年度が違うと、令和5年度の事業だと念を押されたんですけど、

年度が違ったら次の市の起業支援というのは重なって出すことはできる

んですか。 

 新田議員が質問しよったのは、同一施設に対して、協力隊の起業支援

と市の起業支援がダブって出されるんかいうところを問うたと思うんで

すね。では、今の部長の説明では申請でダブっては申請してないと、問

題はないんだよというような答弁だったと思うんですよ。 

 そこで再度、新田委員が質問したら、副市長に問うたら、副市長は年

度が違うんじゃということを言われたんですよね。でも、ちょっとあそ

こで年度が違えたら同じ施設へダブって出してもええんかというふうに

勘ぐってしもうたんですけど、そこらははっきり言ってください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 杉安副市長。 

○杉安副市長  改めて申し上げたのは、6年度の決算審査なのでという意味で申し上

げたわけでして、年度が違えば適用できるということを私が申し上げた

つもりはありませんで、これは部長が説明したように、対象が違えばで

きますよという説明に変わりはなく、令和6年度の決算審査ですという

ことを申し上げたかっただけです。 

 以上です。 
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○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 益田委員。 

○益 田 委 員   同じく111ページのまず分析のところで、一番下の市民参画、四つ目

のところです。市民が参加できたと。分析理由が市外の企業との交渉、

協議が多いと書いてあるんですけど、令和5年度は市民の参加が可能で

あるというふうに分析のところが書いてあったので、要は可能だという

ところから市民が当然参加できるようになったんだろうと思うんですけ

ど、この辺りが分析理由からだとちょっと市民参画の部分が分からなか

ったので、市民が参加できたなと捉えられた御理由のところをちょっと

伺いたいなと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  御指摘のとおり市民さん広くというところはなかなかちょっとでき

ないかも分かりません。その中において、やはり市民さん、市民という

か、企業さんを中心に地域の企業さん、そういった方、そういったとこ

ろともいろいろと広く話がさせていただけたんじゃないかなというふう

に思っておりますので、市民参画については、少し市民の皆さん直接的

ということはないんですが、企業さん、そうしたところの皆さんとでい

ろいろと交流、意見交換、そういったところができたんじゃないかなと

いうふうに感じておりまして、こういう分析のほうをさせていただきま

した。 

 以上でございます。 

○児玉委員長  益田委員。 

○益 田 委 員  おっしゃるとおりで市外の企業さんが入ってこられたりすることによ

って、後から市民参画というのはもちろん可能になっていくんだろうと

思います。その上で成果と課題のところ、同じページ、成果の三つ目、

マッチングイベントを通じてサテライトオフィス誘致につながる企業へ

のＰＲ、アプローチを実施したとあるんですけど、これのいわゆるＰＲ

やアプローチの実施回数だったりとか、あるいはそこから具体的な成果

がどのようにつながったのかというところの詳細を伺いたいなと思いま

す。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  マッチングイベント、こちらですが、都市部との交流ということで、

年2回実施のほうを参加させていただきました。件数的には49社と面談

いたしまして、その後、安芸高田市の課題であるとか、そうしたところ

と合うんじゃないかというようなところで27社のほうと継続的にアポイ

ント、そういったところを取りながら安芸高田市のほうに誘致、来てい

ただくように話を進めておるところでございます。49社と全体的にマッ

チングしまして、27社と今つながっているというところでございます。 
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 以上です。 

○児玉委員長  益田委員。 

○益 田 委 員  ちょっと僕自身がマッチングイベントの詳細をちょっと存じ上げない

ところもあるので確認でちょっと伺いたいんですけど、49社さんがいら

っしゃる中に自治体の参加はほかに安芸高田市以外にあるものになるの

か、どういうジャンルの自治体が入ってらっしゃるのかをちょっと伺い

たいなと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  自治体のほうですが、全国の様々な自治体が参加されておるという

ことを聞いております。広く北北海道から九州、南は鹿児島、そういっ

たところ全国の自治体さんがそうした企業を招聘したいと、誘致したい

というところで多くの自治体さんのほうが入っておられます。 

 基本的には東京を中心とした企業さんになっておるんじゃないかなと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   益田委員。 

○益 田 委 員  そうした中で49社さんとお話しされて、27社さんとその後も継続的な

お付き合いというか、お話があるというところまで理解したんですが、

やっぱり他市町とか、他の自治体と比較して、いわゆるうちを選ばれな

い企業さんも当然いるわけで、もちろん企業ニーズに合わないというと

ころもあるんでしょうけど、単純な同じような規模感の自治体であって

も条件面でやっぱり安芸高田市がちょっと劣っている部分だったりとか、

そういったのがいわゆる改善だったり、中身を見直していくきっかけに

もなろうと思うんですが、今回の6年度の動きを通じて具体的に見えて

きたような当市の課題というか、その辺りがあれば伺いたいなと思いま

す。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  6年度でございます。そうしたいろいろな地域課題、そうしたところ

をお示しする中で、まず、言われますのが広島から割と近いと、芸備線

を使っても近いんじゃないかといったところで、立地のほうについては、

空港からも1時間ぐらいで向原のほうに入ってまいりますので、いい立

地になるんじゃないかというふうなところは聞いております。 

 しかしながら、なかなか都市部との距離、交通で言えばＪＲはあるん

ですが、なかなか不便なところもあるんじゃないかというところも言わ

れております。二次交通が弱いところもそういうところじゃないかなと

いうふうにも思っております。 

 そういった中で、向原のコワーキングスペースであるとか、また、緑

の交流空間、ワーケーションを使う施設、そうしたところを誘致をかけ
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ながら、安芸高田市のよさを知っていただいた中で、ぜひ、安芸高田市

に拠点を構えていただきたいということで、今、協議を進めておるとこ

ろですが、繰り返しになりますが、なかなかうんというところに至って

ないというところでございます。引き続き助力してまいりたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  同じく111ページです。 

 成果と課題の課題のところで、課題の一番上、企業誘致に関する総合

法的な計画や戦略の組立てがないという課題が出てます。これ、昨年度

の事務事業評価シートでも同じようなことが書いてあって、そのときの

答弁は、デジタル田園都市構想だったり、総合計画がないというところ

が課題に挙げられてました。この間、総理大臣も代わって、地方創生

2.0ということで、制度も変更があったと思うんですけれども、令和6年

度において、この課題に対して、どのような取組を行われたのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  課題のところでございますが、やはり同じように、第3次総合計画、

現在策定しておる中で、観光振興計画はもちろんですけど、商工振興計

画、そうしたところも基礎となる総合計画、基本計画の段階から取り入

れていきたいということで、今後、政策企画のほうとも含めながら連携

して、計画の中に盛り込んでいきたいというふうに考えておるところで

ございます。 

 以上です。 

○児玉委員長   南澤委員。 

○南 澤 委 員   ということは、令和6年度のうちに課題については取り組んで、次、

今、基本構想を審議しているところですけれども、その後の総合計画が

できれば、この課題については解決するという見通しでよろしいんでし

ょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  あくまで計画というところにつきましては、絵にはなるとは思うん

ですが、実際のところ動く中で現場のほうで言えば、先ほどもお話をさ

せていただきましたが、工業用地そのものがなかったり、そうしたとこ

ろもありますので、いろいろな方向性を考えながら、学校の跡地利用、

そうしたところも踏まえながら企業誘致のほうを進めてまいりたいとい

うふうに思います。企業の振興計画、商工の振興計画については、その

ように今考えてるところでございます。 
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 以上です。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員   令和5年度の事務事業評価シートでは、今の言ったような課題がある

ために国の補助金が活用できないというところが課題だったと思うんで

すが、国の補助金が活用できないという状況は脱せられると思ってよい

んでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  総合計画、基本計画、そういったところに課題が乗ってくるという

ことであれば、そうしたところを用いながら国の補助事業、そうしたと

ころを活用できるんじゃないかというふうに考えてるところでございま

す。 

 以上です。 

○児玉委員長   南澤委員。 

○南 澤 委 員  今の答弁だと、乗ってくるんであればというような言葉が出たんです

けれども、乗ってくるようにしないといけないんじゃないかと思うんで

す。その辺りはちゃんと見通しが立っているのかということについて、

お答えください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  この中に入れば、国の補助事業であるとか、何らかのいろいろなと

ころの補助事業、そういったところに対応できるものになるというふう

に考えております。 

 以上です。 

○児玉委員長   続いて、答弁を求めます。 

 小櫻部長。 

○小櫻産業部長  先ほどの件なんですけれども、乗ってくるように研究しながらそこは

していかないといけないうふうに考えております。 

 また、今年度に関しては、そういう国の事業、交付金についても少し

活用しているところもございますので、そういうふうに使えるものはな

るべく使えるように研究していきたいと思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 熊高慎二委員。 

○熊高（慎）委員  110ページの商工業振興施設管理運営事業について伺います。 

 生活・成果指標の成果指標、店舗利用状況、パストラルとラポートと

書いてありますけども、実績値60％は5分の3なのかなと思いますけども、

57.8の計画値の設定についてお伺いいたします。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 
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○松田商工観光課長  計画値の数値と実績値というところでございますが、計画値につき

ましては、これまで面積案分で計画値のほうを進めてまいっておったと

ころでございます。この面積案分がなかなか面積での数値が難しいんじ

ゃなかろうかというふうに協議しておる中で、実績値につきましては、

店舗数で空き店舗と、こちらは入っている店舗数を入れております。全

店舗に対して空き店舗があるんですが、そうしたところ、実績値は入っ

た店舗数を入れております。 

 今後はテナント数とたな子さん、入っていただいている現状のたな子

さんとの比較にしていきたいというふうに考えております。 

 今後は計画値につきましては、店舗数を頭にして、実績値につきまし

ては、実際に入っていただいておるたな子の数で指標を出していきたい

というふうに思っております。 

 以上です。 

○児玉委員長   熊高慎二委員。 

○熊高（慎）委員  はい、ありがとうございます。 

 評価シートを作られるときにそのように判断されたという認識でよろ

しいでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  今回、最終的な評価シートを作る段階において、これまでもそうい

うなかなか分かりにくいだろうという話は出ておりましたが、このたび、

こういう店舗数での実績、あと何店舗入れば100パーになるというよう

なほうが見やすいんじゃなかろうかと、分かりやすいんじゃなかろうか

ということで、このたび、数字のほうを変更させていただいております。 

 今年度以降からは計画値につきましてもそうした店舗数での対応をし

ていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 小松委員。 

○小 松 委 員  同じく110ページなんですけども、大枠の4番のラポートの件なんです

が、昨年は事業費が450万に対して、今年度は約500万、テナント数でい

うと、今年のほうが4件ですかね、企業さんのほうが減っていますが、

事業費のほうは増えています。その理由があれば教えてください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  事業費の主な増加の要因でございますが、こちら修繕のほうの修繕

費が多くなったということでございます。 

 これにつきましては、自動ドア、そうしたところの修繕をやっており

ますし、併せて3階部分の自動ドア、そういったところも今回自動ドア

関係がかなり傷んでおりましたので、修繕のほうをさせていただいたと
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ころでございます。 

 入店数3件のところでございますが、昨年度は確かに4件でございまし

た。これについても実績値をつくる段階においてカウントの仕方が今ま

では店が何件、ある人が二つの店舗を持っておられて、そこを1、2と数

えてたんですが、そこはあえて一つだろうということで、3件にさせて

いただいたということでございます。カウント数を少し改めさせていた

だきました。 

 以上でございます。 

○児玉委員長  小松委員。 

○小 松 委 員  1階の店数のことを今答弁いただいたんですが、2階、3階も含めると、

今年はマイナス4になっているということなんですが、特に2階、3階に

おいてテナント数が今、昨年から減ったというところで原因とか、分析

とか、何か理由が分かれば教えてください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  まず、2階のところでございますが、これまで入っていただいてた企

業さんのほうが会社規模が大きくなって、関西のほうに移られたという

ことで、今現状1社が入っていただいておるという状況になっておりま

す。引き続き空きが4か所ございますので、何とか入っていただくよう

に、そうしたサテライトオフィスということで東京のほうの企業であり

ますとか、または近隣では言えば広島市内であるとか、そうした都市圏

からの誘致を努めてまいりたいというふうに思っております。 

 3階のテナントの1件のところにつきましては、そこを管理いただいて

た業者さん、こちらのほうが撤退されました。それに伴いまして、そこ

の3階を運営していく、コワーキングオフィスを運営していただく企業

さん、そうしたところを今現在いろいろ調査をさせていただきながら、

入居いただく、お願いをいただくと、管理いただくという、そういう業

者を今当たっておるところでございます。 

 引き続き、2階につきましても、3階につきましても入居する企業さん

のほうを当たってまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○児玉委員長   小松委員。 

○小 松 委 員   3階に関して魅力を感じられている企業さんが少しいらっしゃるとい

うのは以前聞いたことがあるんですが、ある程度スケジュール感、いつ

ぐらいまでに公募をかけるとか、そういった具体的な3階の利用促進に

関しての計画がおありであれば教えてください。 

○児玉委員長   小松委員、令和6年度の決算なんで、そこに集中して、ちょっと質疑

のほうをお願いします。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 
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○松田商工観光課長  3階のテナントでございますが、できるだけ早くに入っていただきた

いのは私どもの考えでございます。2階部分のテナントに誘致しておる

東京の企業、そうしたところと併せながら3階も併せて運営をいただき

たいということでもいろいろ話ししておるところでございます。 

 まだいつから公募をするとか、そういうことではなくて、今、二十数

社と面談をする中において、今、こちらの3階についても併せて入って

いただくということで今お願いをしておるところでございます。 

 引き続き、その辺につきましては努力してまいりたいというふうに思

います。御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  113ページになります。 

 昨年の課題として、ガイドの育成やＰＲの方法を検討する必要という

ふうに書かれていらっしゃいます。今年検討されての成果指標なのでし

ょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  今回の郡山城ガイド実施状況でございますが、コロナ禍以降、ガイ

ドというか、こちら山を登っていただく方はもう大分増えております。

その中においてガイドをしていただく方が高齢化になっておるというと

ころもございます。なかなかガイドの育成というのが進んでいないのが

現状でございます。 

 今後は、ＶＲであるとか、ＱＲコードを用いた新たなガイドのやり方、

そうしたところも検討していかないといけないんじゃないかというふう

に議論をしておるところでございます。しかしながらガイドの数がかな

り少なくなってるのと高齢化が進んだということでなかなか山に登って

いただけなくなってるのが現状でございます。 

 問合せがあっても全部が全部受けれてないということも聞いておりま

すので、そこについても引き続きその課題については検討してまいりた

いというふうに思います。 

 以上でございます。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  戻ります。110ページ、商工業振興施設管理運営事業の実施内容の5番、

緑の交流空間についてなんですけども、魅力あるコテージを利用した企

業誘致施設というところで、個人的にも思ってるんですけども、利用企

業数2件のちょっとどんな企業が入って、どれぐらいの日数いたかとい

うところもあるんですけども、反響というところはどのようなものがあ

ったか教えてください。 
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○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  この企業につきましては、実際には本当は泊まっていただきたかっ

たというところではあるんですが、泊まりについては別のところに行か

れたということで、いわゆる視察といったところで来ていただいており

ます。 

 そのほか、大学でありますとか、そして、高校、そうしたところの生

徒さんも実際に来ていただきながら、ここをどうしたらいい活用場にな

るだろうかということで、いろいろ御意見も頂戴しているところでござ

います。 

 企業さんの感想といえば、Ｗｉ－Ｆｉの環境であるとか、そうしたイ

ンターネット環境が充実している、さらには湯治村にも近いと、歩いて

いけるという距離の距離感から、かなりいいものを感じていただいたん

じゃなかろうかと思います。しかしながら、そこで泊まっていただいて、

次につながる成果につながっていないということもございますので、そ

こについては引き続きＰＲのほうをしながら、打っていきたいというふ

うに思っておるところでございます。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  108ページになります。 

 外郭団体等運営指導事業の課題のところで、これもずっと継続して、

持続可能な運営を見据え、施設の老朽化などによる大規模リニューアル

等が必要であるというふうに書いてあるんですけれども、大枠でどのよ

うに進めていくかというような計画をつくっていくような段階にあるん

ではないかなと思うんですが、ずっと継続して同じ課題が上がっている

と。この辺りについてはどのような対応をされているのかお伺いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  先ほども繰り返しになるかも分かりませんが、やはり長期的な改修、

そうした計画が今後必要になるんじゃないかというふうには思っており

ます。例えば、湯治村の岩戸屋というお風呂がございますが、これを解

体して新たに建てるということになれば10億ぐらいのお金がかかるんじ

ゃなかろうかと推計をしております。それはなかなか難しいということ

もございますので、現状なんですが、本当を言えば個別で造っていくの

がいいんかも分かりませんが、老朽化に伴う改修箇所、年度計画までに

は至っておりません。 

 改修でありますとか、ここは更新が必要だと、そういったところにつ

いては、リストアップまではかけておるんですが、先ほどの繰り返しに

なりますが、やはり老朽化でありますとか、経年劣化、そうした突発的
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なところが壊れる、そういうところが先になっておって、なかなか本体

的なところのリニューアル、そうしたところまで追いついてないのが現

状でございます。 

 担当課としていたしましては、リニューアルは当然やりたいんですが、

やはりまずもってまずは施設の長寿命化を図っていきたいというふうに

考えておるところでございます。 

 今後新たな企業さんに入っていただくとか、そうした大きなスポンサ

ー、そうしたものが入れば、そうした大規模なリニューアルもできるか

も分かりませんが、なかなかそうした資金がないというのが現状でござ

いますので、できるだけ少しの金額でメンテナンスをしながら、長寿命

化を図っていくのがいいんじゃないかというふうに考えておるところで

ございます。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  そうすると、大規模なリニューアルが必要であるという課題を抱えて

いながら、そうではないというか、場当たり的と言ったらちょっと語弊

があるかもしれませんが、壊れたところから改修をしていくということ

で、課題に対する対応がなされてないんではないかというふうに見えざ

るを得ないのかなと思うんですが、この辺りはどういう見解をお持ちな

んでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  例えば、改修計画というか、改修のリストアップをずっとかけてお

る中において、湯治村で言えば、熱源の関係でありますとか、厨房機器

類がもうほとんど駄目になってる、そういったそれぞれのところ、湯の

森で言えば、サウナ部分の改修であるとか、そういったところができて

いないリストアップ化というのは、全て今できてる最中ではあるんです

が、なかなかそれより先に違うところがどんと要ったり、どうしてもそ

ちらのやりたい改修のほうに回っていないのが今現状ということで、委

員言われますように、場当たり的と言われるかも分かりませんが、リス

トアップしたように、その順番に壊れていけばいいんですけど、なかな

かそういう状態になってない。抜本的にも施設そのものが老朽化してお

ると。もう築20年以上たっておりますので、本当に厳しい状態が続いて

おります。何とかそれを継続的にやっていくということであれば、当然、

日々のメンテナンスもございますが、一緒になって私どもも長寿命化を

図るということで、現場のスタッフのほうにもいろいろお話をしながら、

機械、機器を必要に応じて修正しておるというところでございます。御

理解いただければというふうに思います。 

 以上です。 
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○児玉委員長  続いて答弁を求めます。 

 森竹係長。 

○森竹商工観光課観光係長  大規模改修にかかる費用というのは当然莫大なお金がかかります。単

市、単独でその費用を捻出するということは物すごくハードルが高いで

す。ですので、我々としては官公庁であるとか、その他の省庁の補助金、

いろんなものを見て探しております。 

 実を言うと、官公庁が今、主に探してはおるんですけども、改修に対

する補助金というのはかなりハードルが高いというか、いろんな条件が

課さられています。例えば、地域全体で改修して付加価値を上げるとか、

そういったものであるならばあるんですけれども、例えば、いわゆる安

芸高田市単独での付加価値を上げるというようなものに対しては、今の

官公庁の考え方では補助金がつかないということになってますので、引

き続きその辺の大規模改修に取れそうな補助金というものは今後探して

いくというようなことで今考えております。 

 以上でございます。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  113ページの課題の郡山公園の清掃箇所が増えているという、この実

態について、まず、お聞きしたいと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  実態というか、実際に倒木がかなり多くなっておるといったところ

で、その倒木処理について、森林組合でありますとか、そういったとこ

ろにお願いしながら倒木の処理にかなりの費用がかかっているというよ

うなことになっているところでございます。 

 それが実態でございますし、また、墓所のほうにつきましても、かな

り倒木が見受けられるということで、木が全体的に枯れておるというよ

うな状況が見受けられるということでございます。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  私も今年、訪問者があって、縁があって3回ぐらい頂上まで登ったり

下りたりしたんですけども、確かにおっしゃるように、倒木だけじゃな

しにお墓が倒れとるんで、これを何とかしないと、森を活用して活性化

をするというふうには毛利家に申し訳ないなと、いろいろ毛利家の所有

物であるとか、いろんなことがあるというのは存じてますけども、ここ

のところをどうにかしないといけないということなんで、清掃箇所が増

えてるという課題は挙げられましたけども、今年度辺り、その課題とし

ての取組というのは具体的に動いておるんですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 
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 松田課長。 

○松田商工観光課長  墓所の中につきましては、基本的には教育委員会さんのほうが所管

されるということになろうかと思いますし、また、募集の中ということ

はやはり毛利家、そうしたところの理解、協力、そういったところがな

いとなかなか難しいんじゃないかというふうに考えております。 

 商工観光部が所管しておりますところにつきましては、墓所周辺、墓

所の周りでありますとか、登山道、そうしたところの倒木処理、清掃、

そういったところを所管とさせてもらっておるところでございます。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  教育委員会等と連携して、この課題というのは共有しているという認

識でよろしいですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  はい、そのとおりでございます。 

 以上です。 

○児玉委員長  熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  111ページの企業立地関係で、成果と課題の中の課題のほう、三つあ

りますが、これ、私の感覚で言えば、三つが連動してるように思うんで

すね。ですから、これを個別にやるという形では課題解決にならんとい

うふうに思いますが、この課題を、三つをどのように捉えておられるか。

特に幹部の皆さんがいろいろどんなふうに今後考えていくための課題な

んかというところを少しお聞きしたいんですが。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 小櫻部長。 

○小櫻産業部長  おっしゃるとおり連動しとるというふうに思っております。実際、工

業用地が思ったよりないのも実情でございます。この辺については、も

ともと私も財産管理課におりましたので、問いとかがあったときに市有

地、土地についての情報提供したり、話をしているところでございます。

実際、今後、一般質問とかでもございましたけれども、学校用地もこれ

から出てくると思いますし、その辺の利用についても連携を取りながら

していきたいと思います。また、今年度については、企業誘致について

は、政策統括監のほうもできましたので、そこらとも連携をしながらや

っているところでございます。 

 以上です。 

○児玉委員長  熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  今おっしゃった最後の政策統括監か、ここが動き始めたということ

で、私も何件か情報提供してますけども、やはり方向性をきちっとしな

いと、情報があっても動かないというのが実態だと思うんですね。です
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から、この三つというのは連動しておるから統括監がどのように、これ

は今後は統括監が受けてやられるという課題として受け止めていいんで

すか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 杉安副市長。 

○杉安副市長   企業誘致という事務事業で言えば、商工観光課が基本的には持ってい

るという建前で今思ってます。ただ、政策統括監を設置するときに説明

をさせていただきましたけれども、やはり、市長、副市長、特に市長が

思っている特命事項の中の企業誘致の部分で、対象となる事柄、あるい

は対象となる企業がもしあれば、それに対して直接的にフレキシブルに

動ける組織、政策統括監というものを設置しようと考えましたので、二

頭立てにはなりますけれども、商工観光課は商工観光課で、今ある、こ

こにあります用地とか、土地の問題とかいろいろ抱えながらやってくれ

てます。一方の政策統括監は先ほど言いますように、特命に絞って、タ

ーゲットを絞って動くというふうに仕事の分担をしております。 

 その先にあるのは、ここの三つの課題が出てきますので、それらは政

策統括監と商工観光課あるいは財産管理課、いろんなところと連携しな

がら企業がどのようなニーズがあるか、どれぐらいの規模の土地が必要

かとか、いろんなところは3部とか、3課が共同連携して対応していくこ

とになろうと思います。 

 それらについてのかじ取りというか、ハンドリングは市長なり、私の

ほうでしていくべきというふうに思っております。 

 以上です。 

○児玉委員長   熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  おっしゃることからで理解できましたけども、特に課題の三つという

のは、政策統括監に大きく委ねるところもあろうと思いますが、その辺

のことで言えば、三つ辺りの課題というのは、副市長はおっしゃったけ

ども、政策統括監が全部受けていくような形にしていくのか、組織の人

員の問題もあるでしょうけども、そこらが特命、部長のほうも動き始め

て、いろんなことが分かってきたと思うんですが、そういったところに

課題というのはぶつけていっていいというふうにさっきも言われたんで

しょうけども、改めて確認したいんですが。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 杉安副市長。 

○杉安副市長  どちらかといえば、今、役割分担のことを少し話ししましたけれども、

柔軟に迅速に動ける立場にしておきたいというのがあります。政策統括

監はそう思っております。となると、安芸高田市にあって、土地の情報

とか、公共用地だけではなくて、いろんなところにターゲットを絞って

いく、安芸高田市の中でそれをもし担当するとすれば、先ほど小櫻部長

も言いましたが、財産管理課であり、将来であれば中学校等を見据えた
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学校用地であったりとか、いろんなことを考える部分は、現在所掌して

いるところがその部分の役割を担って、統括監と連携して、企業に合う、

ニーズに合うものを提供していくということができれば、そのほうがよ

り実効性というか、高まるんではないか。とにかく統括監という立場を

つくったのは、自由に動けるという部分を最大限生かしたいというとこ

ろでつくったつもりでありますので、そっちのほうをしっかりと担って

もらいたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 益田委員。 

○益 田 委 員   112ページなんですが、まず、一番下の分析のところから、市民参画

のところで、分析理由として、若年層への参加を広げるため、ＳＮＳの

活用していくとありまして、これ、令和5年度からずっと継続してのも

のにはなるんですけど、若年層というところの定義をちょっと伺いたく

て。これ、イベント等に参加される方、担い手としての若年層というの

か、あるいは来られる方をお客様としてというか、そういったところが

若年層をターゲットとしているのかというところをまずちょっと伺いた

いなと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  市民参画のところの若年層への参加を広げるというＳＮＳの取組で

ございますが、主には、ここにもありますように、今、関西万博、本年

度でございました。それを受け、それまでにいわゆる神楽で安芸高田の

名前を出していこうということで、神楽の年齢層というのは割と高い高

めの世代の方が多く、20代、30代、そうした年齢層、そういったところ

にもう少し神楽という郷土芸能を広めていこうじゃないかというような

取組で、ＳＮＳの活用ということでやっております。 

 具体的には、神楽定期公演、その中でしっかり動画を撮ってください、

2分半以内ならしっかり世界に広めてください、自分のＳＮＳでありま

すとか、そうしたものを使って、しっかりアピール、ＰＲしてください

ということで、日々その回、その回、その都度お客様のほうにもお願い

をしております。そして、できるだけ多くの若い世代に、若い20代、30

代の方を広くターゲットとして、今、神楽を広めていければということ

で、このような分析理由をさせていただいたところでございます。 

 以上です。 

○児玉委員長   益田委員。 

○益 田 委 員  おっしゃるとおり若年層に興味を持っていただくという意味で、特に

外に向けての公演というのはそういったＳＮＳ、ある程度見に来られた

方が上げやすいような状況をつくられてるんだというふうに理解したん

ですけど、一方で実質的に直接担い手となる方々って、やっぱりもうど
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うしても地に足が、この地に、安芸高田市にある程度根付いていらっし

ゃる方で若年層のところというのはある種、ターゲティングしていかな

いといけないんではないかなと思うんです。そんな中で確かに観光とし

ての見栄えでいうと、インスタグラムだったりとか、そういったものに

注力を恐らく令和6年度はされていたんじゃなかろうかと思うんですが、

どちらかというと、若年層、小中学生ぐらいまでの親年代というのはあ

る種、Ｆａｃｅｂｏｏｋだったりとか、ちょっと上のＳＮＳにもつなが

っているのかなと思いまして、そうした中で外へのＳＮＳ活用と、実際

に担い手のところのＳＮＳ活動で、ちょっと媒体がまた変わってくるん

だろうと思うんですが、その辺り、令和6年度はどういうような形で、

主にメインに使われてたＳＮＳだったりとか、媒体の意識とか、その辺

りは6年度の中で構いませんので伺えればと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  委員のおっしゃるとおりだと思います。実際に私どもが使うＳＮＳ

というのはＦａｃｅｂｏｏｋが多く、もう少し私より若い世代というの

はもうそれこそインスタグラムを中心にというのはなっておると思いま

す。実際には安芸高田市は22の神楽団がありまして、その中で神楽団員

と言われる方が大体、約500名登録されておられます。そのうちの約6割

ぐらいが30代、40代以下ぐらいになるんじゃないかなというふうに認識

しているところでございます。 

 そうした中で、それぞれの神楽団さん、それぞれの団員さん、それぞ

れにもインスタであるとか、Ｆａｃｅｂｏｏｋであるとか、個人のもの

をお持ちでしょうし、また、それぞれの神楽団にもそうしたＳＮＳのサ

イトを持っておられると思います。そうした方もしっかりいろんなとこ

ろに発信をしていただいて、安芸高田市内だけじゃなく、外にもしっか

り発信をしながら、とにかく安芸高田市に来ていただきたい、そういう

ようなＰＲにつながればということで、皆、ＳＮＳのほうを活用してく

ださいということでお願いしておるところでございます。 

 ちなみに、先ほど500名の神楽団員が大体、安芸高田市内に来ていた

だいておりますが、地元の方が約6割、4割は市外の方になろうかと思い

ます。その市外の方というのはやはり近隣の島根、また、広島市内、三

次、そうしたところから安芸高田市に練習に通ってきていただいておる、

そうした皆さんがおられます。その方が約4割、その世代というのが20

代、30代が主になっているんじゃないかなというふうに思いますので、

そうしたところの皆さんにしっかりＰＲいただいて、さらに安芸高田市

の神楽を広めていただける取組になればいいかなというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 
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  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって商工観光課に係る質疑を終了します。 

 ここで1時間を経過しましたので、2時20分まで休憩といたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ２時０８分 休憩 

      午後 ２時２０分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 続いて、農業委員会事務局の決算について説明を求めます。 

 稲田農業委員会事務局長。 

○稲田農業委員会事務局長  引き続きよろしくお願いいたします。 

 農業委員会事務局の決算について説明をします。 

 説明書の162ページをお開きください。 

 農業委員会運営事業です。 

 この事業は、農地法に関わる許認可事務や、農地の集約を図る利用権

の設定等を行います。 

 実施内容ですが、農地法等の許可関係事務につきましては、令和6年

度は287件で、申請件数は前年度と比較して増加しております。 

 また、令和6年度より新たに山林部にある既に林地化した農地に対し

て、非農地通知を地権者に通知しております。 

 今後も関係法令にのっとった適正な事務の執行に努めてまいります。 

 次に、利用権等設定促進事業ですが、令和6年度は新規設定、再設定

合わせて618件の申請を受けております。 

 農家の高齢化や後継者不足等により、担い手の農地の集積が進む傾向

の中で、全体の利用権設定面積は1,602.3ヘクタール、前年度比3.1ヘク

タール増となり、38.6％、前年度比0.18％増の設定率となりました。 

 この成果は、農地法の関係事務の適正実施や、利用権の設定を目標に

達成できました。 

 課題は、耕作放棄地が増加しており、担い手への農地の集約を進める

必要があります。また、農業委員会の利用権がなくなったため、農地中

間管理機構による利用権の設定への円滑な移行を進める必要があります。 

 以上で、農業委員会事務局の概要説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長   質疑なしと認め、これをもって農業委員会事務局に係る質疑を終了い

たします。 

 ここで産業部農業委員会事務局全体に関わる質疑を行います。 

 まず、その前に午前中、浅枝委員から質疑があった件で、執行部の答

弁ができてませんので、ここで浅枝委員の質疑に対する答弁を求めます。 
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 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  説明資料の102ページを御覧ください。 

 多面的機能支払交付金事業に係る令和5年度と令和6年度の取組、実施

組織が三、四地区減っておりますが、予算的に言えば、5,120万1,000円

と、予算規模が増えている理由について質疑を受けました。これについ

て回答させていただきたいと思います。 

 まず、取組面積が4地区減っておりますが、対象となる面積としまし

ては、令和5年から6年にかかって、約4,000平米ぐらい取組面積が減っ

た状況になっています。ですが、令和6年より長寿命化の地区が2地区、

新規で取組を行うという形になっています。 

 取組面積、取組の金額は約450万ぐらい増えた形になりますので、全

体としては、令和6年度では予算規模が増えておるという形になります。 

 以上です。 

○児玉委員長   続いて、同じく午前中に質疑がありました南澤委員の質疑に対しまし

て、答弁を求めます。 

 稲田課長。 

○稲田地域営農課長  説明資料の100ページを御覧ください。 

 南澤委員より、令和5年度で会計年度職員によって鳥獣対策のアドバ

イザーをしていた部分と、令和6年によってテゴスの取組で支払った委

託料の関係で、その分の整合性というか、予算はどっちが有利かという

ことで質疑があったと思います。 

 令和5年につきましては、会計年度職員が本俸として256万ぐらい。そ

の他、共済とか、雇用保険の手当で約40万、約300万弱が一般財源とし

て支払っております。 

 今回、令和6年よりテゴスの取組の中で621万ほど負担金を払いました。

これの特別交付税の算入額が0.8になりますので、約、交付税対象とし

ては498万円が交付税対象になると。一般財源的には、その差額の124万

2,000円という形になりますので、テゴスの取組で特別交付税の対象に

したほうが有利だというふうに思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   よろしいですか。 

○南 澤 委 員  はい。 

○児玉委員長  それでは、今のお二人の答弁はこれで終了いたします。 

 引き続き、全体に係る質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって全体質疑を終了し、産業部農業委員会

事務局の審査を終了いたします。 

 ここで説明員交代のため、暫時休憩します。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 



【速報版】 

 

57 

      午後 ２時２７分 休憩 

      午後 ２時２９分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、再開いたします。 

 これより建設部の審査を行います。 

 管理課の決算について説明を求めます。 

 鈴川管理課長。 

○鈴川管理課長  管理課の決算について説明をします。 

 説明書の114ページをお開きください。 

 市営駐車場管理事業です。 

 この事業は、芸備線3駅及び中国道高速バス停2か所の市営駐車場の管

理を行っています。 

 実施内容ですが、各駅の市営駐車場は直営により、高速バス停駐車場

は地元の団体への清掃委託により実施しました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、甲立駅、向原駅の駐車場発券機を更新し、新硬貨、新紙幣の

使用が可能になりました。 

 また、吉田口駅、向原駅を直営管理に移行し、適正な管理を行いまし

た。 

 課題は、経年劣化による施設の修繕費用が今後増加していくことが考

えられます。 

 続いて、115ページ、土木総務管理事業です。 

 この事業は、国土利用計画法など各種法令に基づく届出の受理や、県

に対しての進達事務などを行っています。 

 実施内容ですが、それぞれの受付事務ごとに申請、届出の件数を記載

しています。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、各種の申請や届出について、適切な事務と速やかな処理を行

いました。 

 また、国などへ期成同盟会で要望活動を行いました。 

 次に、課題です。 

 盛土規制法の許認可事務について、県と連携して行っていますが、技

術的な知識が必要なため、審査事務に苦慮しています。 

 続いて、116ページをお開きください。 

 道路橋梁総務管理事業です。 

 この事業は、市道及び法定外公共物、いわゆる里道、水路の占用、改

築申請等の受付、許可の事務、道路台帳の整理や、市道内の未登記土地

の解消を行っています。 

 実施内容ですが、占用、改築の申請の許可と、境界立会、法定外公共

物用途廃止の件数を記載しています。 
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 それぞれの申請について、速やかで適切な事務処理を行いました。 

 課題は、法定外公共物についての境界トラブルや、市道の未登記事案

の解消が挙げられます。 

 続いて、117ページ、河川総務管理事業です。 

 この事業は、国、県の排水樋門等の管理や、河川愛護啓発などを行っ

ています。 

 国、県の樋問37か所の点検と操作を直営及び地元住民に委託し、事故

なく適切に行いました。 

 河川清掃業務としては、大通院谷川砂防公園の管理、3か所の水辺の

楽校の除草のほか、県河川の清掃を19団体に委託して行いました。 

 成果は、要望により国の樋門が1か所、自動化になりました。 

 課題は、樋問操作員の確保が難しくなっていることです。樋門の自動

化について、国、県に要望していく必要があります。 

 続いて、118ページをお開きください。 

 住宅管理事業です。 

 この事業は市営住宅等257戸の維持管理を行っています。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、入退去に係る事務、修繕を行いました。また、住宅使用料の

滞納者に対し、弁護士と連携し、支払い督促を行いました。 

 課題は、滞納整理をさらに強化する必要があります。 

 続いて、約19ページ、市有住宅管理事業です。 

 市有住宅は郡山、常友、甲田の3団地、それぞれ80戸、計240戸で、そ

の維持管理運営をしています。 

 実施内容ですが、市有住宅3団地を安芸高田市地域振興事業団への指

定管理委託により管理しています。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、入退去に係る事務を実施しました。 

 また、市有住宅使用料の滞納者に対し、弁護士と連携し、支払い督促

を行いました。 

 次に、課題です。 

 課題は、滞納整理をさらに強化する必要があります。 

 続いて、120ページをお開きください。 

 住宅建設事業です。 

 この事業は、若者の定住促進を目的として、若者世帯に対する新築及

び住宅購入の補助金のほか、空き家対策として、空き家解体補助事業、

空き家情報バンク事業などを行っています。 

 実施内容ですが、若者世帯住宅新築等補助金、空き家改修補助金、社

宅改修事業補助金、空き家解体事業補助金を交付しました。 

 空き家の調査等では、空き家活動専門スタッフによって、空き家調査、

啓発、空き家情報バンクの3ＤＶＲ撮影を実施しました。 
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 次に、成果と課題です。 

 成果は、空き家情報バンクで38件が成約しました。 

 次に、課題です。 

 空き家に関する苦情や相談が増加し、空き家所有者の調査に時間を要

しています。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長   以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  114ページの鉄道路線の利用促進についてお伺いします。 

 成果と課題の中に吉田口駅、向原駅駐車場を直営管理に移行し、適正

な管理を行ったとあるんですが、何がどのように変わったのか説明をお

願いしたいと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川管理課長。 

○鈴川管理課長  吉田口駅、向原駅の駐車場については、これまでは指定管理によって

管理を委託しておりました。昨年度から吉田口駅、向原駅、これを直営

管理に移行して管理を行いました。適切な管理を行ったというふうに考

えています。 

 以上です。 

○児玉委員長   山本委員。 

○山 本 委 員  それはここに書いてあるとおりだったんですが、どっちにしても指定

管理より直営管理のほうが費用的に安い、そういうようなところが見え

たんで直営にされたんだろうと思うんですよ。その辺で経費はどのよう

に移行したのか聞きたいというのがあって、そこをまず聞かせていただ

きたいと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  まず、向原駅は、令和5年度は指定管理料を委託料として支払うとい

うことで13万1,000円を支払っておりました。市としては、これを委託

料として支払うだけです。プラスかマイナスかというと、マイナスとい

う考え方になろうと思います。 

 指定管理者は、指定管理料と、それから、駐車場の使用料で経営を行

っておりました。これを直営管理にすることによって、駐車場の使用料

は市の歳入として入ってくると。この歳入から管理経費を支出するとい

う形になりました。 

 結果的には令和6年度については歳入が支出を約50万円上回っており

ます。 

 続いて、吉田口駅についても指定管理料として30万7,000円を令和5年

度支払いをしておりました。駐車場の使用料を市の歳入にして経費を出
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したというところで、令和6年度については4万円、歳入が支出を上回り

ました。 

 以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  これを直営にしたばっかりに利用者が使うのに便利が悪うなったとい

うことはなかったですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  そういったことは市のほうとしては把握をしておりません。 

 以上です。 

○児玉委員長   山本委員。 

○山 本 委 員  それでは、活動指標で、向原駅に限っては月極駐車場利用率が目標計

画は30％になっておるんですが、実績値は30％いっておらんですよね、

26％。これはどうして目標値にいかんかったということになるんですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  委員おっしゃるように、確かに計画値30％に対して26％というところ

で計画値を下回っております。ただ、この原因について、なぜ、この駐

車場を利用されなかったかというところは、ちょっと市のほうでは把握

できておりません。 

 以上です。 

○児玉委員長   山本委員。 

○山 本 委 員  成果で今の駐車場の発券機を更新したと言ってあるんですが、それは

新硬貨や新紙幣が出てきたんで、それはやらなきゃいかんと思いますけ

ど、この事業そのものが上の総合計画のところの具体的施策の中で、鉄

道路線の利用促進という表現があるんですね。ただ、これでやりよる事

業は、鉄道の利用者が増えるということを目的にしてやっておるんじゃ

ないかと思うんです。そうしたときに、管理ばっかり力を入れて、利用

促進につながってないんじゃないかと思うんですが、その辺りで見たと

きに、駐車場の利用の台数、一日当たりの利用台数でもいいですし、1

年間トータルして前年度より増えたと。下がったらおかしいんで、増え

たというような結果が出るような数字は持ち合わせておられますか。こ

れだけでじゃなくて、一般利用の駐車場、そこら辺の数字が分かれば教

えてください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  向原駅については、一時利用の利用率が24.8％、吉田口駅については

15.6％です。 

 前年度につきましては、向原駅が23.2％、昨年度24.8％、吉田口駅は

令和5年度が9.9％、令和6年度が15.6％です。 
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 以上です。 

○児玉委員長   山本委員。 

○山 本 委 員  甲立駅はどうなっておるんですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  甲立駅については令和5年度25％、令和6年度27.8％です。 

 以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  いずれも使用の率は上がってきておりますね。これの原因は、成果の

1番で、駐車場の発券機を新しい貨幣、紙幣に使えるようにした、それ

が影響したんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  数字と発券機の更新がつながってるかというところはちょっと把握が

できておりません。 

 以上です。 

○児玉委員長   山本委員。 

○山 本 委 員  それは把握できておらんの。それじゃあ、増えた原因の検討はどのよ

うにされて、その結論はどうされたのか教えてください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  増えた原因については現在ちょっと把握はできておりません。 

 以上です。 

○児玉委員長  山本委員。 

○山 本 委 員  さっきも言ったように、利用促進という具体的施策の名称がついてお

るんで、結局はこれだけの459万6,000円を投資して、どういうふうに利

用促進ができるんかいうところを考えながら精査していただきたいとい

うふうに思いますが、そういった意味で、成果指標に何もないんですよ。

活動指標は載っておるんですけど、成果指標というのはこれだけの投資

をしたら、こういう結果が生まれたというのをここへ出すんじゃないか

というふうに思うんですけど、強いて言えば、利用台数を載せるとか、

利用者数を載せるとか、そういうものをここの中へ数字で示していくん

がいいんじゃないかと思いますけど、そこら辺の考えはないですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  委員おっしゃるとおりだと思います。成果指標については、成果とな

ったものを記載をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 
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○南 澤 委 員   115ページの土木総務管理事業の成果と課題の課題のところで、盛土

規制法に基づく許認可事務は技術的な知識が必要となるためということ

で、審査事務に苦慮しているということなんですけれども、この課題に

対して、対応、対策というのはどのようなものを取られてるんでしょう

か。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  許認可事務を進めていくに当たって、やはり土木的な知識というもの

が必要で、我々事務職員といいますか、技術職員でない者については、

ちょっと勉強していかないといけないというところで、市が対応してい

かないといけないものについても県に相談をして、そういったアドバイ

スをいただいてということで、今現在進めております。 

 以上です。 

○児玉委員長   南澤委員。 

○南 澤 委 員  ということは、今、県に相談してるので、特に課題は解決していると

いうことなんでしょうか。それとも技術職みたいなものを入れなきゃい

けないというお考えなんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  技術職といいますか、職員のスキルアップというもので対応していく、

今現在はそういった県のアドバイスをいただいて対応しておりますけど

も、課題としてはやはり時間がかかっているというところは残っていま

すので、スキルアップというところを図っていきたいというふうには思

います。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  119ページの市有住宅の整備促進のところをお伺いしますが、1の住宅

戸数240戸と書いてあるんですが、来年の3月でこれは甲田と常友は廃止

の予定になってますよね。平成6年度末で何戸残られたのか、そこらの

ところをお伺いします。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  6年度末で甲田住宅が28戸、常友住宅が33戸です。 

 以上です。 

○児玉委員長   山本委員。 

○山 本 委 員   まだ随分残っておられるんですけど、来年の3月までに空にならにゃ

いけんのですよね。そこらのほうの話は6年度中にしっかり見通しをつ

けられたんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 
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 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  今現在、入居者の方とどういった状況かというような話をずっと行っ

ております。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員  119と118で住宅管理事業と市有住宅、どちらもどこの課も一緒だと思

うんですが、滞納整理、物すごく課題だと思うんですね。ここでは法的

措置、弁護士と連携して滞納整理をさらに強化する必要があるというこ

とで、滞納者法的措置弁護士委託料として4件と、こっちは市有のほう

は2件ということで、多分どちらも同じ弁護士だろうと思うんですが、

委託されて、これに取り組まれたんですが、これは滞納整理の一つの徴

収につながってるんですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  令和6年度に行った法的措置の結果的にはまだ支払いというものがさ

れておりません。先日の補正予算で、次の明渡しの請求訴訟であるとか、

そういった費用を今回計上させていただきました。そういったところを

進めていく必要があるというふうに思っています。 

 以上です。 

○児玉委員長   秋田委員。 

○秋 田 委 員  さらに進めていくということで、進んでなければ、また来年度の話は

するなと言うけども、法的措置はこれからずっと取り組んでいかれるし、

逆に滞納整理額のほうでいったら、こういうことをしていって、幾分は

減ってきているんでしょうか、今までの経緯でいったら。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  滞納額については、正直、年々増えております。 

 これまでやった、こういった法的措置の結果というのはまだ見えてお

りません。 

 今後進めて、滞納額というものは減らしていきたいというふうに考え

てます。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 山本委員。 

○山 本 委 員  117ページをお願いします。 

 防災基盤の整備というところですが、1、実施内容で、国排水樋門の

管理数というのがありますけど、これの樋門の部分で、成果で、1か所、

要望によって自動化されたと、こういうふうに成果が出ておるんですけ

ど、6年度に1か所だけ要望されたのか、要望は複数したんですが、1か
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所だけやってもらったと。残りは本年度へ残られておるとか、そこら6

年度の取組と経過をちょっと説明をお願いしたいと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  樋門の自動化については、国、県にずっと例年要望をしております。

この1か所だけじゃなくて、もう全数というような思いで行っておりま

す。 

 1か所については国の予算がついたということで、1か所自動化がされ

ました。また引き続き要望もしていきますし、今年度の話になりますが、

今年度も1か所自動化になるというふうには聞いております。 

 以上です。 

○児玉委員長   山本委員。 

○山 本 委 員  今年度も1か所ということは、毎年1か所ぐらいしかならんということ

ですかね。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  1か所整備するのにかなりの額の工事費がかかるということで、国と

しても整備をしていただけるような話にはなりますけども、今現在では

1か所整備をされていると。国の予算がつけばというようなことになる

んだろうと思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   山本委員。 

○山 本 委 員  市長にお伺いします。 

 今、6年度で1か所やってもらったという報告をいただいたんですが、

要望したのは全数要望したと、こういうふうになっておりますね。自分

の近所も高齢化で、管理者がどうしようかと、こういうような状態にな

っておるんですよ。なって、もう5年ぐらいになるんですけど、これら

の問題解決が年に1か所じゃあ、まだまだ先じゃないかと、20年もかか

る、30年もかかるというような状況になるんで、この辺の去年の取組か

ら、どういうふうな見通しを市長は思われておるんか、その辺をお伺い

したいと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  今、課長が言いましたように、昨年、今年とですが、今年も国、県の

ほうへ要望に行きました。要望書のほうは見てもらったんですかね。冊

子でしとったやつ。その中には樋門の自動化というのは建設関係では優

先順位を上げて要望してます。国と直接話をする中でもやはり全国に樋

門が自動化しなくてはいけない件数がある。規模によっても樋門、それ

ぞれによって事業費が変わってくるところがあります。大型はやっぱり

大型なりにかかりますし、小さいのは小さいなりなので。その辺を大き
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なのとちっちゃいのを合わせるとか、小さなのと小さいので2か所やる

とかいう、そういう工夫は多分出てくるんだろうとは思うんですけども、

いずれにしても国の予算なんで、こちらは要望して、その優先順位を決

めるときに、確か整備局から三次河川、市のほうへ相談が来るんだと思

います、どの樋門をするかというような事前の打合せというのは。そう

いった中で、先ほど言う個別の事情というのはやっぱり現場である市の

ほうが把握してますんで、できればこちらの樋門のほうを先にやってく

ださいというような優先順位のところでの調整は可能かなという思いは、

まだ、これ、僕の思いの中なので確約はできませんけども、そういった

形でするのが今できる精いっぱいの市としての取組かなと思ってます。 

 県河川のほうは、これもまた国の予算の関連で、国よりもちょっと進

度が遅くなってます。今回、県河川のほうはできるかどうか、今年度は

っきりした答えはもらってませんけども、国のほうについては、1か所

次はできるというような前向きな回答をいただきましたんで、それは全

国の中での安芸高田市の1か所ということになりますんで、なかなか、

それじゃあ、うちは2か所、3か所ということを要望はしますけども、早

くしてくださいというお願いは。ただ、そこに対して、それじゃあ、分

かりました、安芸高田市へ3か所、要望で来てもらったから3か所します

ということには当然ならないということはお分かりいただけるとは思う

んですけども、だけどもそこの部分は粘り強く、まだこれからも要望す

る機会がありますんで、やっていきたいということで御理解をいただき

たいと思います。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  118ページ、住宅管理事業になります。 

 これも令和5年の事務事業評価シートを見ると、課題のところで、身

寄りのない単身高齢者等の生活課題への対応するため、福祉部門等との

連携が必要であるという課題が挙げられておりますが、今年度、その課

題が記載されていないということになっておりまして、この辺りの状況、

解決したのか、どういうわけでこの課題がなくなってるのかについて、

ちょっと御説明をお願いします。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  昨年度課題として挙げておりました福祉部門との連携については、介

護保険であるとか、生活保護であるといったような内容について、福祉

部門と既に連携をやっております。ということで、今回課題としての記

載をしておりません。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 小松委員。 
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○小 松 委 員  120ページについて、2点お聞かせください。 

 1点目は、大枠一つ目の（4）の空き家の解体事業の補助金なんですが、

昨年は補助率を2分の1とか上限を増やしたということで、一気に97件の

補助金申請があって、恐らくこれは補正押をしてかなり額が出てるんで

すが、今年に関しては97が11件ということで、この数字に関しての何か

詳しい分析とか詳細があれば教えてください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  令和5年度補助金を上げておりましたんで、令和5年度のみということ

で運用しておりましたので、迷っていらっしゃった方、そういった方が

いわゆる前倒しといいますか、6年度から5年度にやってしまったという

ふうな分析をしております。 

 以上です。 

○児玉委員長   小松委員。 

○小 松 委 員  じゃあ、元の補助率に戻って、予定としても少しの額を予算を組まれ

てたんですけども、結果的に半分以下の実績に終わってしまったという

ことの理解だと思うんですが、続いて、大枠5の（2）の空き家啓発パン

フレットの配布ということなんですけども、これ、空き家の利活用の啓

発ということで、空き家バンクへの登録とか、そういったところをお勧

めするパンフレットという理解でよろしかったでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  委員おっしゃるとおりです。 

 以上です。 

○児玉委員長   小松委員。 

○小 松 委 員   昨年から配布数も400ぐらい増えており、いい傾向かなと思うんです

が、どのような形での配布で数字が上がったのかというのが分かれば教

えてください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  パンフレットの配布については、空き家の状況調査、そういったとこ

ろの方へどういった意向でしょうかというようなアンケートを送ってお

ります。そのときにパンフレットも一緒に配布をしております。 

 配布の件数が昨年度ですか、件数は増やして送ったというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員   同じく120ページの住宅建設事業の空き家バンクのことなんですけど

も、実施内容の3番の委託料、空き家不良度判定業務が令和5年度から令
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和6年度に比べると80件程度少なくなっているんですけども、何か要因

があって減ったのか教えてください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  空き家不良度判定業務というのは、解体補助金を申請するために家屋

の老朽度について判定をするという業務です。ですので、補助金の件数

と連動して、補助金97件申請をするために判定業務を5年度は件数があ

ったと。6年度については、補助金については11件、これに対しての21

件ということですけども、そういった形で、やはり補助金の申請件数に

よって、これが減っているというふうに考えております。 

 以上です。 

○児玉委員長  佐々木委員。 

○佐々木委員  これ、もし、空き家不良度判定で解体する必要がないというか、そこ

までの危険度がないというところでいったときに、空き家バンクのほう

に登録したりとかという、その後の展開とかというところにつなげてい

っているという実績があるんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  空き家不良度判定業務でまだ健全であるという判定を受ける場合もあ

ります。言われるように、その物件を、じゃあ、空き家バンクに登録し

ようということはあるだろうというふうには思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  同じく120ページです。 

 上の事業概要のところに木造住宅の耐震診断及び耐震改修補助金を交

付するとあります。確かにこの補助金はあるんですけれども、実績につ

いて報告がないのはなぜなんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  ここ数年、そういった申請がありませんでしたので記載をしておりま

せん。 

○児玉委員長   南澤委員。 

○南 澤 委 員  おっしゃるとおりです。この事業について周知が進んでないんではな

いかなと思うんですが、どのように周知をされてますでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  今現在はホームページ等で周知をしております。 

 以上です。 

○児玉委員長   南澤委員。 
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○南 澤 委 員  今、答弁のとおり、ホームページ上には確かにあるんですが、住民の

皆さんにお伝えするのにＳＮＳを使ったプッシュ型の通知だったり。お

太助フォンを通じた通知だったり、広報に載せるといったことは行って

ないという認識でよろしいでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  今現在、そういったことを行っておりませんけども、そういった周知

ということは今後検討していきたいというふうに思ってます。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  118ページになるんだと思うんですが、住宅管理事業の中で、いわゆ

る川根の若者定住住宅がありますけども、これはどの範疇になるんです

かね。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  （1）の住宅戸数のうちのウに当たります。 

 以上です。 

○児玉委員長   熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  この中でああいった現在入居してない住宅が何戸ありますか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  今現在、随時募集中の市営住宅の案件11戸でございます。 

 先ほど言われる若者定住住宅については5戸、現在募集をしておりま

す。 

 以上です。 

○児玉委員長   熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  実態としてかなりいい6年度も空いてたということなんで、以前も少

し話をした経緯があるんですけども、若者定住住宅は川根小学校の生徒

数を安定的に確保するために行ったという当初の目的があるんですね。

川根小学校も高宮小学校に統合して、一定の目的がもう30年ぐらいたっ

てますから済んだということで、空きの状態が増えてきたということな

んですが、これを条例を変えて、いろんな形で入居できるような形にす

べきじゃないかというふうに思いますが、現状とこれからのことを考え

て、どんなふうに考えられるか、お伺いしたいんですが。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 藤本市長。 

○藤 本 市 長  川根の若者住宅については、課題について私も同じように同様に認識

をしております。入居の当時の条件とかもありますんで、用途廃止を含

めて、これを有効に今、空いておる部屋、もしくは今入居されてる方の
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意思も確認しなくてはいけないというところもありますんで、そこを今、

担当課のほうに指示をしております。方向性を出して、早めに取りかか

ろうと思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  先ほどの木造住宅の耐震診断についてのところなんですけれども、補

助金を用意しておきながら実績がなくて、広報についてもホームページ

上げてるだけということだったんですが、これは課題意識として、進め

なきゃいけないという課題意識はあるんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  耐震については、やはり進めないといけないという認識がございます。 

 以上です。 

○児玉委員長   南澤委員。 

○南 澤 委 員  というところでいうと、成果と課題のところの課題の部分に上がって

きてしかるべきかなと思うんですが、そのような記載もないというのは、

これはどういったことなんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 鈴川課長。 

○鈴川管理課長  委員おっしゃるとおり、確かに課題のほうに上がってもというふうに

思います。来年度、事務事業評価というところで精査していきたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって管理課に係る質疑を終了します。 

 次に、建設課の決算について説明を求めます。 

 登田建設課長。 

○登田建設課長  建設課の決算について説明します。 

 説明書の121ページをお開きください。 

 市道道路維持事業です。 

 この事業は市道1,181路線、808キロの維持修繕を行っています。 

 実施内容ですが、市道の維持修繕や除草、除雪などの委託業務と、舗

装修繕工事や、通学路危険箇所工事などを行いました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、道路の維持修繕を行い、管理したこと、2件の通学路危険箇

所工事を実施しました。 

 次に、課題です。 

 市民の方の高齢化や人口減少により、地域の方がこれまで自主的に除
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草されていた箇所について、除草の作業が難しくなり、依頼が増えてき

ています。 

 続いて、122ページ、県委託県道道路維持事業です。 

 この事業は、広島県からの権限移譲による県道20路線の維持修繕を行

っています。 

 実施内容ですが、県道の維持修繕や、除雪などの委託業務と、1件の

交通安全施設工事を行いました。 

 課題は、人件費や建設資材などの上昇により、上昇した部分の予算措

置を県へ要望していく必要があります。 

 続いて、123ページ、県委託県道改良事業です。 

 この事業は、広島県からの権限移譲により、一般県道船木上福田線、

三次江津線の2路線の事業を行っています。 

 課題は、人件費や建設資材などの上昇により、実施できる工事延長が

減少することで、工事の進捗が遅くなることです。 

 続いて、124ページ、市道改良事業です。 

 この事業は、市道幹線道路の整備を行っています。 

 実施内容ですが、交付金事業及び地方単独道路整備事業により、市道

の整備を行いました。 

 課題は、建設資材や人件費が上昇することにより、年間の事業量を減

らしていますので、事業進捗が遅れています。 

 続いて、125ページ、橋梁維持事業です。 

 この事業は、市道橋の定期点検や老朽化対策を行っています。 

 実施内容ですが、193橋の定期点検業務と補修工事を行いました。 

 課題は、土木技術を習得した人員の不足を解消するため、研修などに

より人材育成や技術力の向上を図る必要があると考えています。 

 続いて、126ページ、河川維持管理事業です。 

 この事業は、普通河川のしゅんせつ工事を行っています。 

 実施内容ですが、13件のしゅんせつ工事を行いました。 

 課題は、大雨により河川内の土砂堆積箇所が増加していることです。 

 続いて、127ページ、河川改良事業です。 

 この事業は普通河川、花の木川の河川断面が不足しているため、改修

工事を行っています。 

 続いて、128ページ、土木施設災害復旧事業です。 

 この事業は、豪雨などの異常気象により、普通河川の護岸崩壊、市道

の路肩、のり面崩壊などの復旧工事を行うものです。 

 成果としましては、2023年災については全て完了、2024年災は22件の

うち6件完了しました。 

 課題は、土木技術を習得した人員の不足を解消するため、研修などに

より人員、人材育成や技術力の向上を図る必要があると考えています。 

 以上で、説明を終わります。 
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○児玉委員長   以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  124ページの市道改良事業についてお伺いします。 

 事業概要のところに新市建設計画及び市の総合計画実施計画に基づき

ということなんですけれども、新市建設計画に主要市道改良事業が位置

づけられておりまして、18路線ぐらいですかね、あるかなと思うんです

けれども、もう合併から20年たちまして、どれぐらいまだ事業が残って

るんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 登田課長。 

○登田建設課長  新市建設建設計画1路線、高地長屋線がまだ残っております。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員  125ページ、それから、128ページの事業の中で、どちらも課題で、土

木技術を習得した人員が不足ということで、この人員不足を補う人を求

めるために研修等の人材育成をする必要があるというんですが、これは、

だから、職員の皆さんの中からこういう研修をして、それが専門という

か、技術を習得した人を増やしていこうということなんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 登田課長。 

○登田建設課長  例えば、橋梁事業でいいますと、橋梁の事業を経験した職員がちょっ

といないというか、少ないのが今現状でして、例えば、研修の専門講座、

そういったところを受講させたいというふうに考えておるんですけど。

ちょっと人材的に人手があんまり少ないんで受講できてないというのが

現実でございます。 

 以上です。 

○児玉委員長   秋田委員。 

○秋 田 委 員  ということになれば、新規採用もどちらかといえば、そうした人もし

っかり求めていくとか、あるいはそこの職員の中での異動でどうこうと

いうのはなかなか難しいのかなという気がして質問をしているわけです

が、そこら辺りは副市長、市長あたりと話をしながら取り組んでいくべ

きじゃないかと思うんですが、いかがですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 佐々木部長。 

○佐々木建設部長  これ、今、橋梁のほうの話をしましたけども、やはり土木事業全体、

これはもう道路だけではなくて、下水道も水道も非常にこれまでやって

きた職員というのは、もう平均年齢は50以上。これは非常に経験した中

でやってきてますので、我々では何とか対応できるところなんですけど
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も、やはり若い職員というのが、やっぱりそういった経験が非常に乏し

い中でこういった実務経験を積ましても、やはりすぐ異動というような

ところで、また新しい職員が入っても、なかなかそこの対応が追いつい

ていかないというような状況になってます。 

 これ、職員を技術的に採用したとか、そういったところは広島県なん

かはやってますけども、安芸高田市でそういったことをやるというのは

非常に難しいと思うんですが、今後将来的にもこの問題は大きな問題と

なっていくと思いますので、少し整理をさせていただきたいというふう

に思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員   121ページの市道道路維持事業の中で、昨年度の決算のときにも市道

の認定基準を整えている最中で、今、資料を整えているところだという

ような答弁をいただいたかと思います。その進捗状況、同じ課題が継続

してるかと思うんですけれども、進捗状況についてお伺いできればと思

います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 佐々木部長。 

○佐々木建設部長  認定の見直しについては、これ、やっぱりある程度目的があって、そ

の認定を狭くすることによって、例えば、維持管理費を削減していくと

か、恐らくそうした考えにつながっていくんだろうというふうに思いま

す。 

 昨年、見直しているというふうにちょっとお伝えしたんですけども、

今年度についてはちょっと整理のほうを今止めてます。ちょっと考え方

をもう一度整理したいというふうに考えておりますので、現在の進捗は

進んでいないという、そういう状況です。 

 以上です。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  現状は分かったんですけども、止めた理由についてはどういったこと

があったということなんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 佐々木部長。 

○佐々木建設部長  どういった認定の仕方を考えるかなんだと思います。例えば、4メー

ター以下とか、そういった大きなくくりで市道あるいはそうでないとい

うくくりをすると、かなりの路線が当然対象から外れていくことになる

と思います。それは地元管理ということには当然なっていかないという

ふうに思いますし、今、見直しをしても実際のところ大きな路線委託の

この金額が減少するというところが、ちょっとまだこちらで判断ができ

てないところもありまして、少し整理をしたほうがいいということで、
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今、作業の方は止めております。 

 以上です。 

○児玉委員長   南澤委員。 

○南 澤 委 員  同様に課題のところでこれまで自主的に除草してくださっていた路線

が高齢化、人口減少によりなかなかできなくなってくるというところで、

除草の依頼が増えてるのは実際そうなんだろうと思うんですけれども、

この対応について、何かしら基準を設けていらっしゃるのか、来たとこ

ろは大体受けるぞということなのか、この辺り、どのような方針をお持

ちなんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 登田課長。 

○登田建設課長  大体、年に数件、二、三件、もう、ちょっとできんようになったよと

いう要望といいますか、お話はございます。 

 それで、一応、基準といたしましては幹線道路とか、集落間を結ぶ道

路を今現在実施しておりますので、自主的にやられたとこについては、

そういった対象路線じゃないんで、うちもちょっとできませんよという

お断りはしております。実施はしてないです。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  126ページ、河川維持管理事業の活動・成果指標の活動指標、工事契

約100％、実績値87％ということで、実施内容のほうから逆算するに、

恐らく計画値100％というのは15件あったんだろうと思われるんですけ

ども、13件の契約の実績となった要因を教えてください。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 登田課長。 

○登田建設課長  13件工事契約をして、2件ほど未契約で繰越し、6年から7年への繰越

しでございます。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  121ページ、122ページ、いわゆる道路維持管理、県の委託も含めて、

先ほど議論もありましたけど、非常に事業者そのものも人員の確保、あ

るいは仕事ができづらい状況になっているという中で除草作業をやって

もらっております。最近、今年初めて見たのかな、ミニバックを後尾に

つけて機械で横の、横というのは道路側面の草刈りをされるということ

で、スピードアップするためにそういう機械も使われるんだろうという

ことで、いいことだと思うんですよ。そういうふうにしないとなかなか

人じゃできないという時代になってきたんで。ただ、そうすると、草刈

りの品質にばらつきが出てきておると思うんです。そこのところをどん
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なふうに示していくかということも今後必要なのかなというふうに思い

ます。あるいは交通安全の管理、ガードマンの配置も非常に難しい時代

になってきておりますけども、質の問題も含めて、いろいろ事業者ある

いは路線によってばらつきが非常に大きいんで、これを安定化させてい

くということはどんなふうに考えておられるのかということをお伺いし

たいと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 佐々木部長。 

○佐々木建設部長  除草業務というのは非常に必要だというふうには思ってますが、実

はやる時期というのは7月中旬ぐらいから盆ぐらいまでの間の、もう非

常に今年のような酷暑、猛暑と言われるような時期にこういった作業を

させるというところも実は今後ちょっと検討させていきたいなというふ

うには思っております。できれば回数ももう少し見直しはしたいところ

ではあるんですが、やはり予算上のところがありますので、なかなかそ

の辺が難しいんですけども、ちょっと品質ということにこだわると、や

はりそれぞれの業者、いろんなやり方を考えて、創意工夫でやっている

ところもありますので、なかなか良し悪しというのもなかなか伝えるの

は難しいところはあるんですけども、ただ、今さっき熊高委員の言われ

たところは、やはり我々も今後そういったことを業者のほうに指導して

いく立場に当然なりますので、考えていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○児玉委員長  熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  おっしゃるようにいろんな課題がいろいろつながってきてますんで、

時期の問題、早過ぎると夏場に早く伸びて、もう一回せえやということ

になりますし、県とか国とかは2回とかやるところもありますけども、

市の予算でやるというのはなかなか限界が来てる、そういった思いも当

然受け止めておるんですが、だからこそ、機械化できるんなら、例えば、

除雪作業のように機械を貸与して、そういったものを使ってやってくだ

さいというような形も含めて可能なのかどうかということも今後検討す

る必要があるかなと。そういった中で品質が安定化あるいは効率化によ

って予算をうまく使っていくというようなことが必要じゃないかなとい

う気がしますんで、その辺について、今後の課題ということで受け止め

ていただければいいと思いますが、いかがでしょうか。 

○児玉委員長   熊高委員、事務事業の審査になってますので、質疑でお願いできます

か、最後。 

 答弁を求めます。 

 佐々木部長。 

○佐々木建設部長  これ、草刈りだけに限らず、今、路線委託というやり方の中で委託と

いう形でいろんな業務が出てます。例えば、除草だけではなくて、蔭伐

りもそうですし、道路維持もそうですし、ただ、この辺のやり方が合併
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以降、一定のやり方をずっと続けているところがございますので、ちょ

っと全体的にこの中身についてはもう一度整理をしたいというふうに考

えます。そういった意向で取組ができればというふうに思います。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員   同じくです。121ページの市道の維持事業なんですが、委託料のとこ

ろ（5）番のトンネル点検業務というのが、これまで過去2年はなかった

かと思うんですが、この辺りの御説明をいただければと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 登田課長。 

○登田建設課長  市内に2本トンネルがございます。道路法に基づきまして5年に1回、

こちらも点検するようになっておりますので、6年度ですか、計上させ

ていただいております。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって建設課に係る質疑を終了といたします。 

 ここで、1時間を経過しておりますので、3時40分まで休憩といたしま

す。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ３時３１分 休憩 

      午後 ３時４０分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 次に、下水道課の決算について説明を求めます。 

 山崎下水道課長。 

○山崎下水道課長  それでは、下水道課の一般会計に係る決算について説明します。 

 説明書の131ページをお開きください。 

 し尿処理事業についてです。 

 公衆衛生の向上と生活環境の保全を図り、市民の清潔で快適な暮らし

を確保するため、事業を実施しております。 

 実施内容の主なものは、一般廃棄物収集委託業務で、年間の収集件数

及び収集量は実施内容に記載のとおりです。 

 なお、し尿収集手数料の増額は料金改定によるものです。 

 成果としては、未納発生時の早期対応により、収納率のアップに努め

ました。また、し尿収集業者と連携し、適切な収集処理を行い、環境保

全に努めました。 

 課題としては、累積滞納者に対して電話催告等により、滞納額の減少

に努めていきたいと考えます。 
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 次に、132ページをお開きください。 

 清流園管理運営事業ですが、清流園は快適で衛生的な住環境を維持す

るため、市内で発生したし尿や浄化槽汚泥の処理を行っています。 

 成果として、施設を適正に管理運営し、機能を十分に発揮させ、適正

な放流水質の確保に努めました。 

 課題として、人口減少は加速する状況にあって、現時点での統廃合は

さらなる過大施設となる可能性が高いため、現時点では運転管理の見直

し及びダウンサイジングを含む機械設備等の更新工事を行いながら、最

終的に統廃合を検討していく必要があると考えています。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長   以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  132ページの清流園管理運営事業の活動・成果指標の成果指標の放流

水質は何が1リットル当たり5ミリグラム以下なんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 山崎下水道課長。 

○山崎下水道課長  生物的化学物質、俗に言うＢＯＤというものでありますが、その数値

を表しております。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  131ページのし尿処理事業なんですが、実施内容の（1）のアの一般廃

棄物収集委託料は前年対比で上がっていますが、委託料は上がってるの

に実績数は収集件数、収集量とも下がっているかと思います。本来、量

が増えれば料金が上がるというのは理解できるんですけど、逆のことが

起きているので、この辺りの説明をお願いします。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 山崎課長。 

○山崎下水道課長  し尿収集手数料の料金改定により収集委託料も増額となっているため、

ここのアの委託料が増額となっております。 

 以上です。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  手数料が上がったことと、委託料も、だから、単位当たりの委託料が

上がったということになるんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 山崎課長。 

○山崎下水道課長  し尿収集手数料というものは基本的に業者への委託料として支払う

べきものであります。そのため、収集手数料の料金アップと委託料の料

金アップは連動し、それに伴って業者に支払う業務代金も増額となった
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ということでございます。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって下水道課に係る質疑を終了します。 

 ここで建設部全体に係る質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって全体質疑をし、建設部に係る一般会計

決算の質疑を終了します。 

 ここで説明員退席の退席のため、暫時休憩いたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ３時４５分 休憩 

      午後 ３時４６分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、再開いたします。 

 ここで認定第1号の審査を一時休止し、建設部に係る特別会計・公営

企業会計決算の審査に移ります。 

 認定第5号「令和6年度安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業特

別会計決算の認定について」の件を議題とします。 

 要点の説明を求めます。 

 山崎下水道課長。 

○山崎下水道課長  それでは、説明書の129ページをお願いします。 

 コミュニティ・プラント整備事業は、生活環境の向上と公共用水域の

水質保全を図るため、甲田町吉田口地区を対象に事業を実施しています。 

 実施内容として、下水道使用料の現年度分の収納額及び収納率は御覧

のとおり100％となっております。 

 成果としては、浄化センター、マンホールポンプ場の適正な維持管理

を行い、生活環境の向上と、公共用水域の保全を図りました。 

 なお、使用料の増額については料金改定によるものです。 

 現在、施設等に大きな故障もなく、更新を必要としておりませんが、

機器類等の状況を把握し、早めの修繕、または更新を実施する必要があ

ります。 

 以上でコミュニティ・プラント整備事業特別会計の決算について説明

を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって認定第5号「令和6年度安芸高田市コミ

ュニティ・プラント整備事業特別会計決算の認定について」の審査を終
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了します。 

 次に、認定第14号「令和6年度安芸高田市下水道事業会計利益の処分

及び決算の認定について」の件を議題といたします。 

 要点の説明を求めます。 

 山崎下水道課長。 

○山崎下水道課長  それでは、安芸高田市下水道事業決算について説明します。 

 下水道事業決算書の15ページをお開きください。 

 令和6年度安芸高田市下水道事業報告書です。 

 令和6年度より農業集落排水事業と浄化槽整備事業の2事業を下水道事

業に統合し、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業を合わせた

4事業での運営となっております。 

 上から7行目、収益的収支の経営状況を示している当年度純利益は、

約1億9,800万円の黒字となっておりますが、これは一般会計からの繰入

金によるもので利益が発生しています。 

 中段の資本的収支について、収入の不足額約2億4,000万円は、当年度

分損益勘定留保資金等で補塡しました。 

次に、その下、（1）普及状況です。 

 令和6年度から4事業を合わせた普及状況となっているために、増減が

5年度と6年度で発生したものであって、実質的な上昇数値ではありませ

ん。 

 次に、16ページです。 

 経営の指標に関する事項です。 

 中段の表、経営指標の推移について、健全性を示す経常収支比率は

100％を超えていますが、料金水準の妥当性を示す経費回収率は58.7％

となっており、100％を大幅に下回り、事業に必要な経費を下水道使用

料で賄えておらず、他会計補助金に依存した経営状況となっております。 

 有形固定資産減価償却率は50.58％となり、上昇傾向にあるため、老

朽化が進んでいると判断できます。今後、計画的な更新及び改築を進め

ていきたいと考えております。 

 次に、13ページをお開きください。 

 キャッシュフロー計算書の下から3行目、資金増加は約1億8,100万円

となっています。これは一般会計繰入金を収益的収入で受け入れること

で利益が生じているためで、この1年間の資金増減はプラスとなってい

ますが、経営状況は苦しいものとなっております。 

 今後の下水道事業経営の方針として、人口減少により、下水道使用料

金が減収する中、下水道等加入促進対策を検討し、料金収入の確保及び

滞納整理強化による経営健全化を図り、経費回収率を上昇させるととも

に、企業債残高が過大とならないように計画的に投資を行い、資産の維

持、改善に努めていきます。 

 また、施設の維持管理について、処理効率を継続的に見直し、人口減
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少に向けた施設のダウンサイジング等を検討していきたいと考えており

ます。 

 以上で説明を終わります。 

○児玉委員長   以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって認定第14号「令和6年度安芸高田市下

水道事業会計利益の処分及び決算の認定について」の審査を終了します。 

 以上で建設部に係る特別会計・公営企業会計決算の審査を終了します。 

ここで説明員交代のため暫時休憩します。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ３時５４分 休憩 

      午後 ３時５６分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、再開します。 

 認定第1号一般会計決算の審査を再開いたします。 

 これより教育委員会事務局の審査を行います。 

 教育総務課の決算について説明を求めます。 

 森岡教育総務課長兼給食センター所長。 

○森岡教育総務課長兼給食センター所長  教育総務課の決算について説明をします。 

 説明書の138ページをお開きください。 

 事務局総務管理事業です。 

 この事業は、教育委員会会議や、教育行政評価委員会の開催など、教

育委員会の運営全般に係る事業です。 

 実施内容ですが、定期的に教育委員会会議を開催し、教育行政に関す

る審議を行うとともに、教育委員による学校訪問を実施しました。また、

教育行政評価委員会を開催し、委員からの意見、提言を基に評価報告書

を作成し、公表しました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、教育委員会会議において、教育委員へタブレット端末を配付

し、会議資料のデータ化、ルール化を進め、情報共有を促進することが

できました。 

 次に、課題です。 

 端末を導入したものの、完全なペーパーレス化には至っておらず、引

き続き分かりやすい資料提供と、業務の合理化について検討を進める必

要があります。 

 続いて、139ページをお開きください。 

 就学援助事業です。 

 この事業は、経済的理由によって就学が困難な世帯に対する就学支援

や、幼児教育、保育の無償化を行っています。 
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 実施内容ですが、児童生徒就学援助費として、低所得者世帯への学用

品等の経費に対する支給や、高校や大学進学などへの奨学金貸付けを行

いました。 

 この貸付けには、若者定住対策の一環として、市内居住者への返還免

除制度があり、12名に適用しました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、奨学金返還金の滞納が解消されたこと、また、就学援助費及

び就学奨励費において、オンライン学習通信費の支給を新たに開始し、

子育て支援の拡充に取り組みました。 

 次に、課題です。 

 小中学校の給食費の無償化に伴う就学奨励費の支給事務の効率化につ

いては、引き続き対策中です。 

 続いて、140ページをお開きください。 

 学校管理運営事業です。 

 この事業は、これまで学校運営及び管理におけるハード及びソフト面

を一括で管理をしておりましたが、令和6年度から両者を分割し、ソフ

ト面を学校管理運営事業、ハード面を次のページの学校施設管理整備事

業として管理しております。 

 それでは、再び140ページを御覧ください。 

 実施内容ですが、通学に係る費用の補助、交通手段の確保、また、学

校保健安全法に基づき、児童生徒及び教職員への健康診断を行いました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、通学に係る補助及び交通手段の確保により、児童生徒及び保

護者の負担軽減を図ることができました。また、健康対策事業を実施す

ることにより、適切な健康管理を行うことができました。 

 次に、課題です。 

 バス運賃の引上げに伴い、スクールバス運行委託費が増加しているた

め、児童生徒数に応じたバスの種類選定や、運行ルートの見直しなど、

事業の効率化を継続的に行う必要があります。 

 続いて、141ページ、学校施設管理整備事業です。 

 この事業は、学校施設のハード面の整備と管理を行っています。 

 実施内容ですが、教育環境整備を目的とし、愛郷、高宮小学校の体育

館空調整備等の工事を実施しました。 

 また、2023年度に続き3、4年生用の机と椅子の更新を行いました。 

 なお、この事業は2023年度から3か年の計画で実施をしており、2025

年度を最終年度として、残りの1、2年生の更新を計画しているところで

す。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、学校環境改善のため、空調整備等を全て計画どおり実施する

ことができたことです。 
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 次に、課題です。 

 猛暑により空調整備の必要性が高まっていることから、残り五つの小

学校についても早急に対応する必要があります。 

 計画では、2025年度で全てを完了する予定です。また、学校施設の老

朽化対策についても、引き続き施設ごとの現状把握に努め、長寿命化も

含めた対策に取り組んでまいります。 

 具体的な取組としては、体育館のフローリング改修を行いました。 

 また、成果指標の法定点検での修繕件数につきましても年度を越えた

ものの、確実に対応を進めております。 

 続いて、142ページをお開きください。 

 給食センター運営事業です。 

 この事業は、安芸高田市給食センターにおいて、保育所、幼稚園、小

中学校、計19施設に給食を提供しました。 

 実施内容ですが、給食費の無償化と公会計化を行いました。 

 また、安全安心な給食の提供はもとより、きめ細やかなアレルギー対

応や、地場産の食材にこだわった献立づくりを行いました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、給食費の無償化により、保護者の経済的な負担を軽減するこ

とができました。また、公会計化も含め、学校での徴収事務や滞納者へ

の対応が軽減されることで、学校教職員の働き方改革にもつなげること

ができました。 

 次に、課題です。 

 センター稼働から14年以上が経過し、経年劣化による修繕費が増加し

ています。施設設備等の更新計画を策定する必要性から、現在、現状把

握に向けた調査事務を開始しております。 

 また、残食量についても増加傾向にあり、強い課題意識を持って、現

在、原因等の分析を行い、対策を講じている状況です。 

 なお、昨日の財政状況説明の際の南澤委員の質疑で、2ページ、諸収

入、学校給食費収入、2,667万4,000円については、主に学校教職員等の

給食費負担分と私立幼稚園等の園児負担分です。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長   続いて、説明を求めます。 

 船津学校統合推進室長。 

○船津学校統合推進室長兼統合推進係長  続けて、学校統合推進室の決算について説明します。 

 説明書は143ページです。 

 学校規模適正化推進事業です。 

 事業概要は、中学校の適切な規模について総合的に検討を進め、基本

的方向性を示し、閉校になった学校施設の利活用を図るものです。 

 実施内容は、中学校の規模適正化推進事業で、第3期学校規模適正化

推進計画素案の保護者、市民説明会を開催し、パブリックコメントで意
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見を募集しました。また、総合教育会議で市長と意見調整を行いました。 

 閉校になった学校施設の利活用状況は記載のとおりです。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、中学校の統合について、総合教育会議で市長と方向性を確認

したこと、また、閉校した旧郷野小学校及び旧苅田小学校を売却したこ

とです。 

 課題は、統合中学校の場所を選定し、保護者や地域の理解を得ながら

事業を進めること、また、閉校した小学校施設の利活用、処分を進める

ことです。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 益田委員。 

○益 田 委 員   138ページの事務局総務管理事業のところで、タブレット端末の配付

があったということで、データ化、ルール化によって情報共有の促進を

図ることができたという成果の一方で、課題として、やっぱりすぐにな

かなか全てを切り替えるということも難しいんだというところがあるか

と思うんですが、ここについての分析、要因というか、どういうふうな

実態があったのかというのを伺いたいなと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 城﨑係長。 

○城﨑教育総務課総務係長  御質問の件について、おっしゃられるとおり、端末が小さかったので

読みづらいというのが第一の要因かと思います。 

 今年度に至っては、タブレット端末をノートパソコンに変更して、あ

る程度大きく見やすいような状態にしてます。 

 とはいえ、今まで紙で並行していたものがありますので、まず、慣れ

てもらうのが第一優先なのかなと考えています。 

 以上です。 

○児玉委員長   益田委員。 

○益 田 委 員  タブレットのインチ数はちなみにどのぐらいだったかちょっと伺って

いいですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 城﨑係長。 

○城﨑教育総務課総務係長  恐れ入ります。把握しておりません。 

○児玉委員長  益田委員。 

○益 田 委 員  あわせて、少し小さかったタブレットというのはどこに用途としてい

ったのかをちょっと伺ってよろしいでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 城﨑係長。 

○城﨑教育総務課総務係長  もともとタブレット端末が学校で使用していた端末Ｃｈｒｏｍｅｂｏ
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ｏｋと言われてるものを使用していました。現在はその端末についても

使用してない状態で保管してあります。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 熊高慎二委員。 

○熊高（慎）委員  同じページで138ページなんですけども、業務の効率化をされておる

というお話だったと思うんですけども、従事正職員数が昨年0.75から

1.4と2倍、人件費も2倍になっておりますけども、この要因を教えてく

ださい。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森岡課長。 

○森岡教育総務課長兼給食センター所長  その年、その年の業務の内容によって、その業務に従事する職員が職

員の負担といいますか。かかる職員割合が変わってまいります。令和5

年度から令和6年度については、この業務にかかる職員の量といいます

か、事務量が増加をしたということになります。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  143ページ、学校規模適正化推進事業のコスト情報の事業費の一番上、

旧川根小学校閉校記念事業補助金、最終予算で150万がついていたもの

が決算額20万となっていますが、この差額の理由をお聞かせください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 船津室長。 

○船津学校統合推進室長兼統合推進係長  負担金補助金及び交付金は、旧川根小学校閉校記念事業補助金とし

て、前年度から150万円繰り越したものですが、補助対象団体の事業の

遅れにより、決算額が20万円となりました。 

 遅れた事業は、川根小学校閉校記念誌の発行で、遅れた要因は、川根

小学校に関する写真や報道記事の収集や整理、地域の方の寄稿文を集め

るのに時間を要したためと報告を受けています。 

 なお、2025年度当初予算に川根小学校閉校記念誌の発行のための負担

金補助金及び交付金130万円を計上しています。 

 また、川根小学校閉校記念誌は今月発行予定との報告を受けておる状

況です。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 新田委員。 

○新 田 委 員   先ほどの143ページなんですけども、今、閉校になった小学校の例え

ば除草とか、その辺の管理はどのように今されているのかを1点伺いま

す。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 
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 船津室長。 

○船津学校統合推進室長兼統合推進係長  除草等の管理については、要望があった箇所で必要なところは対応

するようにしております。しかしながら、多くは地域の方のボランティ

アに頼っておる状況です。地域のボランティアの方で除草してもらった

際にはガソリン代、ガソリンを燃料費、除草の燃料費をお渡ししている

ような状況です。 

 以上です。 

○児玉委員長   新田委員。 

○新 田 委 員  今年、特に葛というイノシシが好む下が、根っこが芋で、つるがすご

い強い植物なんで、かなりこれが全市的に展開というか、はびこってい

るなというのは感じてるんで、私が見る限り、今年も去年もそういった

かなりプールを中心に小学校付近へ出てないのは確認したんで、その辺

ももう既に対応されてるということで、理解でいいですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 船津室長。 

○船津学校統合推進室長兼統合推進係長  全ての施設において除草対応している状況ではないです。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 小松委員。 

○小 松 委 員   139ページ、大枠2の特別支援教育就学奨励費の（1）、事業費が昨年

と比べて250万ぐらいアップしてるんですが、これは成果のところにあ

るオンラインの学習通信費の支給を新たに開始したことによる事業費の

アップなのか確認させてください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森岡課長。 

○森岡教育総務課長兼給食センター所長  先ほどの質疑なんですが、就学奨励費の部分でよろしかったでしょう

か。申し訳ありません。 

○児玉委員長   小松委員。 

○小 松 委 員  大枠2の奨励費の（2）の事業費のところ。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森岡課長。 

○森岡教育総務課長兼給食センター所長  奨励費の増額ですが、給食の無償化による増額でございます。 

 具体的には就学奨励費における給食費補助はかかった給食費の半額を

市が補助するという制度制度でございます。 

 本来であれば、給食費が無償化になったことにより、歳出計上される

べきではありません。しかし、この奨励費には国の補助がありまして、

補助金を受け取るために市負担分を明確化し、国の補助を受け取るため、

歳出及び歳入へ計上をしているものです。 

○児玉委員長   小松委員。 

○小 松 委 員  学習通信費の支給を新たに開始したことはこれには関係ないというこ
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とでよかったでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森岡課長。 

○森岡教育総務課長兼給食センター所長  大枠は含まれます。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  142ページの給食センター運営事業の実施内容の3番、地産地消の取組

について内容を少し詳しくお伺いできますか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 安田副所長。 

○安田教育総務課給食センター副所長   給食の地場産の問題ですけれども、野菜であったり、その他おかずの

材料について、基本的には安芸高田市で採れたものを仕入れております。

地場産活用率が40％を目標にしておりますけれども、実績値として

39.1％、これは広島県産、安芸高田市産のものについて、活用したとい

うことについてパーセンテージで表しているものでございます。 

 以上でございます。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員   同じく142ページのコスト情報のところなんですけども、時間外勤務

手当が前年度から比べると半分以下、半分程度になってるんですけども、

要因を教えてください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森岡課長。 

○森岡教育総務課長兼給食センター所長  令和6年度に給食の無償化、また、公会計化という大変大きな事業を

実施いたしました。その準備に伴いまして、令和5年度には比較的高額

な時間外が支給されたものと考えます。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  同じところで、今、浅枝委員の市地産地消の取組の答弁の中で、安芸

高田市産、広島県産というような答弁があったんですけれども、成果指

標に出ている39.1％というのは、広島県産という見方なんでしょうか。

それとも安芸高田市産ということなのか、ちょっとその辺りをお願いし

ます。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 安田副所長。 

○安田教育総務課給食センター副所長   39.1％につきましては、安芸高田市産プラス広島県産で39.1％という

ふうになっております。 

 以上です。 
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○児玉委員長   南澤委員。 

○南 澤 委 員  今の答弁の仕方だと、安芸高田市産は安芸高田市産で分かっていて、

さらに県産が分かっているというような形になるかと思うんですけど、

であれば、安芸高田市産が内訳としてどれくらいあったのかについて、

御答弁いただければと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 安田副所長。 

○安田教育総務課給食センター副所長   県産と安芸高田市産を分けて把握はしております。 

 24年度につきましては、安芸高田市産が21.8％、広島県産が17.3％で、

39.1％というふうになっております。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 小松委員。 

○小 松 委 員   同じく142ページの成果指標にある残食量なんですけども、昨年は指

標には上がってなかったんですが、計画値2キロに対して実績は4.2キロ

と倍以上で残食が非常に多いということなんですが、これに対しての取

組と考えですよね、何かおありであれば、答弁お願いします。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森岡課長。 

○森岡教育総務課長兼給食センター所長  残食の状況ですが、残食はここ二、三年の間に急に増加をしてきてお

ります。四、五年前と比較しまして、約4.5倍という数字になっており

ます。 

 原因について、提供する量は変更がないにもかかわらず、残食量が増

えていくと。その現象について、いろいろと事務局のほうでも、センタ

ーのほうでも考えてみましたが、食べる環境でありましたり、運動量の

変化でありましたり、そういったことを想定を行いましたが、なかなか

明確な究明には至らず、1学期の終わりに児童生徒、小学校3年生以上で

すが、アンケート調査を行いました。その結果、いろいろなことが見え

てまいりました。その結果を踏まえまして、先日、校長会のほうでも協

議検討を行いまして、学校で取り組むこと、センターで取り組むこと、

そういった課題を共有しまして、残食の課題に取組を進めていくことに

いたしました。 

 以上です。 

○児玉委員長   小松委員。 

○小 松 委 員  活動指標のところに給食指導回数というのがあるんですが、この辺り

が19から今回11回という実績値になってるんですが、給食指導というの

は残食がなくなるというか、おいしく食べるために指導なのかなと思う

んですが、その辺の給食指導と残食というのは何かうまいこと連携して

残食を減らすというような活動にはなってるんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 
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 森岡課長。 

○森岡教育総務課長兼給食センター所長  委員御指摘のとおり、センターとしましても、同じような課題意識を

持っております。コロナ禍以降、学校の訪問が少し途絶えていたという

現状がございました。学校については、比較的早期に復帰をしていたん

ですが、保育所、幼稚園については、その辺りが訪問が途絶えていたよ

うな状況がございました。今回のそういったアンケート調査、そして、

対策の検討会の中でも給食指導を積極的に行って、食育でありましたり、

栄養指導のほうをしっかりと行っていこうということで、課題として取

組を進めております。 

 以上です。 

○児玉委員長   小松委員。 

○小 松 委 員  給食無償化の中で残食があるという非常に何か残念というか、皮肉な

結果なんですが、残食を処理するのに逆に経費がかかってるとか、そう

いったところはないんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森岡課長。 

○森岡教育総務課長兼給食センター所長  廃棄に係る委託料につきましては、業者のほうと契約を締結し、廃棄

料の支払いを行っております。 

 ただ、量が年間を想定した量になっておりますので、多少の変動に関

しては大きく変わることはございません。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員   141ページの学校施設の整備事業の中で、いろいろと事業費は、机だ

ったり、空調設備だったりに使われていると。それで、財源が私の認識

が違うておったら恥ずかしいんですが、ふるさと応援資金の教育関係の

ほうのお金がここに入ってきて、それを使っての対応かと思うんですが、

これは令和5年度のふるさと納税なんでしょうか。それとも6年度、後か

らやることなんでしょうか。違いますか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 沖田課長。 

○沖田財政課長  令和6年度に財源内訳を計上していますふるさと応援基金については、

令和5年度以前に納税していただいたものを積立てをしておりまして、

それを令和6年度に活用させていただくという形になっております。 

○児玉委員長  秋田委員。 

○秋 田 委 員  だから、基金という形で積み立てて、それを崩して使って、あと、満

額を使ったかどうかは分かると思うんですが、残ったのはそのまままた

繰り越していくんでしょうか。それともまた次年度のお金と合算しなが

ら予算も含めてやっていくんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 
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 沖田課長。 

○沖田財政課長  言われますように、残ったものは次にということになりまして、現在

は、例えば、令和6年度であれば、令和5年度のふるさと応援納税、その

金額相当を次年度の令和6年度に活用させていただくというようなこと

で当初予算化しまして、最終的には執行残辺りで金額も減ってはくるも

のもあるんですが、それで残ったものはまた次年度以降に使うための基

金として残高が残っていくというような状況になっています。 

○児玉委員長   秋田委員。 

○秋 田 委 員  分かったんですが、また今後の話はと言いますが、またふるさと応援

基金の中に教育で使ってくださいというのがあるわけで、こうしたとこ

ろ、今、机とか、いろんな施設を直されたんですが、今後まだまだそれ

を使って直さなきゃいけんようなことがあるんでしょうか。そこらは市

長の考え方もあるんかも分からんのですが、使い方としたら教育関係と

いったら、そんなとこなのかなと思うんですが、そこら辺りは説明いた

だけますか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 高下部長。 

○高下企画部長  このたびの学校関係の備品について、ふるさと納税を充てるというと

ころについては、ちょっとこれはもし間違ってたら教育委員会のほうか

ら訂正していただきたいんですけど、令和6年度が最終だったというふ

うに思っております。ですので、今後のところで教育関係で、どのよう

なことにふるさと納税の寄附金を充てていくかというところについては、

これからまた改めて検討するということです。現状のところで集中的に

そこに教育への投資ということでふるさと納税の寄附金を充てようとい

うのは、一旦区切りがついているというふうに理解をしています。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員   142ページ、もう一度すみません、給食センター運営事業のほうなん

ですけど、下の活動・成果指標のところの活動指標、使用回数のほう、

去年より随分減ってるんですけど、要因は何かお分かりだったら教えて

ください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森岡課長。 

○森岡教育総務課長兼給食センター所長  令和5年度に比べ令和6年度、使用回数のほうが減少しているという点

ですが、様々な要因が考えられるかとは思われますが、その要因の一つ

として、猛暑による野菜等が確保しづらい状況が起きているということ

が挙げられます。 

 給食ということになりますと、同じ種類の食材が大量に必要になる、

大量に準備をする必要がございます。そうなったときに、あらかじめ計

画的に準備はしていくんですが、この日にこれだけのこの食材をといっ
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たときに調達が困難な状況が少しずつ起きているという現状がございま

す。その辺りも要因の一つとして挙げられようかと思います。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員  こちらの提供されてる食材の内容は野菜がメインなんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 安田副所長。 

○安田教育総務課給食センター副所長  基本的には野菜がメインになってこようかと思います。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員   同じく142ページの給食センター運営事業ですけども、成果と課題の

ところで、成果のほうに給食費の無償化により学校職員の働き方改革に

もつなげることができたとある中で、課題のほうで、給食費の公会計化

に伴い、会計事務が非常に煩雑になっているというところで、働き方改

革ができたところと課題が生まれたところがあると思うんですけども、

給食費の無償化というところをどういうふうに評価されているかお伺い

します。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森岡課長。 

○森岡教育総務課長兼給食センター所長  まずは無償化、公会計化に伴う学校教職員の働き方改革ですが、学校

における徴収事務でありましたり、滞納整理、こういったものがなくな

ったということで、学校教職員におきましては働き方改革の一環につな

がったと思われます。 

 一方、会計を一般会計のほうに移行した際、その事務を市職員、セン

ターの職員が行うことになります。その際に公会計化となったことによ

り、入札事務でありましたり、指名願、様々な契約事務、その辺りが市

の公会計の基準に沿って財務規則等、そういった基準に沿って行う必要

があります。そうなりますと、これまでは比較的私会計ということで、

センターのやり方に合わせて行うことができたことが、市の規則に合わ

せる必要がございます。その際にやはり手間といいますとあれですが、

事務の負担、事務量、事務負担が増えているということになります。 

 以上です。 

○児玉委員長  佐々木委員。 

○佐々木委員  その両方をてんびんにかけた際も無償化の事業自体は有効であるとい

う判断でよろしいでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 森岡課長。 

○森岡教育総務課長兼給食センター所長  事務の負担はございますが、給食費の無償化により、保護者の経済的
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な負担でありましたり、そういったところがまずは解消されているとい

う点において、有効な事業であると判断いたします。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって教育総務課に係る質疑を終了します。 

 次に、学校教育課の決算について説明を求めます。 

 阿部学校教育課長。 

○阿部学校教育課長  学校教育課の決算について説明します。 

 説明書の144ページをお開きください。 

 情報教育基盤整備事業です。 

 この事業は、文科省が策定した第4期教育振興基本計画等を基に、各

小中学校に情報端末、電子黒板など、情報教育に関する基盤整備を行っ

ています。 

 実施内容ですが、学校の教職員の校務用パソコンの更新や、特別教室

用の電子黒板の配備、サーバーやネットワークの保守業、パソコン教室

用タブレットの転用を行いました。 

 成果は、校務用パソコンが持ち運びしやすくなり、授業や各種研修で

も活用し、校務の効率化を進めることができたこと、また、旧川根小学

校の電子黒板や無線ネットワーク機器を他校に移設し、情報教育環境の

基盤整備を行いました。 

 課題は、旧校務用パソコン及びパソコン教室用端末の有効活用を図る

ことです。現在は教育委員会内の各種会議で活用するなどを行っており

ます。 

 続いて、145ページ、学校支援体制整備事業です。 

 この事業は、教職員が担う業務の効率化、効果的な実施に向けて、専

門人材の配置や働き方改革につなげる取組を実施するものです。 

 実施内容ですが、ＩＣＴ支援員や学校事務支援員、学校用務員の配置

を行ったほか、学校のＩＣＴ活用への支援や、働き方改革に向けた取組

を行っています。 

 成果は、昨年度は中学校へ給食支援員を配置することで、教員の働き

方改革の一助となり、子どもと関わる時間の増加につながったこと、ま

た、ＩＣＴ支援員を学校に派遣し、学校現場でのタブレットの活用支援

や、ＩＣＴ教育に係る教員研修に取り組みました。これにより、教員の

スキルアップに一定の成果があったと評価しています。 

 課題ですが、学校現場での働き方改革はまだまだ改善の余地がありま

す。教職員が日々感じる困り事や課題を把握し、業務改善、負担軽減に

つなげていきたいと考えています。 

 続いて、146ページをお開きください。 

 個別最適な学び推進事業です。 
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 この事業は、学習や生活面で支援を要する児童生徒や、医療的ケアの

必要な児童生徒に対するきめ細かい指導など、教育的ニーズに応じた支

援を行うものです。 

 実施内容ですが、特別な支援が必要な児童生徒のために、個別最適な

学び支援員や、医療的ケアを行う看護師の配置を行っております。 

 また、不登校児童生徒に対する指導や、相談活動を行う教育支援セン

ターの運営を行っています。 

 成果は、特別支援学級を中心に個別最適な学び支援員を配置し、個別

の支援を行うことができました。また、不登校支援として、教育支援セ

ンターの登所による相談はもちろん、各校への巡回指導を行って、不登

校支援委員会等で指導、助言を行うことができました。 

 課題は、不登校児童生徒が増加傾向にあり、2024年度は小学校で31名、

中学校で28名となりました。 

 児童生徒への不登校支援では、必ずしも学校への登校を最終ゴールと

せず、児童生徒が主体性を持って自分らしく生きていくことに重きを置

いて支援を行っています。 

 また、特別支援学級に在籍する児童生徒も増加しており、支援が必要

な児童生徒も多様化しています。関係機関との連携や支援の拡充、教職

員のスキルアップが必要であると感じています。 

 続いて、147ページ、子どもの学び充実事業です。 

 この事業は、児童生徒一人一人の能力、関心等に応じて、多様な学び

の選択肢を提供するものです。 

 実施内容は、外国語サポーターの配置を行ったほか、各種検定を受検

する際の検定料を公費で負担する事業、また、昨年度は新たに次世代リ

ーダー育成海外短期留学事業などを実施し、子どもたちの学びの充実を

推進しています。 

 成果は、次世代リーダー育成のために6名の短期留学を事故なく無事

に実施することができました。生徒会活性化や生徒議会の活性化につな

げることができております。 

 課題は、次世代リーダー育成について、短期留学の成果を各校へ発表

していきましたが、一部の生徒だけではなく、多くの生徒が享受できる

仕組みを検討していく必要があると考えているところです。 

 また、検定公費負担事業について実績値が約30％となり、計画値の

80％から大きく下回っていました。 

 続いて、148ページ、地域とともにある学校づくり推進事業です。 

 この事業は、子どもたちの生きる力を育む教育の推進のほか、地域と

ともにある学校を目指していくものです。 

 実施内容ですが、学校教育活動支援として、各校の未来チャレンジ探

究学習等、特色ある教育活動への支援を行い、各中学校区でのコミュニ

ティスクールの運営支援を行いました。 
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 成果です。 

 各学校で未来チャレンジ探究学習として、小学校3年生以上、総合的

な学習の時間に探究活動に継続して取り組みました。昨年度は1月に発

表会を実施しており、各学校で探究した内容を市民にも公開して発表し

ています。 

 課題です。 

 探究学習を進めるためには、教員のコーチング力が必須となります。

各校で講師を招聘しながら、子どもたちの能動的な活動になるように職

員のスキルアップをしていくところです。 

 最後に、149ページ、幼稚園管理運営事業です。 

 実施内容については、吉田幼稚園の適切な管理運営です。 

 成果についてです。 

 昨年度は新たに防犯カメラを設置し、安全な教育環境の構築につなげ

ることができました。 

 子どもたちが幼児教育から小学校教育へとスムーズに適応するため、

幼稚園教諭、小学校教諭が子どもの様子についてコミュニケーションを

取る機会や、年長児童の小学校見学の機会を設けるなど、積極的に幼小

連携に取り組んでいます。 

 課題として、園児数減により、幼稚園教育を行うことが困難な状況が

来ることが予想されます。将来的な認定こども園移行も含め、幼稚園の

今後の在り方について検討していく必要があり、方針案を作成したとこ

ろです。 

 以上で、6事業の説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 益田委員。 

○益 田 委 員   144ページの情報教育推進基盤整備事業のところで、先ほどもあった

校務用パソコンと、それから、パソコン教室用端末の有効活用を図ると

いうところで課題があったかと思います。成果指標にもＰＣ教室、タブ

レット端末転用割合で計画値が30パー、実績値が56.7％となってるんで

すけど、これ、パソコン端末、特にタブレット端末については何台ある

ものなんでしょうか。伺います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 岡本係長。 

○岡本学校教育課学校教育指導係長   全体で469台と把握しております。 

○児玉委員長   益田委員。 

○益 田 委 員   端末転用割合というのが令和5年度を見ると40％完了してるというふ

うになってるかと思いまして、今回の指標というのは残りの60％、まだ

転用されてない60％に対して56.7％転用が進んだという理解でよろしい

んでしょうか。 
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○児玉委員長   答弁を求めます。 

 岡本係長。 

○岡本学校教育課学校教育指導係長   転用割合につきましては、年度、年度で算出しております。令和5年

度の決算では、計画値25.0％に対して実績値40.0％でございました。昨

年度は校務用パソコンの入れ替え等がありまして、授業でも入れ替えし

た校務員パソコンを使用することを想定しておりまして、転用する割合

というのをちょっと低く見積もっておりました。計画値25％で、実績値

40％を踏まえて昨年度の計画値30％としたところなんですけども、校務

用パソコンの入れ替えの時期がちょっと年度末にかかったということも

ありまして、授業に使用する台数が増えたということもありまして、今

回ちょっと使用する台数469台中266台ということで56.7％としておりま

す。 

 以上です。 

○児玉委員長   益田委員。 

○益 田 委 員  ちょっと整理させていただきたいのが、このＰＣ教室、タブレット端

末にタブレットだけじゃなくて、パソコン端末も入ってるという理解で

すか。校務用パソコン数が増えるので、前年度の定員割合の40パーより

も低くなったというところかと思うんですが、よろしいでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  失礼しました。校務用パソコンについては教員が使っていたノート型

パソコンで、パソコン教室のタブレットとは別になっております。469

台の総台数のうち266台が現在再活用しているということですので、昨

年度から積み上げているような状況です。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  146ページ、個別最適な学び推進事業の一番下の分析の効率性コスト

についてのところで、分析として現状が最適であると。旧学校活用し、

教育支援センターを開設しているとあるんですけれども、この辺りの認

識というのは、場所については検討の余地があるというような答弁を一

般質問等々で伺ってるかと思うんですが、現状最適であるというような

分析になっているので、この辺りをちょっと御説明いただければと思い

ます。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  あくまでコストについてということで会計年度任用職員を2人配置し

ておるコスト及び運営費についての分析というところで捉えております。

場所等については加味しておりません。 

 以上です。 
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○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 秋田委員。 

○秋 田 委 員   145ページの学校支援体制整備事業の中で、働き方改革として部活動

指導員の配置が6年度もあったということで、これ、私が認識違うてお

ったらいけんのですが、地域指導員とかいう、そういう形の部活動指導

員配置でいいんですよね。そうであれば、それは令和6年度は何人配置

をされたんですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  部活動指導員については、学校の職員として活動を行うもので、地

域の方に担ってもらうことも当然あります。地域指導員というのがどの

ようなものかはちょっと分かりかねるところであるんですが、あくまで

学校の活動の支援という形で地域の方に入っていただいているものです。

昨年度の実績としては4名の方が入っております。 

 以上です。 

○児玉委員長  秋田委員。 

○秋 田 委 員  私は地域の方が部活動へ入って指導される、働き方改革なんで、先生

に負担をかけないという形だと認識してるんで。4名だと、6年度が。こ

れの財源は県から部活動指導員配置支援事業補助金として来てるんです

が、もう一つ何かこっちの項目があるんですが、250万のうち、これは

幾らあったんですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 岡本係長。 

○岡本学校教育課学校教育指導係長   昨年度は170万円ほど補助金のほうをいただいております。 

○児玉委員長  秋田委員。 

○秋 田 委 員  だから、4人で割れば1人当たりがそのお金と、こっちの市のほうの持

ち出し分はあるんですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 岡本係長。 

○岡本学校教育課学校教育指導係長   市の持ち出しはございます。3分の1の補助金となっております。 

○児玉委員長   秋田委員。 

○秋 田 委 員  だから、これからも3分の1はそのまま同じ形態で進んでいき、それだ

けお金が要ると。もちろん指導員も増える可能性はあるという理解でい

いんですよね。一応質問なんで。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 岡本係長。 

○岡本学校教育課学校教育指導係長   はい、おっしゃるとおりです。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員   部活指導員についてなんですけれども、現在4名はスポーツ、分野と
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いうか、どういったところに配置されてるんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  現在というか、令和6年度段階でなんですが、ハンドボール、陸上、

野球、柔道になります。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  現状は分かりました。中学校統合も見据える中で、部活動指導委員を

今後増やしていこうと思われているのか。そういった中でも今見えてい

る課題というのはどういったものがあるのかというところをお聞かせい

ただきたいと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  委員さんおっしゃるように、部活動指導員については拡充していき

たい方向ではありますが、実際になかなか指導員、部活動の指導になっ

てくれる方がいない現状が一番の課題だというふうに感じております。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員  148ページの活動・成果指標の成果指標なんですけども、社会のため

に何をすべきか考えられる児童生徒の割合というのが実績値80％を超え

ていて、5人に4人がそういうことを考えられるすばらしい結果だと思う

んですけども、どの生徒というか、どの児童を対象にどのような取り方

をしてこの数字になったか教えてください。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 上田主任指導主事。 

○上田学校教育課主任指導主事  こちらの数値につきましては、全国学力・学習状況調査の対象は、

中学校3年生と小学校6年生になります。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 益田委員。 

○益 田 委 員  同じページで、実施内容1番の学校教育活動支援の中の（3）でＰＢＬ、

未来チャレンジ探究学習があると思います。発表会とかも見させていた

だいて、すごいいい取組だなと思うんですけど、課題のところで、探究

学習を進めていくために研修会等で教員の指導力向上を図る必要がある

という課題が挙げられていると思いまして、指導力を向上しなければい

けないと考えられた要因というか、その辺りは何か経過などがあれば伺

いたいなと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 
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 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  今までの授業観というか、転換が学習指導要領改訂のときにありま

して、ティーチングからコーチングへという大まかな流れがあります。

その中で、教職員がコーチングのほうにシフトしていく、子どもたちの

自主性を導き出して、対話をしながら学びを深めていくというようなス

キルアップが必要だというところで記載させていただいております。各

校で講師を招聘して、研修に努めている現状ではあります。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  同じ学校とともにある地域づくり事業、148ページの課題のところで、

学校運営協議会により地域と連携、協力体制をより強固な形をつくる必

要があるというふうに書いてあるんですけれども、この辺り、強固な形

をつくるという部分、どのようなことをイメージされて、こういう課題

感なのかということをちょっと御説明いただきたいと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  学校運営協議会には各校で令和2年度から先行実施をして、令和3年

度から全校で、全中学校区でやっているところです。より強固な形とい

うのが地域との連携を深める形で、文科省が推進しているコミュニティ

スクールの推進の中で、学校運営協議会と、もう一つ大きな柱、地域学

校協働活動コーディネーター、地域学校協働活動推進本部というのを設

けてやるというのがありまして、そちらのほうがちょっと本市では今取

組として弱いということで、そこを設置すること、もしくは今現状ちょ

っと学校運営協議会の方に地域に入ってくるときにコーディネートして

いただいてることがあったりするので、そういう面で新しく強固な形に

していく、より学校と地域が連携を密にできるような仕組みを構築して

いくという意味で書かせてもらっております。 

 以上です。 

○児玉委員長   南澤委員。 

○南 澤 委 員  方向性は理解できました。具体的な取組というのは、課題に対して何

か今、アプローチが始まってるんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  具体的な取組はまだ進んでおりません。ただ、本市の取組、就学支

援員とかともうまく結合させていけるとよりよいものができるんではな

いかなというのは課内で協議をしているところです。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 熊高慎二委員。 



【速報版】 

 

97 

○熊高（慎）委員  同じページの148ページですが、下段、分析、コストについて分析結

果は現状が最適であるとありますけども、分析理由はコスト低減の可能

性はあるが、現状が最適であるとあります。コスト低減の可能性がある

のであれば追求していただきたいのですが、分析理由についてお考えを

お聞かせください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  現状、コミュニティスクールの学校運営協議会等の人数は、中学校

区間でばらつきがあったりするところで、最適な人数というのがちょっ

と把握しかねるところもあり、このような表現になりました。果たして、

どういう人数でやるのが一番ベストのところにあるのかという意味で書

かせてもらっております。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 小松委員。 

○小 松 委 員   147ページ、子どもの学びの充実事業のところなんですけども、英語

の勉強が好きと回答した児童生徒の割合が80％に対して60.7％、昨年も

61％ぐらいでしたので、依然あまり目標に対しては到達できてないと思

うんですけども、全国学力でも55％、50というふうに何か下がっている

傾向と先日聞きましたし、外国語サポーターを導入して、恐らく丸3年

過ぎて4年目か5年目に今年なるのかなと思うんですが、昨年度の導入か

ら昨年度実施して、なかなか達成に向けて学習意欲を高める工夫が必要

であるというのが昨年度からの有効性に対する評価だったんですが、今

年も同じなんですけども、その辺の評価についてお聞かせください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  外国語サポーターを配置してから数年がたっておるところなんです

が、この評価指標については、広島県で実施している児童生徒学習意識

等調査で、対象が小学校5年生、中学校2年生ということの結果になって

おるんですけども、外国語サポーターの配置に伴う市独自の英語の好き

か嫌いかによる調査によれば、もう少しいい数字ではあるんですが、ち

ょっとこの数年、頭打ちになっているところがあるというのが現状です。 

 以上です。 

○小 松 委 員  工夫が必要であるということで、何か取組等、去年に関してテコ入れ

なり、研修なり、何か取組というのがされてあったんであれば、お聞か

せください。外国語サポーターを活用して意欲を高めるような取組等、

昨年度されているようであれば教えてください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  外国語サポーターに係る研修はやっております。昨年度ではないん
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ですが、外国語サポーターの配置の仕方を今年度少し替えております。

学期ごとに替えてたものをより学校、子どもたちと深く関わりたいとい

う思いの中で、1年間、年間通して同じ学校に配置するというような取

組を今年、今年度やっております。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 益田委員。 

○益 田 委 員  同じページで147ページの実施内容、大枠の3番でオンライン学習サー

ビス、スタディサプリの導入とあります。昨日、高校の部分については

企画のほうであったんですけど、こちらの分野のほうでの導入に当たっ

ての成果、また、課題等があれば伺いたいなと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  スタディサプリですが、昨年度の年間のアクティブ率といって、1か

月のうちに一度でもログインをして動画を視聴したり、問題を解いたり

したアカウントの割合が平均で71％になっております。これが高いか低

いかというのは、業者的にはいいほうには一応なっているんですけども、

市教としては少し物足りないなというところもありまして、各校で活用

していただくように呼びかけ等、校長、管理職への指導等もしくは情報

担当者への研修等を深めているところです。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員   同じページ、147ページですが、子どもの学び充実事業の事業概要と

しては一人一人の子どもの主体的な学びを促す教育活動を推進するとい

うところになってます。ところが成果指標のところは英語の勉強が好き

と回答した児童の割合ということで、かなり限定した成果の取り方を成

果指標に挙げているなというふうな印象を持っているんですけれども、

この辺りについて、どのような所感をお持ちかというのをちょっとお聞

かせいただけますでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  委員さんおっしゃるように、かなり限定的な成果指標になっており

ます。そもそも子どもの学び充実事業というものが幅広く子どもの学び

を充実させるという幅広いところがあるので、その中の1項目を挙げさ

せていただいているというところになります。 

 以上です。 

○児玉委員長   南澤委員。 

○南 澤 委 員  追いかけるＫＰＩ、成果指標としてここになってしまうと、どうして

もやっぱり英語に寄りがちになってしまうんだろうと思うんですが、見
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直す検討の余地があるんではないかなというふうに思うんですけれども、

その辺りについて、御意見を伺えればと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  もう一度、事業の趣旨等を考えて、成果指標、活動指標等を検討し

ていきたいと考えています。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 浅枝委員。 

○浅 枝 委 員   146ページの個別最適な学び推進事業の成果と課題の成果の三つ目の

学習支援及び人間関係づくりの支援を行ったとありますが、人間関係づ

くりの支援とは具体的にお聞かせください。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  教育支援センターで職員と対話をすることで、子どもたちのつまず

きを把握していって、友達との関わり方とか、第三者との関わり方、集

団との関わり方について話をするというような支援の仕方です。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  147ページの成果と課題のほうの成果のほうで、次世代リーダー育成

のため云々とありますが、その中で政治への関心を高めることにつなげ

ることができたということですが、具体的にはどういうことですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  政治への参画意識というものは各校の生徒会活動によって醸成され

るのも一つだと考えております。そういう意味でこういう次世代リーダ

ー育成の事業があったということで、立候補者が増えたりというような

学校もあったというふうに聞いておりますので、そういう面で政治への

関心を高めることにつなげることができたという表記にしていきます。 

 以上です。 

○児玉委員長   熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  148ページの活動・成果指標の中で、学校運営協議会開催回数が30回

が22回ということですが、これはどのように評価をされてるんですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  計画値の30回は6中学校区で年間5回、五六、三十というイメージを

しております。それが実績値として各校で3回のところもあるというよ

うなところです。回数だけで学校運営協議会の質の評価というのはちょ

っと難しいところはあるとは思うんですが、どうしても3回だと、最初
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と中間評価と最後の評価みたいなところで十分な熟議が取れないという

ようなところがあります。そういう意味で、少し低い実績値となって、

課題というふうに捉えています。 

 以上です。 

○児玉委員長   熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  この中で委員がいらっしゃるけども、出席率というのは何％ぐらいな

んですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  大変申し訳ございません。出席率まではうちのほうに報告するよう

な仕組みにしておりません。 

 以上です。 

○児玉委員長   熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  偏ったようなところもあるというふうに漏れ聞いたんですが、確認の

上で必要があれば是正してください。いかがでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 阿部課長。 

○阿部学校教育課長  委員さんから意見があったということで、各校長に照会をかけてみ

たいと思います。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって学校教育課に係る質疑を終了します。 

 ここで1時間経過しましたので、ここで17時15分まで休憩といたしま

す。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ５時０４分 休憩 

      午後 ５時１５分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、再開いたします。 

 ここで高下部長より、先ほどの答弁の訂正の申出がありましたので、

これを許可いたします。 

 高下部長。 

○高下企画部長  先ほどの秋田委員からの質疑で、ふるさと納税を学校の机、椅子の更

新に対して充当していくのが令和6年度で終了ですというふうに申し上

げましたが、令和7年度、今年度で終了ということでありました。訂正

をお願いいたします。 

○児玉委員長  秋田委員。 

○秋 田 委 員   ということは、6年度もまだ机とかなんとかはもう使うていってるん

ですよね、ふるさと納税で。今、6年度の決算したんだから、7年度も、
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じゃあ、それもやるんですよということでいいんですよね。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 高下部長。 

○高下企画部長  そのとおりです。 

○児玉委員長  それでは、続いて、生涯学習課の決算について説明を求めます。 

 井木生涯学習課長。 

○井木生涯学習課長  生涯学習課の決算について説明をします。 

 説明書の150ページをお開きください。 

 社会教育総務管理事業です。 

 この事業は、市民文化センターに社会教育指導員を配置し、生涯学習

の振興に必要な体制を整えています。 

 実施内容ですが、毛利元就入城500年記念事業を元就の里文化スポー

ツ事業として継続し、四つのイベントを開催いたしました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、毛利元就入城500年記念事業を元就の里文化・スポーツ事業

として引き継ぎ、各種イベントを開催し、市内外から多くの参加があっ

たことです。 

 次に、課題です。 

 社会教育主事資格者の増加を図りたいが、勤務の調整が難しく、資格

取得に至っていないことです。 

 続いて、151ページ、社会教育施設維持管理事業です。 

この事業は、主に六つの文化センターの維持管理を行っています。 

 実施内容ですが、利用者の皆様に安全かつ快適に御利用いただくため、

施設の運営や修繕を実施いたしました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、各文化センターの修繕を進めた結果、火災時の安全装置の機

能回復や空調、熱源の不具合を解消することができました。 

 次に、課題です。 

 各文化センター施設の老朽化が進んでおり、照明や音響施設等の一部

の部品が製造中止になってきています。そのため、今後は長期修繕計画

を立て、早期に交換を進めていく必要があります。 

 続いて、152ページ、社会教育振興事業です。 

 この事業では、青少年教育、成人教育、人権・家庭教育支援の三つの

分野に取り組んでおります。 

 実施内容ですが、市民向けのイベント開催や、社会教育に関わる団体

への補助金支援などを行いました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、高齢者大学の学生数が増加したことです。 

 次に、課題です。 

 高齢者大学をさらに充実させるため、参加者が自校に出席できるでき
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ない場合でも、他の地域の大学に参加できるよう改善を進めていく必要

があることです。 

 続いて、153ページ、図書館運営事業です。 

 この事業では、図書館6館の運営を行っています。 

 実施内容ですが、生涯学習や情報発信の拠点として、幅広い資料や情

報を収集、提供することに努めました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、中央図書館では飲食可能なスペースや、木のボールプール等

を設置するリニューアルを行い、利用率の向上につながりました。 

 次に、課題です。 

 今後は中央図書館の成功事例を参考に、他の図書館でもリニューアル

を検討していく必要があることです。 

 続いて、154ページ、文化芸術振興事業です。 

 この事業では、市民に文化芸術に触れる機会を提供し、文化活動を支

援しています。 

 実施内容ですが、市民文化祭や映画上映会など、文化芸術イベントの

開催や、市民文化団体連合会への補助金の交付を行いました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、コロナ禍で一時的に低下した文化活動でしたが、映画上映会

や市民文化祭などを開催し、少しずつではありますが、活気が戻ってき

たことです。 

 次に、課題です。 

 文化祭を運営する文化団体連合会の高齢化が進み、運営負担も増えて

います。今後、市民の文化振興を続ける上で、文化祭をどのように開催

していくか検討が必要なことです。 

 続いて、155ページ、文化施設運営事業です。 

 この事業は、博物館運営事業と現在休館中の美術館運営事業を統合し

たものです。 

 実施内容ですが、安芸高田市歴史民俗博物館の運営管理や、企画展、

講座などの各種イベントを開催いたしました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、以前から課題だった第2展示室の借地料について、地権者と

再協議を行った結果、年間ですが、56万6,000円減額したことです。 

 次に、課題です。 

 博物館のホームページ開設から16年が経過し、デザインだけでなく、

画面のレイアウトやスマートフォンへの対応など、全体的な見直しを検

討していく必要があります。 

 続いて、156ページ、文化財保護事業です。 

 この事業では、国史跡の毛利氏城跡をはじめとする文化財の維持管理、

保護、活用に取り組んでいます。 
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 実施内容ですが、文化財の維持管理、埋蔵文化財の調査、文化財保護

審議会などを開催いたしました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、埋蔵文化財の有無協議の件数がホームページや事前確認の周

知活動を進めた結果、協議件数が増加したことです。 

 次に、課題です。 

 天然記念物であるオオサンショウウオの救助件数が年々増え、増加し

ています。そのため、今後の対策として、オオサンショウウオの生息分

布図を作成し、現状を正確に把握することが必要であります。 

 続いて、157ページ、体育施設維持管理事業です。 

 この事業は、市内各社会体育施設の維持管理、運営を行い、スポーツ

環境の整備を行っています。 

 実施内容ですが、市内の社会体育施設の維持管理や、小学校の夏季プ

ールの開放事業を行いました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、燃料費高騰の影響を鑑み、重点支援交付金を活用しました。

これにより、指定管理者の安定した施設運営を支えることができ、サー

ビスの質を維持することができました。 

 次に、課題です。 

 社会体育施設のグラウンドや体育館の照明を省エネ化を見据えたＬＥ

Ｄ照明へ切り替えていかなければならないことです。 

 続いて、158ページ、スポーツ振興事業です。 

 この事業は、市民が生涯を通じてスポーツを楽しむことができ、健康

で豊かな生活を送れるような取組を行っております。 

 実施内容ですが、生涯スポーツの振興を図るため、スポーツ振興団体

への補助金の交付や、全国大会等出場選手の壮行会を行いました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、新たに設立された安芸高田市スポーツ協会補助金交付を通じ

て、各スポーツ団体へ財政支援を強化し、生涯スポーツの推進を図った

ことです。 

 次に、課題です。 

 スポーツ推進委員の高齢化が進んでおり、組織の活性化が課題となっ

ています。今後の円滑な事業運営のため、若年層の委員を確保し、世代

交代を図っていく必要があることです。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長   以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  153ページの図書館運営事業なんですが、活動・成果指標のところで、

成果のところ、中央図書館の1日当たりの貸出し人数だったり、利用者
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数なんですが、これ、中央図書館としているところに6館全部の合計で

もいいんじゃないかなと思うんですけれども、なぜ、中央図書館という

ふうにしているのかというところをお聞きしたいと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  今回、中央図書館のリニューアルを行ったということで、こちらの指

標を出しております。 

 以上です。 

○児玉委員長   南澤委員。 

○南 澤 委 員  ということであると、目標とした計画値より実績値のほうが少ないか

と思うんですけれども、この辺りはリニューアルの結果、よくなかった

という結果になっちゃうのかなと思うんですが、その辺りはどのように

捉えてらっしゃるんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  今回、リニューアルを行った結果ですが、最初の2か月ですが、例え

ば、リニューアルの利用状況ですが、7月20日から10月31日までの86日

間でいいますと、前年度の2023年度がその間、1万8,506人だったところ

が、2024年、リニューアルの年は1万9,982人ということで、プラス

1,476人、個人への貸出冊数も2023年度は2万4,062冊、2024年度が2万

5,893冊、プラス1,831冊ということで、リニューアル自体は効果があっ

たものと感じております。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  158ページのスポーツ関係のところですが、スポーツ協会を設立をい

ただいて、いろいろ流れをつくっていただいて、かなりいろんな動きが

明確になってきたかなと思いますけど、まだまだなじんでないところも

かなりあるんだろうなという、いろんなことを聞きますが。この辺の状

況というのは6年度でかなり落ち着いたとこまでいったんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  6年度で4月1日で設立でございますので、まだ1年と少したった状態

であります。これからどんどんまだ今回、安芸高田市全体を網羅するス

ポーツ推進委員として設立しておりますので、また今後、漏れた団体が

ないようにすることがまた大切なことではないかと思っております。今

のところ、今までの団体がもともと体育協会とか、スポーツ協会、その

辺の団体が加わっている団体はありますので、今のところ大きな問題は

起こってないと感じております。 

○児玉委員長   熊高昌三委員。 



【速報版】 

 

105 

○熊高（昌）委員  今おっしゃった課題というのは課題の中の2番に当たるんかなと思い

ますけども、その辺を徐々に詰めていくことによって、今のような課題

が解決できるということでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  安芸高田市の方に全てのスポーツ団体というか、平等にこういった

支援が受けられるようになればと思っております。 

 以上です。 

○児玉委員長   熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  スポーツクラブがまとまって充実していけば、スポーツ指導員という 

立ち位置で、学校クラブの指導という、そういったところに関わってい

けばという、随分以前からも課題でありますし、これは全国的にも課題

ですけども、そういったところにつながるような仕組みがこのことでで

き始めたんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  まだそちらのほうに対する動きというものはまだ新しく始めてはい

ません。 

 以上です。 

○児玉委員長   熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  156ページのほうに移りますが、課題の中でオオサンショウウオのこ

とが出たんですが、私、あんまり意識がなかったんですけども、これ、

どういう状況なんでしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  オオサンショウウオほうが天然記念物となりますので、例えば、よ

くあるのが水路のほうへはまって出れなくなっているとか、そういった

事情が意外と多いです。その中で、やはり天然記念物ということで市民

の方が直接触るということが難しいので、必ず通報を受け、職員が出向

いて保護を行って、広い川へ逃がすようにしています。 

 今回、マップというか、分布図についても、こういうことで場所の確

認とか、逃がす場所、そういうことがまた把握しやすくなりますので、

こういった分布図を作成できればと思っております。 

 以上です。 

○児玉委員長  熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  ぜひ、取り組んでいただきたいと思いますが、近年のこういった線

状降水帯の大洪水、そういったもので流されて出て下流に行くというこ

とも最近多いんですね。さらには災害復旧とか、河川工事ですみかがな

くなってくるということも含めてあるんで、これはハード部分との連携

も必要なんだと思いますが、そこらの視点を持ってやられるということ
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でしょうか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  災害の関係で河川工事がやはり近年多いこともありますので、そち

らのほうからも通報がありますので、やはりそういった連携を取ってで

きればと思っております。 

 以上です。 

○児玉委員長   熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  154ページに移りますが、実施内容で2の（3）、けんみん文化祭ひろ

しま、あきたかた市民文化祭、けんみん文化祭と、あきたかた市民文化

祭、この年だったんですかね、連携してやったというか、毎年なんでし

ょうけども、ここでやったけんみん文化祭が去年か今年か、去年ですよ

ね。そのとき、随分盛り上がったような感じがしたんですが、連携とい

うのは、こちらに来たというのは今まであったんですかね、去年のよう

な形で。ちょっと確認したいんですが。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  昨年度のことですけど、今まで、まず、文化祭を各町民文化祭とし

て6か所でやっておりました。それと、あと、本庁のほうといいますか、

生涯学習課のほうでは、けんみん文化祭の予選という形で文化祭を開い

ておりました。昨年度はこれからのことも考え、一度1か所でやってみ

ようということで試行的に1か所で文化祭を全てまとめて、今まで1日で

行っていたものを2日間、土日で行いました。ただし、こちらのほうも

やってはみたんですが、まだやはり交通の便がやっぱり遠くから来られ

る方が吉田に来る手段がないと。後はやはり文化センターというか、こ

ちらのほうが敷居が高いとか、そういったこともありまして、やはり参

加団体、人数ともに減っていますので、また今年度からはやはり地元で

盛り上げるということで、地域のほうで開催するように訂正しておりま

す。 

 以上です。 

○児玉委員長   熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  分かりましたけど、昨年の大会で安芸高田市の地元の支援団体が最優

秀賞だったかな、もらったというふうに思いますが、そこらの評価をど

んなふうにされておるんかなという気がするんですが。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  もし、そういうことがあれば、連絡があれば、例えば、広報紙とか

ということはするんですが、今のところ何かこちらのほうでするという

ことは行っていません。 

 以上です。 
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○児玉委員長  熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  けんみん文化祭の結果とかは、安芸高田市は受け止めてないんですか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  すみません、結果はいただいてるんですが、その先のことをまだ行

っておりませんでした。 

 以上です。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員   155ページ、文化施設運営事業で、成果指標等々を拝見すると、大変

好調というか、物販のほうも順調に進んでいるというところなんですが、

分析のところ、市民参画で、市民参加が可能であると、小中高生との連

携を深めることは可能であるというふうに書いてあるんですけど、この

辺りはどのようなことを想定されて、こういう分析になってるんでしょ

うか。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 秋本副館長。 

○秋本生涯学習課歴史民俗博物館副館長  中学校、高校、小学校、それぞれちょっと違うとは思うんですが、一

般的に、例えば、高校ですと、高校生が実際あんまり博物館にお越しに

なることが今までなかったんですけど、それを来てもらって、説明はも

ちろんですけど、いろいろ案内したりもそうですし、あと、小学校、中

学校、小学校は民具体験とかで来る機会自体はあるんですが、例えば、

夏休みの子ども向けのイベントみたいなものはやってなかったりしたの

で、小学校、中学校、高校、それぞれに合わせて、イベントであったり、

通常の学校行事としての連携であったりというのをもうちょっとできる

余地はあるかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員   151ページ、社会教育施設維持管理事業で課題のところ、昨年来、同

じ課題で各文化センターの大規模修繕計画が必要であるとか、施設の部

品等の製造中止があって、長期修繕計画を立てねばということは書いて

あるんですけれども、これは同じ課題でずっと来てしまってまして、昨

年度においての進捗というか、何をどう進められたのかという辺りをお

聞きしたいと思います。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  施設の老朽化ということで、やることとすれば、やはり修繕。修繕

をやっていく中で、やはり今、こちらにも書いてるんですが、部品があ

るものは業者も取りそろえて修理ができるんですけど、やはり最近ある
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のが年数がたって部品がないと。例えば、スイッチ一つないだけでも新

しく新品に替えるというような修理になってしまうというケースもござ

いますので、まだちょっと計画のほうは立ってないんですけど、詳しい、

どこ、何が何年たって、もうそろそろメーカーの生産を終了すると、部

品の終了が収束するというものも含めた計画を立てないと、いつかはも

うまた使用ができないような状態に陥る可能性もありますので、これか

らはちょっと少しそういうことを加味しながら計画を立てていきたいな

とは思っております。 

 以上です。 

○児玉委員長  南澤委員。 

○南 澤 委 員  昨年来、計画を立てないと立てないとと言って、ずるずる来てるとこ

ろがあるんだと思うんですけども、その辺り課題は認識されていて、で

きないのは何か要因があるんでしょうか。 

○児玉委員長  答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  職員のほうも異動したりとかもあるんですけど、なかなか施設のこ

とに機械に詳しい職員というのが各施設にいればいいんですが、どうし

てもそういう施設、そういうふうに長けた職員がちょっと少ないという

こともありまして、もう修理だけで手いっぱいというような状況で、計

画は立っておりません。 

 以上です。 

○児玉委員長   南澤委員。 

○南 澤 委 員  つい先日もエアコンの改修で専決処分の承認をしたばかりです。その

際も同時多発的に8か所でしたかね、生涯学習課だけじゃないのは十分

承知してるんですけれども、突然にやるとなると、やはり専決処分だっ

たり、随契でやったりしないといけないので、計画的にやらないと、や

っぱりコストがかかってきてしまうし、何より避難場所として指定され

てる場所もあると思いますので、そういった中で今回はエアコンじゃな

いんですけども、エアコンの修理が必要だったり、ほかの設備も必要に

なってくるという中で、早く取り組まないといけない、まず、計画を立

てて、しっかりと対策を立てていかないといけないと思うんですけれど

も、その辺りの認識というか、事情は分かるんですけれども、しっかり

と準備しておかないといけないんではないかと思うんですが、見解を伺

いたいと思います。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  おっしゃるとおりで、計画を立てて、あと、予算をつけた上での執

行となりますので、その辺は新年度でまた協議しながらということにな

ると思いますが、やっていこうと思っております。 

 以上です。 
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○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

 小松委員。 

○小 松 委 員   155ページ、先ほども同僚議員からもありましたように、入館料、物

販ともに非常に収益が好調ということで、先ほども小学校、中学校、高

校生とかの連携を含めた参画ということだったんですが、それであれば

なおさらなんですが、昨年からの課題で、ホームページ開設からかなり

時間がたっていて、デザインだけではなくてスマホ対応とか、そういっ

たものを検討するという課題が2年連続で同じような形で出てるという

ことに関しては、ちょっと具体的に進めていこうかとか、計画とか、進

捗状況等あれば、答弁をお願いします。 

○児玉委員長   答弁を求めます。 

 井木課長。 

○井木生涯学習課長  ホームページの開設をやりますと、やはり費用が丸々変えるという

ことであれば、かかりますので、その辺、最近の安芸高田市の財政状況

を鑑みながら、とはいえ、もう古い10年以上たったものになりますので、

どこかの時点では更新をしていきたいとは思っております。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって生涯学習課に係る質疑を終了します。 

 ここで教育委員会事務局全体に係る質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって全体質疑を終了し、教育委員会事務局

の審査を終了します。 

 ここで説明員交代のため暫時休憩いたします。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ５時４３分 休憩 

      午後 ５時４５分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 これより議会事務局の審査を行います。 

 要点の説明を求めます。 

 國岡議会事務局次長。 

○國岡議会事務局次長  それでは、議会事務局の決算について御説明します。 

 説明書の159ページをお開きください。 

 主な業務は、本会議、委員会、全員協議会等の開催、運営に係る業務

です。 

 実施内容は記載のとおりです。 

 前年度と比べ、臨時会の回数日数が1日、委員会の開催日数が9日増え
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ています。 

 次に、成果と課題です。 

成果は、議員の改選及び補選、県市議会議長会の臨時会開催等によ

り事務量が増えた中、本会議や委員会等の運営を滞りなく行うことがで

きたことです。 

         課題は、昨年度に引き続き、会議録の作成が大幅に遅れたことです。

今年度、事務の見直しと進捗管理の徹底を行い、年度内に全ての遅 

れを挽回するよう事務を進めています。 

 続いて、160ページをお開きください。 

 議会広報事業です。 

 この事業は、議会活動の周知を図る事業です。 

 実施内容は記載のとおりです。 

 議会だより第81号は5月に自前で作成したものをホームページに掲載

し、9月に紙媒体の広報紙を発行しました。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、議会だよりの読みやすさ、分かりやすさ、正確性の向上に向

けて、レイアウトや作成手順を向上したこと、お太助フォンや、ホーム

ページを随時更新するなど、情報発信を遅滞なく実施したことです。 

 課題ですが、議会だよりは、内容の充実、変化が常に求められますの

で、今後も研さんを続ける必要があります。 

 最後に、161ページをお開きください。 

 議会調査事業です。 

         この事業は、議会、委員会、議員が調査研究を行うための事業です。  

三次市で開催された市議会議長会北部ブロック研修に参加しました。 

 政務活動費の申請及び交付実績は記載のとおりです。 

 執行率は、改選後は改選前よりも約7％増えています。 

 次に、成果と課題です。 

 成果は、政務活動費の事務処理を適切に行い、かつ、使途基準の遵守

を徹底した支出がなされていることです。 

 一方で課題は、政務活動費の運用等に関する申合せ事項を2017年5月

以降は改正しておりませんので、使途基準の具体例の整理が必要となっ

ているところです。 

 地域懇談会は地域課題を抽出し、所管事務調査や政策立案、一般質問

につなげるサイクルを研究していく必要があると考えています。 

 以上で、説明を終わります。 

○児玉委員長  以上で、説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 益田委員。 

○益 田 委 員   一点だけすみません。160ページの成果と課題のところで、課題につ

いて、恐らくＹｏｕＴｕｂeだと思うんですが、動画視聴者数が減少し
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たというふうに挙がってるんですが、やはりある程度の指標として課題

に挙がっているということは、動画視聴者数というのは重要と捉えてい

かなければいけないという理解でよろしいか、この辺りを伺いたいと思

います。 

○児玉委員長   ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。 

 國岡事務局次長。 

○國岡議会事務局次長  具体的な目標設定はしてないんですけれども、動画の視聴者数は議

会への関心、政治の関心につながると思いますので、一定数の視聴を常

に気にしながら進めていきたいと思っております。 

○児玉委員長  ほかに質疑はありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○児玉委員長  質疑なしと認め、これをもって議会事務局の審査を終了し、認定第1

号「令和6年度安芸高田市一般会計決算の認定について」の審査を終了

します。 

 暫時休憩します。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ５時５０分 休憩 

      午後 ５時５３分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○児玉委員長  休憩を閉じて、再開します。 

 これより認定第1号「令和6年度安芸高田市一般会計決算の認定につい

て」の件について討論を行います。 

 討論はありませんか。 

  〔討論あり〕 

○児玉委員長   討論がありますので、まず、反対討論の発言を許します。 

  〔討論なし〕 

○児玉委員長  反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員   賛成の立場で討論します。 

 令和6年度事務事業評価について、活動指標、成果指標ともに当該事

業がどのようになってほしいか、そのためにどうするかといった具体の

目標にできる指標となっている事業は少数に感じました。 

 また、単年度の評価だけでなく、複数年度で経過を分析し、将来目指

すゴールへの進捗を示していく必要はあると考えます。 

 しかしながら、行政組織のスリム化を図りながら、財源縮小の中、多

様性を求められる社会に対応できるよう事務を執行していると判断し、

認定すべきと考えます。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに賛成討論はありませんか。 
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 益田委員。 

○益 田 委 員  同じく賛成の立場で討論いたします。 

 昨日と本日と多くの質疑、答弁をいただく中で、おおむね内容につい

ては疑問が解消されたと捉えています。 

 実際に決算の審査をする中で、以前、自身の一般質問でも資料、事務

事業評価シートの改善について提案もしましたが、改善すべきところは

一定数あると感じましたし、答弁でも様々な課において、次年度以降の

改善の答弁があり、そこについてはある種期待ができるものと感じてお

ります。 

 本題の決算内容についても地方債残高、それから、実質公債費比率、

将来負担比率の割合は過去最低となっております。これから本市が中学

校統合ですとか、認定こども園と大きな事業に向けての準備姿勢がある

種捉えられているというふうに感じておりますし、あわせて、教育費の

占める決算の割合も令和5年度、過去と比較して増加していることを踏

まえて賛成討論とさせていただきます。 

○児玉委員長   ほかに討論はありませんか。 

 南澤委員。 

○南 澤 委 員  賛成の立場で討論します。 

 令和6年度の決算については、財政状況が厳しい中、健全化、判断比

率、4指標全て基準を満たす大幅に下回るもので、財政健全化に向けて

進捗も進んでおり、基金のほうも大幅に減らすことなく、令和6年度の

事業、決算を迎えたことは評価したいと思います。 

 決算審査の中で、多くの課題が執行部と共有できたと思います。そう

いった辺りを来年度の予算に向けて解決に向かうことを期待して、賛成

といたします。 

 以上です。 

○児玉委員長  他に討論はありませんか。 

 新田委員。 

○新 田 委 員  それでは、賛成の立場から討論させていただきます。 

 審査の過程において、重要施策の動向について、納得のいく説明が十

分でないと感じる場面もありました。 

 特に地域おこし協力隊に関しては任期中の活動状況や、任期終了後の

進路、定着支援、市としての後押しの具体的な取組、地域との関わり体

験など、報告があってしかるべきと考えます。本市の地域おこし協力隊

を卒業された多くの方が市内に定住されているという事実は非常に評価

するべき成果であると考えます。 

 隊員がミッションを通じて地域と関係を築き、起業に至るプロセスや、

定住につながるまで、多くの人との触れ合い、さらには国や市からの起

業の支援への具体的な内容など、これらの成果を可視化し、予算の透明

性を徹底することで、信頼される制度運用が出されると私は強く感じま
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した。 

 令和7年度予算審査において、執行部から新たなルールづくりなど、

今後取組を進めていくとの答弁があったように、市民から疑義を持たれ

ることのないよう、令和7年度の決算では納得のいく報告されることを

期待し、賛成の討論とさせていただきます。 

 以上です。 

○児玉委員長   ほかに討論はありますか。 

 熊高昌三委員。 

○熊高（昌）委員  令和6年度決算に対して賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 藤本市長が中途から関わった予算執行のため、現執行部の評価は難し

いところがありますが、財源の見通しを立てながら執行ができたと受け

止めております。 

 しかし、課題も多く、また、大きく今後の見通しは非常に厳しいと受

け止めております。 

 質疑の中で、課題の受け止めと解決に向けてのスピード感や、想像力

が乏しく感じられました。特に老朽化した施設の改修、そのための財源

確保、そういったものに対する見通しというのがなかなか見えてこない、

そういった感じも受けました。 

 既に令和7年度も半旗を過ぎた状況でありますが、今後、後期の年度

内でさらにスピードアップをして、令和8年度につながるような決算と

していただきたいことを期待をさせていただいて、賛成討論とさせてい

ただきます。 

○児玉委員長  ほかに賛成討論ありはありますか。 

  〔討論なし〕 

○児玉委員長  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 認定第1号「令和6年度安芸高田市一般会計決算の認定について」の件

を起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

○児玉委員長  起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、認定第2号「令和6年度安芸高田市国民健康保険特別会計決算の

認定について」の件から認定第14号「令和6年度安芸高田市下水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について」の件までの13件について討論

を行います。 

 討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

○児玉委員長  討論なしと認め、討論を終結いたします。 
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 ここで採決の方法についてお諮りいたします。 

 討論がありませんでしたので、認定第2号から認定第14号までの13件

については、一括して採決させていただきたいと考えますが、これに御

異議ございませんか。 

  〔異議なし〕 

○児玉委員長  異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 これより認定第2号「令和6年度安芸高田市国民健康保険特別会計決算

の認定について」の件から認定第14号「令和6年度安芸高田市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定について」の件までの13件を起立によ

り一括して採決いたします。 

 本案13件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

○児玉委員長  起立多数であります。 

 よって、本案13件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしまし

た。 

 なお、委員会報告書の作成については、皆さんから御意見がございま

したら発言をお願いいたします。 

  〔なし〕 

○児玉委員長  それでは、委員長報告書の作成については、正副委員長に御一任いた

だきたいと思います。これに御異議ございませんか。 

  〔異議なし〕 

○児玉委員長  異議なしと認め、さよう決定いたします。 

 次に、閉会中の継続調査についてお諮りいたします。 

 本委員会の当初予算の審査、補正予算の審査、決算の審査に関するこ

とにつきましては、調査の必要性が生じた場合は閉会中においても調査

を行いたいと考えますが、これに御異議ございませんか。 

  〔異議なし〕 

○児玉委員長  異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 なお、所管事務の調査は、会期中が原則でありますので、会議規則第

109条の規定により、議長に閉会中の継続調査を行う旨の申出を行いた

いと思います。 

 以上で、閉会中の継続調査についてを終了いたします。 

 以上をもって第9回予算決算常任委員会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 ６時０４分 閉会 

 

 


